
日本学校歯科医会会誌

-学校歯科保健参考資料
「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・ロの健康つくり」が目指すもの

・ サh昧・
自作学校歯科健康診断ソフトについて小鹿典雄

相模原市立小中学校における学校歯科健康診断の成績相模原歯科医師会学校保健委員会

歯の萌出異常前田隆秀

児童への保健教育としての「咀暇育成」支援への取り組み
長澤治子／峰尾江里子／尾崎哲則／赤坂守人／中田郁平

一文部科学大臣賞受賞校のその後 VOL.1
岐阜県恵那市立中野方小学校

東京都品川区立八潮南小学校

歯・ロの健康に関する図画・ポスターコンクール

平成17年度生活習慣病予防等を目指した歯・ロの健康つくり調査研究事業連絡協議会

第3回学校歯科保健アジア会議報告

第43回全日本学校歯科保健優良校表彰
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翌 日本学校歯科医会



平成17年度

歯•口の健康に関する図画•ポスターコンクール
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

歯・ロの健康に関するポスターコンクールは、昭和52年から日本学校歯科医会で主催

するようになり、今年で28年になる。次の世代を担う小学校・中学校の児童生徒に対し

て、口腔保健に関する理解と認識を高める目的をもって実施してきた。

応墓及び募集方法については、昨年より小学生を対象とした図画またはポスター、中学

生を対象としたポスターの2部門を設け、小学生の部から2点 (l~3年生と4~6年生に

分け各l点）、中学生の部から1点の計3点を各加盟団体にて選出していただき、日本学校

歯科医会まで送付願っている（従来は小学校l~3年は図画、 4~6年はポスターという区

分であったが、昨年度よりこの形式）。応募総数はl51点（小学校低学年52点、小学校高

学年53点、中学校46点・別表）であった。

審査委員会における厳正な審査により小学生、中学生ともに学年ごとに最優秀賞、優秀

賞が選出された（最優秀賞は77点、グラビアで紹介）。

応勢者全員に賞状と、副賞として図書券を贈呈している。最優秀賞については、作品を

返却しないため写真に撮ったものと、それをカレンダーにしたもの、そして盾の3点を贈

呈している（全て加盟団体経由でお送りしている）。

応募された各学校・児童生徒の方はじめ審査に当たられた都道府県学校歯科医会あるい

は歯科医師会の審査委員の先生方に心から謝意を表します。

■審査委員 0Jun氏略歴

現東京造形大学特別教授。東京芸術大学美

術学部油画科卒業、同大学大学院美術研究

科油画専攻修士課程修了。子どもの絵画教

室の経験もあり、昨年より審査員にご就任

願いました。

（審査風景）左より0Jun氏、湯浅副会長、中田専務理事



最優秀入選作品
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小野寺紗希さん

高濱修一 さん
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平成17年度歯口の健康に関する図画ポスターコンクール

三二
(l1/ ] 

島村香澄さん

／． 

2年

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

歯ミ
—・ベ·- ィ

一べ‘

遠藤知里さん 山鹿翔子さん



5日本学校歯科医会会誌 94号 2005年10月

岩手県花泉町立金沢小学校 １年 いなべ もえ
明るく力強い絵 ! 歯みがきも楽しくなるような生き生きと
した表情に◎ !
……………………………………………………………………

岐阜県多治見市立養正小学校 １年 さとう まさや
画面一杯に描かれて迫力満点 ! 水彩とクレパスの使い方が
効果的。歯みがきの時の表情もよく観察されています。
……………………………………………………………………

群馬県群馬町立堤ケ岡小学校 ２年 吉井 悠帆
歯医者さんに歯のみがき方の指導を受けているところかな？
二人の顔の違いが特徴的によくとらえられているなあ… !
目の動き，マスクの口と開けている口に注目 !
……………………………………………………………………

富山県立山町立高野小学校 ２年 山口 大尭
水彩のみずみずしい感じがよく生かされていていい絵です。
成長過程にある歯の状態がよく描かれています。
……………………………………………………………………

秋田県羽後町立仙道小学校 ３年 今 小夏
二人並んで歯みがきをしている様子が元気よく描かれてい
るね。新聞紙や色紙をコラージュしている部分と筆のタッ
チに感動 !
……………………………………………………………………

岡山県岡山市立三門小学校 ３年 遠藤 和夫
みがき始め，途中の様子，口をすすぐところ，歯みがきの
プロセスが三人の様子によって楽しく表現されています。
またデッサン力も並々ならぬもの，脱帽 !
……………………………………………………………………

宮城県小牛田町立不動堂小学校 ４年 佐々木慶太
一人一人の表情がとてもよく描き分けられています。線や
色調に独特なものがあります。標語の文字にも注目 ! 色分
けが効果的。強く印象に残る一枚だ。
……………………………………………………………………

宮崎県日南市立大窪小学校 ４年 安藤菜々美
細部にいたるまでよく描き込まれていて圧巻 ! 歯医者さん
の目と器具を扱う指先に注目。
“どんなムシ歯も見逃さないぞ”という迫力が伝わってくる。
……………………………………………………………………

島根県松江市立中島小学校 ５年 田中 翔也
“う～ん… ! ”思わずうなってしまう程，不思議な絵だ。
にじみ，ぼかし，たらし込み等水彩の特性を余すところな
く使いこなしている。さらに描き込みと抑える所を心得て
いる。１本 !
……………………………………………………………………

鹿児島県川辺町立神殿小学校 ５年 有村 博之
正面向きと横顔を見せて歯みがきをしている絵。そしても
う一人?! 鏡に映っているのは横顔の君かな？鏡を使った
アイディアがいい ! 空間に広がりが出たね。
……………………………………………………………………

茨城県龍ヶ崎市立長山小学校 ６年 小野寺紗希
清々しい絵だ。口の中のピンクと，輝く白い歯，斜めに入
る青い柄の歯ブラシ。明快で美しい。歯みがきの大切さを
ストレートに伝えている。
……………………………………………………………………

長崎県壱岐市立三島小学校 ６年 高濱 修一
三人の歯みがきをする少年の様子が力強くとらえられている。
小さなタッチを丹念に並べて描かれている画面の発色は鮮
やかでハッとする !
……………………………………………………………………

香川県東かがわ市立白鳥中学校 １年 鯛谷 真代
色彩，構成，メッセージ性，ポスターの諸要素を把握して
いて最小の情報量で最大の効果を上げている。ただ感服…!
……………………………………………………………………

福島県いわき市立中央台南中学校 ２年 北村 圭
画面の天地に大きく開けられた上下の歯。その中を悠然と
歩く二頭の白熊。その着想にまずビックリした ! 北極のど
こまでも美しく白い世界と「白く美しい歯を…」の言葉が
響き合っている。さわやかな一枚だ。
……………………………………………………………………

福岡県飯塚市立幸袋中学校 ２年 島村 香澄
宝箱から光り輝きながら飛び出す真っ白な歯，歯，歯 ! わ
かり易い図柄だが，それぞれの歯の描写に注目。一本，一
本の歯にも「顔」がある。一本一本を大切にしようという
“熱いメッセージ”伝わってくるぞ !
……………………………………………………………………

千葉県旭市立第一中学校 ３年 遠藤 知里
筆に勢いがある。だから一気に見る目を引きつけるものが
ある。同時に細部へのこわだりも見逃せない。大きな歯を
笑顔に見立て，その中で更に大きな口を開けてメッセージ
を言わせている。ユニークだね !
……………………………………………………………………

三重県鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校 ３年 山鹿 翔子
画面一杯の顔のアップとレンズ越しに拡大された白く大き
な歯並びにドキッとさせられる。ポスター効果満点のよい
見本のような一枚だ。
……………………………………………………………………

総 評

「歯の健康」をテーマにしてもそれぞれの年齢やイメージによって描かれる絵は様々です。
描画においては技術的な巧拙よりも，想像力の深さ，絵を描くことを楽しんでいるか，が重要だと
思います。今回選ばれた１７点の作品はどれもがその二点を満たすものばかりでした。これらの作品に
触れて，あらためて歯の健康，身心の健康の大切さを教えられました。
ありがとう，君達の健康と成長を心より祈ります !

�審査委員 O Jun（東京造形大学特任教授）

最優秀作品についての画評
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平成１７年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール入選作品一覧

地区
小学校低学年の部（１～３年生） 小学校高学年の部（４～６年生） 中学校の部

学 校 名 学年 氏 名 学 校 名 学年 氏 名 学 校 名 学年 氏 名

北海道 北広島市立北の台小学校 ３ 西 田 萌 華 小樽市立望洋台小学校 ６ 大 聖 貴 之 ― － ―
札幌市 札幌市立もみじ台南小学校 ２ 盛 郁 斗 札幌市立新琴似北小学校 ５ 乙 川 亜 未 札幌市立新琴似中学校 ３ 高 橋 史 菜

青森県 田子町立上郷小学校 １ 久 保 裕 輝 三戸町立斗川小学校 ４ 寺 牛 正 真 八戸市立根城中学校 ３ � 木 淳 子

岩手県 花泉町立金沢小学校 １ ★いなべ も え 盛岡市立月が丘小学校 ６ 永 井 京 大東町立興田中学校 ３ 佐 藤 美 喜

秋田県 羽後町立仙道小学校 ３ ★今 小 夏 秋田市立明徳小学校 ６ 加 賀 晏 瑞 平鹿町立平鹿中学校 ３ 森 田 麻 友

宮城県 栗原市立萩野小学校 １ 菅 原 亜 美 小牛田町立不動堂小学校 ４ ★佐々木 慶 太 松島町立松島中学校 ３ 菊 池 くるみ

山形県 鮭川村立鮭川小学校 ２ 荒 木 賢 哉 大蔵村立南山小学校 ４ 柿 � 里 恵 山形市立第二中学校 ２ 遠 藤 瑞 紀

福島県 会津本郷町立本郷第一小学校 ２ 坂 内 愛 海 須賀川市立第三小学校 ４ 黒 津 美 咲 いわき市立中央台南中学校 ２ ★北 村 圭

茨城県 ― － ― 龍ヶ崎市立長山小学校 ６ ★小野寺 紗 希 龍ヶ崎市立長山中学校 ３ 山 口 華

栃木県 今市市立大室小学校 １ 福 田 徹 也 鹿沼市立津田小学校 ６ 田 中 理 那 鹿沼市立北犬飼中学校 ３ 湯 沢 奈乙美

群馬県 群馬町立堤ケ岡小学校 ２ ★吉 井 悠 帆 太田市立中央小学校 ６ 竹 澤 彩 音 安中市立第一中学校 ３ 萩 原 義 朗

千葉県 浦安市立北部小学校 ２ 前 坂 ひかり 松戸市立北部小学校 ５ 田 中 明 紗 旭市立第一中学校 ３ ★遠 藤 知 里

埼玉県 深谷市立上柴東小学校 ３ 長谷部 翔 大 越谷市立越ケ谷小学校 ４ 井 橋 健 蓮田市立黒浜西中学校 ２ 鈴 木 優 花

東京都 江東区立水神小学校 ３ 島 加那美 日野市立滝合小学校 ５ 丹 藤 真 子 大田区立矢口中学校 １ 小 泉 拓 磨

神奈川県 平塚市立旭小学校 ３ 辰 巳 裕 亮 小田原市立酒匂小学校 ６ 星 嵜 宏 美 茅ヶ崎市立中島中学校 ３ 瀬 戸 翠

横浜市 横浜市立西寺尾小学校 ３ 村 上 榛 菜 横浜市立恩田小学校 ６ 坂 井 柚佳里 横浜市立藤の木中学校 ３ 橋 間 み ほ

川崎市 川崎市立宿河原小学校 ２ 西 村 咲 希 川崎市立西御幸小学校 ４ 野 澤 直 子 川崎市立御幸中学校 ３ 妹 脊 百合子

山梨県 北杜市立泉小学校 ２ 松 岡 リ ウ 北杜市立泉小学校 ６ 鴇 田 紫 音 増穂町立増穂中学校 ３ 庄 田 はるな

長野県 松本市立菅野小学校 ３ 飯 沼 晃 松本市立島内小学校 ４ 樟 脩 登 朝日村立鉢盛中学校 ２ 三 村 遥 香

新潟県 糸魚川市立上早川小学校 ２ 梅 沢 直 樹 新潟市立栄小学校 ６ 鈴 木 芳 奈 小千谷市立南中学校 ２ 大 窪 あゆみ

静岡県 静岡市立清水船越小学校 ３ 長 澤 飛 翔 島田市立伊太小学校 ４ 森 永 夏 未 藤枝市立西益津中学校 ３ 村 瀬 彩 美

愛知県 西尾市立室場小学校 ２ 半 田 恕 誠 阿久比町立草木小学校 ６ 山 田 羽 衣 ― － ―

名古屋市 名古屋市立牧野小学校 ３ 伊 藤 安 菜 名古屋市立志段味東小学校 ４ 刑 部 将 英 名古屋市立扇台中学校 ３ 熊 � 智 子

岐阜県 多治見市立養正小学校 １ ★さとう まさや 羽島市立堀津小学校 ６ 横 田 彩 音 ― － ―

三重県 松阪市立豊地小学校 １ 戸 上 真 希 桑名市立立教小学校 ５ 伊 藤 智 風 鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校 ３ ★山 鹿 翔 子

石川県 小松市立稚松小学校 ３ 花 田 沙 織 志賀町立志加浦小学校 ６ 阿 部 美奈代 ― － ―

福井県 ― － ― ― － ― ― － ―

富山県 立山町立高野小学校 ２ ★山 口 大 尭 立山町立立山中央小学校 ５ 平 井 上 総 南砺市立福光中学校 １ 山 田 育 代

滋賀県 湖南市立下田小学校 ２ 園 田 穂乃香 長浜市立長浜北小学校 ６ 清 水 結香子 彦根市立南中学校 ２ 高 木 美 和

和歌山県 野上町立志賀野小学校 ２ 伊 南 憲 孝 橋本市立紀見小学校 ４ 三 島 孝 太 海南市立第三中学校 ３ 森 美 咲

奈良県 橿原市立白橿北小学校 ２ 河 本 陸 生 菟田野町立宇賀志小学校 ６ 稲 場 真 紀 奈良市立平城東中学校 ２ 松 井 早 紀

京都府 長岡京市立長法寺小学校 ３ 宗 像 美 月 京都市立洛中小学校 ５ 杉 山 葵 京都市立烏丸中学校 ３ 田 中 美 春

大阪府 堺市立浅香山小学校 １ 瀬 領 拓 未 堺市立英彰小学校 ４ 正 円 克 英 堺市立大浜中学校 １ 藤 坂 友 見

大阪市 大阪市立南大江小学校 ２ 小 池 詩 歩 大阪市立小林小学校 ６ 大 石 紗 希 大阪市立城陽中学校 ３ 宗 岡 沙 織

兵庫県 伊丹市立花里小学校 ２ 上 林 美 菜 加古川市立平岡小学校 ５ 服 部 美 希 ― － ―

神戸市 神戸市立桜が丘小学校 １ 沼 田 流 布 神戸市立雲雀丘小学校 ４ 横 田 佳代子 ― － ―

岡山県 岡山市立三門小学校 ３ ★遠 藤 和 夫 倉敷市立本荘小学校 ５ 蓮 岡 美 優 新見市立新見第一中学校 ３ 上 田 侑 生

鳥取県 倉吉市立上北条小学校 １ 村 岡 孝 則 湯梨浜町立羽合東小学校 ６ 吉 岡 友 也 鳥取市立桜ヶ丘中学校 ３ 南 部 里 奈

広島県 大竹市立木野小学校 ３ 元 長 靖 哉 福山市立駅家小学校 ６ 藤 井 直 美 福山市立幸千中学校 １ � 永 真 里

島根県 益田市立西益田小学校 １ 山 本 紗 弥 松江市立中島小学校 ５ ★田 中 翔 也 松江市立第一中学校 １ 山 本 流 美

山口県 下関市立川中小学校 １ 小 泉 明 也 下関市立関西小学校 ６ � 田 綾 乃 下関市立豊洋中学校 ２ 宇都宮 加 奈

徳島県 美馬市立喜来小学校 ２ 曽我部 真 由 美馬市立重清北小学校 ４ 加 藤 由 華 吉野川市立山川中学校 ３ 久 保 晴 香

香川県 坂出市立西庄小学校 ２ 山 条 努 京 琴平町立琴平小学校 ５ 茂 木 葵 東かがわ市立白鳥中学校 １ ★鯛 谷 真 代

愛媛県 八幡浜市立千丈小学校 ２ 菊 池 希 実 四国中央市立松柏小学校 ４ 長 野 一 輝 松山市立南中学校 ３ 相 原 美 樹

高知県 宿毛市立宿毛小学校 ２ 濱 田 実 宏 梼原町立梼原小学校 ４ 中 越 朱 音 夜須町立夜須中学校 ３ 松 本 早 織

福岡県 久留米市立上津小学校 ３ 江 田 み ゆ 田川市立鎮西小学校 ６ 敷 地 美 穂 飯塚市立幸袋中学校 ２ ★島 村 香 澄

福岡市 福岡市立三筑小学校 ３ 馬 場 智 也 福岡海星女子学院附属小学校 ５ 竹 村 友里亜 福岡市立箱崎清松中学校 ２ 村 上 え り

佐賀県 佐賀市立新栄小学校 ３ 椿 原 和佳奈 神埼町立仁比山小学校 ５ 荒 木 千 尋 佐賀大学文化教育学部附属中学校 ３ 井 上 千 尋

長崎県 波佐見町立中央小学校 ３ 渡 邊 真 弥 壱岐市立三島小学校 ６ ★高 濱 修 一 対馬市立東部中学校 ３ 井 上 貴 詞

大分県 大分市立木佐上小学校 ３ � 木 諒 介 武蔵町立武蔵西小学校 ６ 森 永 圭奈恵 日出町立日出中学校 ２ 西 智 恵

熊本県 菊水町立菊水中央小学校 １ ひろた ようすけ 相良村立相良北小学校 ４ 川 辺 琴 子 ― － ―

宮崎県 日南市立大窪小学校 ３ 安 藤 晴 香 日南市立大窪小学校 ４ ★安 藤 菜々美 高岡町立高岡中学校 ３ 蓬 原 靖 子

鹿児島県 龍郷町立戸口小学校 ２ 中 田 大 喜 川辺町立神殿小学校 ５ ★有 村 博 之 川辺町立川辺中学校 ２ 日 置 幸 子

沖縄県 沖縄市立泡瀬小学校 ２ 上江洲 柊 子 名護市立稲田小学校 ６ 大 城 奈津美 平良市立久松中学校 ２ 棚 原 鈴 江

応募数 ５２ ５３ ４６

総応募数 １５１点（★＝最優秀賞１７点，無印＝優秀賞１３４点，―は応募なし）



猛暑であった夏が終わり，爽やかな秋を経て目にも鮮やかな錦秋

を迎えておりますが，会員諸兄におかれましては，健やかにお過ご

しのことと存じます。

新しい執行体制の日学歯となって半年以上が過ぎ，この会誌が皆

様のお手許に届くころは，岡山で第６９回全国学校歯科保健研究大会

が開催される直前になっていると思います。

振り返れば，この約半年にわたり，私を会長に選任下さったお声

に応えるべく，役員あるいは委員の方々のご協力を得ながら，ひた

走って来たように感じております。

お陰様にて，新執行部発足時にありました事業の遅れをどうにか

取り戻すことができ，各種委員会活動も大変活発になってきており

ますことを，先ずご報告申し上げます。

また，広報「日学歯１０９号」に掲載していただきました私儀の本

会運営に係る基本的事項につきましても，副会長はじめ役員諸氏の

賛同を得て着々と進めることができ基礎固めは終わりつつあり，あ

とは，いかに会員の皆様の目に見える形でお示しできるかという点

にかかってきております。

例えば，先日発行いたしました広報「日学歯」そして当会誌につ

きましても表紙等のデザインはもちろん，内容につきましても工夫

を凝らし，少しでも読み易く，また，会務の内容が伝わるように広

報委員の方々にご努力をいただきましたし，ホームページも同様で

ございます。

ぜひご覧いただき，本会へのご理解を更に深めて下されば幸いです。

なお，本号のメインは本年３月に発行いたしました「『生きる力』

をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」をご執筆された先生方に

よる座談会になっております。同書は，今までになくあらゆる学校

種で活用できる学校歯科保健の事典とも言える書籍であり，大変な

ご好評を得ておりますが，本号では，ご執筆された先生方の「ここ

をこう読んでほしい」という思いも伝わってくることと存じますの

で，同書への理解を更に深め，活用を進めていただけると思ってお

ります。

丁度，第６９回全国学校歯科保健研究大会が岡山にて開催されます

が，二年近く前に準備を始めた同大会のテーマも「『生きる力』…

自ら学び，自ら考え，そして実践へ」であり，内容的には正に同書

の実践に関わることであります。特にシンポジウムでは，同書の解

説も加えられることになりました。本号をお読みいただき，岡山の

大会でお会いできれば幸いです。

会誌９４号は，私儀が会長となって最初の会誌でございますが，巻

頭の挨拶に代えて本会の現状あるいは，現在，力点を置いていると

ころ等をご報告申し上げる次第です。

会長として会員諸兄に直にお話し申し上げる機会はなかなかござ

いません。今後も会誌や広報での挨拶の場を通してご報告申し上げ

ていく予定でおりますので，よろしくお願い申し上げます。社団法人 日本学校歯科医会

会長 松島 悌二

日
学
歯
現
状
の
ご
報
告
（
会
誌
９４
号
の
巻
頭
言
に
代
え
て
）
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中田 先生方におかれましては，

何かとご多忙のところをご出席いた

だきましてありがとうございまし

た。本来は，本会の松島会長が出席

し，お礼を申し上げるべきところで

すが，公務のために出席できませ

ん。代わって，私，専務理事の中田

が座談会に先立ってご挨拶させてい

ただきます。

今般，「小学校の保健指導の手引

（改訂版）」を踏まえ，より包括的

で総括的な学校歯科保健参考資料

「『生きる力』をはぐくむ学校での

歯・口の健康つくり」が，先生方の

ご尽力で発刊できましたことに対

し，心から感謝申し上げます。

本資料は，近年の児童生徒等の歯

科保健の課題を踏まえ，今後一層の

推進に資する素晴らしい内容である

と認識しております。日本学校歯科

医会としましては，この資料に盛り

込まれた趣旨や内容について広く普

及啓発し，学校での歯科保健の充実

を図りたいと考えております。

つきましては，この第一弾としま

して，本座談会を企画させていただ

きました。本日ご参加の先生方にお

かれましては，本資料作成の中で特

に力を入れられたことや活用する際

のポイントなどについて，会員の皆

様にお伝えいただければと考えてお

ります。それでは，司会の戸田先

生，よろしくお願いいたします。

資料作成の経緯と
４つの特徴

戸田（司会） 先生方には，何かと

お忙しいところをお集まりいただき

まして，ありがとうございました。

本日は新たに発刊された学校歯科保

健参考資料「『生きる力』をはぐく

む学校での歯・口の健康つくり」が

目指すものという主題で，先生方の

お話をお伺いしたいと思います。

学校歯科保健参考資料の「『生き

る力』をはぐくむ学校での歯・口の

健康つくり」は，文部科学省におい

て平成１４年度に先生方のご協力で原

案を作成し，省内での調整を経て平

成１６年８月に案を確定，そして本年

の３月に日本学校歯科医会から発刊

という運びになりました。文部科学

省の著作物として，現在，普及啓発

のため極めて安価で頒布をしていた

だいているところです。

初めに私から，この「『生きる力』

をはぐくむ学校での歯・口の健康つ

くり」の作成に至った経緯をお話し

させていただきます。幼児児童生徒

つまり，子どもの歯・口の健康課題

の変化や多様化を踏まえ，教職員，

学校歯科医，それから保護者なども

含めた多くの方々が活用できる，学

校歯科保健に関する資料が欲しいと

いう声が前々からありました。加え

て，小学校のみでなく，幼，小，中，高

一貫した包括的で分かりやすい資料

ができないかというふうな要望もあ

り，先生方のご協力をいただいて今

回の発刊に至ったわけです。

端的に申し上げますと，特徴が４

つあります。

１つ目は，ヘルスプロモーション

の考え方に立って，学習を通して自

律的な健康管理ができるような資質

や能力を育成するという視点を重視

しています。

２つ目は，むし歯予防を継続する

ことは当然ですが，歯肉炎の予防，

摂食などの口腔機能の健全な発達，

歯牙の外傷防止等の子どもの歯科保

健の多様な課題に即した内容として

います。

３つ目は，「生きる力」の育成を

目指した学習指導要領の趣旨に即し

た内容としています。

４つ目は，幼稚園，小学校，中学

校，中等教育学校，高等学校及び

盲，聾，養護学校等を対象とする資

料ということで，発達段階，あるい

は障害等に応じた課題を明らかに

し，適切な指導や管理ができるよう

な内容としています。

これらの４つの特徴を踏まえて，

内容的には，総説から始め，歯科保

健管理，歯科保健指導，組織活動ま

でを含めた構成としています。

それでは，初めに協力者会議の座
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長をお努めいただいた安井先生か

ら，この参考資料の目指すものと総

説で述べられている内容，活用への

期待などについてお話しいただきた

いと思います。

参考資料の目指すもの

安井 先生方には大変お世話にな

りました。また，戸田体育官には方

向性を含めて，参考になるご指導を

多々頂戴し，厚く御礼申し上げます。

こういった形で集大成できたのは，

委員のディスカッションを通して，

参考資料の在り方に対する基本的な

概念形成に十分な時間をとったから

だと思います。自分自身では納得し

たものができたと思っています。

学校歯科保健の資料としては，昭

和５３年に初めて『小学校／歯の保健

指導の手引』が作られました。いわ

ゆる当時のむし歯の洪水を何とか子

どもたちのためにコントロールしな

ければいけない。医療では追いつか

ない状況の中で，教育の力を借りる

ことになったわけです。実際に学校

での歯科保健活動をやってみると，

平成４年の改訂版に示されているよ

うに，例えば，人間性の陶冶に優れ

た力を発揮することや健康の基礎づ

くりに対する効果も各学校で認めら

れるようになったり，いわゆる教育

の中での歯科保健活動の在り方が見

直されて来たのだ思います。

そういう意味では，今また時代も

変わってきておりますし，私なりに

振り返ってみますと本資料の内容を

構成する際に幾つかのポイントに留

意しました。１つは，社会の大きな

変化がベースにあったと思います。

いわゆる少子高齢化の中で，健康つ

くりは，基本的に子どもたちにとっ

ては他人まかせになりやすいので

す。けれども，自分自身で健康とい

うものを守り育てるという，自律的

な資質や能力が育たないと，わが国

が目指しているような健康長寿社

会，あるいはQOLの向上はなかな

か難しいだろうと思います。

すなわち，少子高齢化になります

と，子どもを取り巻く環境として

は，どうしても大人が手を出す他律

的な部分が主体になって，子ども自

身が何かを考えて行動するというこ

とは，かえって難しい状況になるの

ではないかというのが１つのポイン

トでした。

２つ目は，教育の目指す方向から

の要請という部分があろうと思いま

す。健康つくりというのは「病気で

なければいい」というように考えて

いる方も多いのですが，健康状態と

いうのは目で見えませんので，それ

を子どもたちにできるだけ実体感を

持ってもらうことが必要です。そこ

で初めて健康というものを認識し，

健康に対する興味と知識を得て，主

体的に健康というものを考えて，判

断して，そして自ら自分の健康をコ

ントロールできるという１つの流れ

が出てくるのだろうと思います。そ

のプロセスが「生きる力」の育成と

いうところにつながっているわけで

す。この「健康」と「生きる力」と

いうキーワードに共通していること

は，両者とも１つの概念であるとい

うことです。コンセプトは非常に優

れており，重要ですが，これを実体

感を持って子どもたちにどう伝える

かという教材媒体が十分にあるとは

言えないのです。そういう意味で，目

で見える歯や口という題材に，我々

が教育的な価値や健康教育の価値を

付加して子どもたちに提供するとい

うことは，大きな将来的な価値が存

在するのではないかというのが２つ

目のポイントであったと思います。

３つ目のポイントは，歯科保健の

現状や課題からの要請だと思いま

す。これまでむし歯の予防を中心に

展開してきましたが，これからは歯

肉の課題をプラスすることで，自分

で健康行動をとった時に，その評価

がわかりやすくなったということで

す。むし歯の場合には，評価は短時

間では出ませんが，歯肉の場合には

わりと自分で行動したことが結果と

して評価しやすいということです。

むし歯からスタートした『小学校／

歯の保健指導の手引』（昭和５３年）

も，改訂版（平成４年）では歯肉に

関してページを割いています。今回

の場合はそれにプラスして外傷予防

についても触れています。さらに，

歯列不正や不正咬合あるいは顎関節

についても，自分でできることは何

なのかという視点で記載しました。

学校の健康診断で行われている項目

について，子どもたちが健康診断の

後，事後措置として，自分たちの健

康行動にどのように結びつけていく

かという保健指導を意識したという

ことです。

４つ目のポイントは，口の機能を

取り上げたことだと思います。ヘル

スプロモーションの考え方ですけれ

ども，健康は自己実現の手段であっ

てそれ自身が目的でないということ

でありますが，方向の見えない健康

つくりは子どもたちにとっても魅力

がないものだと思います。そこで，

子どもたちへの魅力を作るために

は，口の機能を述べるべきだろうと



12

いうことで内容に取り入れたという

ことです。

最後に，学校歯科保健活動でこれ

まで難しい領域でした，盲，聾，養

護学校の内容について，初めて今回

盛り込むことができました。このこ

とは，私は非常に大きなことだと

思っています。盲，聾，養護学校の

場合は「自立」というものを歯・口

を通じて子どもたちに何とかアプ

ローチできないかと考えておりま

す。障害があるということで，もち

ろん他律的な支援が多くなります

が，しかしながら発達を考えていく

と，歯・口を利用して障害のある子

どもたちに「豊かさ」というものが

少しでも形成できるお手伝いができ

れば，本来歯科保健の持っている

QOLが享受できるのではないかと

考えたわけです。

以上，社会的な要請，教育的な要

請，あるいは歯科保健的な要請とい

う点等を踏まえて本資料の内容を構

成したわけです。貫いている気持ち

は，あくまでも生涯にわたる健康つ

くりです。乳幼児期というのは他律

的な健康つくり，すなわち誰かに

やってもらっている健康つくりで

す。それが成人期以降は自活して，

自律して健康つくりをしなければな

りません。その変換期が学齢期にな

ります。

したがって，学校保健が的確に実

施されるように，歯・口の健康つく

りでサポートをすれば，自らの問題

をきちっと自分で対応できる日本人

が育っていくのではないかと考えて

いるのです。ここを軽視すれば，終

始誰かが何とかしてくれるのではな

いかという他律的な健康つくりが蔓

延して，将来大変になるのではない

かと思うのです。総論的には一番訴

えたかったところではないかと思い

ます。

戸田 安井先生ありがとうござい

ました。大変幅広く，非常に大局的

な点からこの参考資料が目指すも

の，言い換えれば，これからの学校

歯科保健が果たすべき役割と方向性

についてお話をいただきました。

それでは木暮先生，安井先生の話

も受けまして，校長の立場から，学

校経営からみた歯・口の健康つくり

の重要性等についてお話をお願いで

きればと思います。

学校経営からみた
歯・口の健康つくりの
重要性

木暮 私は，校長として学校経営の

視点から学校歯科保健活動の重要性

について，２点話したいと思います。

第１点は，学校歯科保健活動は教

育の一環であるということです。し

たがって，それぞれの学校で定めて

いる教育目標の達成に寄与するよう

に，具体的には，それぞれの学校で

「知・徳・体」の３つくらいの目標

を掲げている学校が多いと思います

けれども，「生きる力」と結びつけ

て言いますと，「学力」―学ぶ力，

それから「豊かな心」，そして，「た

くましい体」―健康や体力のことで

す。その３つの教育目標の一番の基

礎は，健康や体力の部分だと思いま

す。そればかりでなく，「学ぶ力」

とか，「豊かな心」にも学校歯科保

健活動の推進を通して，波及効果が

表われるようにしていくことが重要

だということです。

そのためには学校歯科保健活動を

どのように進めたらいいかと言いま

すと，当然のことながら学校は組織

体でございますので，教育課程に明

確にしっかりと位置付けて，計画

的，そして組織的，継続的に取り組

むことが重要です。その点から，こ

の参考資料で言いますと，第１章の

第５節「教育課程への位置付け」，

このあたりをしっかりと読んでいた

だきたいと思います。

具体的には，２２ページの「学校歯

科保健活動の構造」とか，３０ページ

の「指導計画作成の手順」，そして

今回新しく書き込んであるところ

が，学校歯科保健活動の評価の部分

です。どのように評価していったら

いいのか，従来，とかくむし歯の罹

患状況とか，治療状況の評価という

ことで歯科保健活動の推進状況を評

価することが多かったわけですが，

それにとどまらず，活動や取組の評

価とか，連携の評価とか，そういう

ふうに広くとらえて，教育目標に照

らしてどうなのかということで評価

していただければ，各学校での取組

が一層広がっていくのではないかな

と思っています。

第２点は，「つながり」と「ひろ

がり」のある学校歯科保健活動にす

る必要があるということです。「つ

ながり」と「ひろがり」というのは

どういうことかというと，１つは幼

児期から，小学校，中学校，高等学

校へと系統的なと言いますか，積み

重ねのある歯科保健教育が推進され

て，深く，広くそして確かな健康観

と具体的な方法も身に付けていくと

いうことです。

また，もう１つの「つながり」と

「ひろがり」として，学校教育と家

庭での実践や地域社会での実践が連
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携を持って取り組まれていくという

ことがあります。そして縦軸に幼，

小，中，高，あるいは盲，聾，養護

学校での教育があり，また横軸に学

校，家庭，地域社会があるとしま

す。それを推進するのは誰かという

と，やはり学校になります。学校で

は，校長を中心とする全教職員の組

織活動でということが基本です。そ

の推進のための保健主事や養護教諭

の役割，それから学校歯科医の役

割，そして学校保健委員会等の組織

の機能を生かしての活動ということ

が重要な課題で，それらの内容が第

１章，第２節の「子どもの発達段階

等からみた歯・口の健康つくりの課

題」と，第５章の「歯・口の健康つ

くりにおける組織活動」で触れられ

ていますので，このあたりを読んで

いただければと思っています。

戸田 どうもありがとうございま

した。校長先生のお立場からという

ことで，学校教育活動の一環として

教育課程に位置付けるということ

と，「つながり」と「ひろがり」の

ある歯科保健活動の展開をというふ

うなお話でした。

それでは，続きまして，小松崎先

生に，東京都の教育庁で学校歯科保

健行政を担当されたというご経験

と，現在，保健所で地域保健の立場

から歯科保健を担当されているとい

うことで，参考資料の内容や活用に

際して，強調したいことがありまし

たら，お話をお願いします。

学校保健・地域保健の
連携と発達段階の理解

小松崎 保健所において，現在，

学校保健との連携をメインテーマと

して取り組んでおり，幼稚園，保育

園の先生方や，あるいは養護教諭の

先生方に歯・口の健康つくりの取り

組みについてお話を伺う機会が多く

あります。その中で先生方から特に

言われることは，ご自分の学校では

一生懸命に歯・口の健康つくりに取

り組んでいるのだが，他での取り組

み，例えば，中学校の養護の先生でし

たら，小学校や幼稚園，あるいはそれ

以前にどんな取り組みをしているの

かがよくわからないので効果が上が

りにくいというお話を耳にします。

実際，保健所におりまして，地域

の幼稚園，小学校，中学校での歯科

保健の取り組み状況調査をしてみま

すと，私が思っていた以上に，何ら

かの取り組みをしているという回答

が多いのですが，実際には目に見え

る形というか，あまり上手に取り組

まれていないのではないかという印

象を持ちます。これは，たぶん母子

保健と学校保健，あるいは学校保健

の中でも，小学校，中学校，高等学校

へという連携がうまくできていない

からなのかなという感じがします。

今回のこの参考資料の中では，子

どもの発達段階に沿って，幼稚園か

ら高等学校までの歯・口の健康つく

りの重点目標や具体的内容がそれぞ

れ示されていますので，ぜひ，それ

を参考にしていただいて，他での取

り組みがおわかりいただけると，よ

り効果的に歯科保健教育が実践でき

るのではないかと思います。

さらに理想を申し上げれば，地域

の関係者がこの参考資料に書かれて

いる目標等を参考にしながら，ご自

分の地域なりの具体的な目標設定を

して，学校を含めた地域の関係者の

方々の共通認識のもとに歯・口の健

康つくりを取り組んでいただけれ

ば，よりすばらしいと思います。

それからもう１つは，歯・口の健

康つくりの取り組みに対して，学校

の中で共通理解が得られないという

ようなお話をよく伺います。そんな

時は，ぜひとも学校保健委員会など

の機会をとらえて，学校歯科医の先

生がぜひ校長や一般の先生方に対し

て，学校教育の中で歯・口の健康つ

くりはこんな意義があるんだよとい

うようなことをお話ししていただい

て，養護の先生の後押しをしていた

だければということが日頃思ってい

ることです。その時に，この参考資料

を活用していただきたいと思います。

戸田 ありがとうございました。

小松崎先生からは学校と地域の連携

というのはなかなか難しいけれど

も，ぜひ，この参考資料を手がかり

にしながら，幼，小，中，高など，学

校間の連携であるとか，地域の関係

者などもぜひ参考にして，地域の目

標などを設定するような大きい取り

組みができないだろうか。もう１つ

は，学校内での共通理解を図るため

にも，この参考資料は非常に参考に

なると思うので，ぜひ活用して欲し

いというようなお話でございました。

前の先生方のお話も受けていただ

いて，中川先生には，実際に指導に

当たられている立場から，また特別

支援教育の立場から，学校で日頃ご

指導されていることについてお願い

したいと思います。

特別支援教育での歯・口
の健康つくりの重要性

中川 今回は資料の中に盲，聾，

養護学校内容を入れていただいたと
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いうことで，うちの校長も非常に喜

ばしいことだということで感謝して

いました。平成１９年から特別支援教

育が完全実施されるということで，

この中の特別な配慮を要する児童・

生徒の部分は，盲，聾，養護学校の

みならず，小・中学校，一般の学校

にも適応されることだということ

で，全国の全ての学校でこれを活用

してもらいたいと考えています。

次に現場の状況を話しますと，私

の勤務している知的障害の養護学校

は，小，中，高の３学部あります。

高等部生については一般の中学校か

らも入学します。そこで生徒の歯科

疾患などの状況に大きな差が出てく

るんです。一般の中学校より入学し

てくる高等部生のなかの多くに，歯

みがきが習慣化されていない，歯肉

炎があるといった歯・口の健康課題

を有している生徒がみられる現状で

す。こうしたなか，高等部において

もまず，入学時から担任による給食

後のていねいな歯みがき指導を継続

して行い，歯みがきをした後のサッ

パリとした清潔感を味わせ，歯みが

きの大切さを理解させるところから

指導を始めます。こうして指導を重

ねていくなかで，生徒自らが進んで

「ていねいな歯みがきができるよう

になる，褒められる，自信につなが

る」といった状況がつくられ，この

過程から生徒が前向きに，他のこと

へも挑戦していく姿勢，社会参加へ

の基礎が培われていく非常に大切な

教育活動の１つとなっています。以

上は個別指導の取り組みですが，生

涯健康の視点から，また，進路指導

の一環として，発達段階に応じ清潔

な習慣，スキルを身につけさせてい

くことも重要であり，歯・口の清潔

をはじめ，身なりを整える，からだ

をしっかりと動かすなど生活習慣の

確立をめざして，学校歯科医，歯科

衛生士，作業所等関係機関の方々の

協力をいただきながら，総合的学習

や自立活動，生活単元学習，組織活

動等を通じて全校的に健康づくりを

実践しています。

指導に際しては，児童生徒個々の

歯肉の状態を撮影したデジタル画像

を活用して，分かりやすく個々の

歯・口の健康課題の解決に結びつく

ような指導法を心がけています。ま

た，夏・冬休みには保護者の方の協

力のもとに，手洗いや歯みがき，お

やつカレンダーを実施しており，学

校，保護者と連携協力した支援によ

り，発達段階に応じた歯みがき等保

健行動が定着してきています。こう

した保健活動の推進については，や

はり学校経営方針の中に健康教育が

盛り込まれていることが大切であ

り，そこには養護教諭の働きかけも

大切ですが，学校歯科医の先生の日

頃の学校歯科保健に寄せられるご熱

意，ご尽力も大きく影響しています。

養護学校における歯・口の健康つく

りは，安井先生がおっしゃられたよ

うに，QOLの向上，自立，社会参加

していく上でも必須の条件となって

います。また，昨今，児童生徒の心

身の健康課題は多様化してきており

ますが，やはり歯・口の健康つくり

は，校種を問わず健康教育のベース

になっていると思います。学校にお

ける健康つくりの推進については，

管理職の先生にも関心を寄せていた

だき，学校全体で組織的，計画的，

継続的に推進していくことが大切で

あり，そのためにも本資料を大いに

活用していってほしいと思います。

戸田 子どもの健康課題が，さま

ざまあるけれども，歯・口の歯科保

健が健康教育のベースになる。これ

は特別支援教育を行う学校でも，普

通校でも同じではないか。また，管

理職にも資料を一読してほしいとい

うことでした。

それでは，これまで先生方からさ

まざまのご意見をいただきましたけ

れども，学校歯科医として，あるい

は学校歯科医会からの代表として参

画いただきました柘植先生，よろし

くお願いいたします。

学校歯科医の
資料活用を期待

柘植 私は，この参考資料の委員

として参加させていただいたなかで

留意したこと，あるいは今後の活用

などについて，幾つかお話させてい

ただきます。

まず，先ほどから先生方が言われ

ていますように，この参考資料で

「歯・口の健康つくりは健康志向で

ある」と明確にしたことは，非常に

意義のあることだと思います。特に

ここ１０年余の学校歯科保健にかかわ

る状況の変化，具体的に言うと，平

成７年の学校保健法一部改正施行，

それから平成１４年の学習指導要領の

改訂施行，そして平成１２年から始

まった「健康日本２１」という国民運

動政策，それを支える平成１５年から

施行されている健康増進法。これら

はすべて同じヘルスプロモーション

の考え方，「自分の健康は自分で守

る」という流れの中で作られてきて

います。そうした変化を背景とし

て，この冊子が健康志向を明確にし

たということに大きな意義があるの
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ではないかと思います。

特に平成７年の学校保健法施行規

則の一部改正施行の時に，子どもた

ちへの見方が１８０度転換した。つま

り子どもたちを疾病の側から見ない

で，健康の側から見て，現在疾病を

持つ子どもたちはもちろん，リスク

の高い子どもたち，具体的には

CO，GOを持つ子どもたちへの指

導とか，現在問題が認められない子

どもたちの健康の保持増進を図るよ

うに変わった。私としてはこの学校

保健法の改訂による健康観の転換と

いうのが画期的な出来事でした。私

自身の学校歯科医としての考え方も

変えさせられる大きな出来事だった

と思います。

２つ目としては，この参考資料は

学校歯科医や養護教諭だけでなく，

学級担任が使いやすいように意図し

て作ってきました。やはり子どもた

ちを直接指導する機会が一番多いの

は学級担任ですから，その学級担任

の視点から使っていただけるような

内容にしたいと考えました。例え

ば，学校歯科医について言えば，学

級担任から見て，学校歯科医という

のは学校でどんな立場でどんな役割

を担っているか。そういうような配

慮をしたつもりですが，最初はどう

しても学校歯科医の視点からの記述

になってしまって，他の先生方から

訂正が入って，原稿が真っ赤になっ

てしまったということもあり，私自

身も非常に勉強になりました。

３つ目としては，学校現場の意見

が取り入れられたものにしたいと考

えて作成したことです。これはやは

り実際に学校現場に関わっている学

校歯科医とか，養護教諭の先生方が

ふだん困っていることとか，こう

あって欲しいと願っていること，そ

ういったことに配慮して，現場の意

見をできるだけ反映させた内容にす

ることで，実際に使いやすい参考資

料となるような努力をしてきたとい

うことです。

今回は，特に学校歯科医の代表と

して養護教諭と一緒に，現場の意見

が反映されるように一生懸命努力を

させていただきました。

４つ目としては，総説の中に特別

に学校歯科医という項目を入れる配

慮をしていただいたことで，感謝を

申し上げます。この部分は特に学校

歯科医の先生方には必ず目を通して

いただきたい。しかし，先ほど言い

ましたように，学級担任が理解でき

るようにという視点で書かれていま

すので，この参考資料の学校歯科医

向けの解説については，現在日学歯

の委員会のほうで検討中です。それ

ができましたら，併せて見ていただ

けると，学校歯科医の職務や期待さ

れている役割に関する理解が一層深

まるのではないかと思います。

また，健康診断を通して，子どもた

ちが自分の現在の状況を把握して，

自分の健康を自分で守るということ

を，歯・口を題材として実践でき

る，そういう機会としていただきた

い。その結果として，学校を卒業し

てからも，自己管理と定期的な専門

管理を自ら行える子どもたちが育っ

てくれたらうれしいなと思います。

戸田 ありがとうございました。

４点にわたって，参考資料の作成の

趣旨などを述べていただき，活用に

ついての期待がありました。

それでは，先生方から一通り基本

的なお話をお伺しましたけれども，

いくつかの点について，もう少し詳

しく，内容についてお話しいただき

たいと思います。

１つは，特に管理的な部分で，学

校歯科保健でのフッ化物の活用とい

うのは一体どう考えるのだというこ

とが１つ。それからCO，GOの事

後措置をどうしたらいいのか。安井

先生からお話をいただきたいと思い

ます。

もう１つ，先ほどもちょっと柘植

先生のお話にありましたように，学

校歯科医の職務というのを総説の中

に設けたのですけれども，具体的に

どんなことが学校歯科医の職務とし

て盛り込まれているのかということ

について，これは柘植先生にお願い

します。

それから教育の中に位置付けると

いうことですけれども，もうちょっ

と具体的に，木暮先生にお話しいた

だきたいと思います。それから組織

活動，特に地域学校保健委員会との

連携などについては小松崎先生に，

最後に中川先生から特別支援を要す

る子どもの指導について，お話しい

ただければありがたいなと思います。

まず安井先生からフッ化物の活用

とCO，GOの事後措置についてお

願いします。

フッ化物の活用は
教育の視点から

安井 基本的に，フッ化物に関し

ましては，これまでのように，いわ

ゆる疾病志向といいますか，病気と

対峙して見ているわけではなくて，

「より歯を健康にする」という視点

で見ているということです。もう１

つは，教育を通じて，子どもたち自

身が将来にわたって自らの健康を自
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律的に増進をしていくという視点が

必要であるということです。いわゆ

る「他律的な管理から自律的な健康

つくりへ」という流れを，きちっと

子どもたちに理解してもらうことが

必要だということです。そういう意

味で学校歯科保健の立場から言え

ば，フッ化物が自分の歯を健康に保

つために利用に値するということ

を，子ども自身が基本的に理解して

いることが大切です。それは健康に

対する認識，健康に対する理解とい

う視点で，どうしても必要だろうと

思います。わけがわからずに使用す

る，何だかわからないけれども与え

られたから行う，というのは一番よ

くないことです。やはり学校でも健

康つくりの視点から，歯・口の健康

つくりのための１つの手段という意

味でフッ化物の知識を与えていただ

きたいというのがまず第１点です。

それから，学校で学んだことは生

涯どこにいても，どのような立場で

あってもそれが利用できるという環

境が望まれます。特殊な環境でなく

て，自分自身がいつでも行動すれ

ば，その手段が得られるというよう

な方法論が望ましいという点からい

きますと，現在フッ化物含有の歯磨

剤は，大体９０％くらいのシェアがあ

りますので，日本全国どこへ行って

もフッ化物含有の歯磨剤は自分で選

択できるわけです。そういう点で，

教育を通じてのフッ化物による自分

の歯の健康増進という観点と，生涯

にわたって自分の行動で手に入れら

れるという観点から，フッ化物含有

の歯磨剤を利用することが保健指導

の内容にもなるわけです。

また管理的手法としてフッ化物の

洗口法などがありますが，それは学

校の状況において必要であると判断

された場合には，同意を得て使用さ

れればいいと思います。しかしなが

ら，管理的手法というのは一時的な

ものにすぎません。あくまでも健康

は，最終的には自分で守り育てるも

のであるという視点で，子ども自身

が利用できる方法，あるいは生涯に

わたって利用しやすい方法というの

が，学校での健康教育の方法論とし

ての優先順位を決定する要因ではな

いかと考えています。

CO，GOに関しては，これはと

ても重要だと思うのです。今は生活

習慣病が国民病と言われており，そ

の発症は小児期にあると指摘してい

るものが多くあります。しかし，小

児期に生活習慣病を理解するのは無

理があります。生活習慣の影響が結

果として出てくるのが成人期以降と

いうことですから，教育としては自

分の生活習慣がどのように将来的に

影響するのかということをもっと短

期間にかつ具体的に見せてあげる必

要があります。そういう点で，CO

とか GOというのは，これから病気

になるよという途中の経過を示して

いますので，非常に大きな意味があ

ると思います。

もともとCOや GOのある子は，

健康行動に関して多少ともリスクが

あると判断できますから，そのリス

クを自分自身で改善した場合，自分

自身の体はどう変化をするかという

ことを実体感として持ってもらうこ

とができるということです。COや

GOはリスク状態を示しています。

リスクは治療では対応できません。

指導によって子どもの健康行動を改

善するというところにリスクの解決

法はあるわけです。そうすると，ど

うしても保健指導が必須ということ

になるわけです。

リスクのある子どもが自分の体を

みる，観察をするという習慣づけが

でき，そして，それを自分で解決す

る手段を見出して実行すれば，それ

がその病気を止めることができると

いうことで，子どもにとってはとて

も大きな価値のあるものだと考えて

います。今のCOや GOに対する考

え方というよりも，もっと広く実は

国民病とまで言われている生活習慣

病の理解をCO，GOのある子どもた

ちにしてもらいたいと思っています。

戸田 それでは木暮先生，教育課

程の位置付けと学校教育に関わっ

て，いかがでしょうか。

歯・口の健康つくりは
教育課程に位置付けて

木暮 先ほど申しましたが，学校

歯科保健活動は教育の一環であり，

教育目標を達成するための１つの手

段でもあります。そのために，教育

課程に位置付けて，計画的に組織的

に取り組む必要があるのではないか

という話をいたしました。学習指導

要領の総則の３項に明確にそのこと

は書いてありまして，学校における

体育，健康に関する指導を学校歯科

保健活動と置き換えてもいいと思う

のですけれども，学校の教育活動全

体を通じて行うものです。具体的に

核となるのは体育科・保健体育科の

時間，特別活動，そして盲，聾，養

護学校の自立活動，それに新しく創

設された総合的な学習の時間で健康

に関する学習をぜひ取り上げて欲し

いということです。それらをきちっ

と学習として位置付ける，展開する
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ということがまず大事ではないかと

思います。例えば，３年生から保健

学習が行われていますけれども，本

当に時間を確保し，教材を準備して

実施されているかどうか。また，特

別活動の保健指導が適切に行われて

いるかどうか。そのへんがポイント

ではないかと思います。歯・口の健

康つくりは，教育課程に位置付け

て，確実に着実に行っていただきた

いと思います。

なお，総則にあるように，家庭や

地域社会との連携を図るということ

が非常に大きなポイントであろうと

思います。これはやはり組織活動と

して，PTAや学校保健委員会等の

組織活動と相まって，家庭での実践

ができるようにという学校からの働

きかけをする義務と責任があるので

はないかと思っているところです。

参考資料の２２ページに，具体的に

どういう場面でどんな指導と管理と

組織活動があるのか，どういう関連

になっているのかということを構造

図にして表していますので，各学校

で取り組む際に，こういう場で，こ

ういう視点でということを参考にし

ていただければと思っているところ

です。

戸田 組織活動という話も出てき

ましたので，小松崎先生，先ほどお

話いただいた組織活動について，も

う少し具体的に，参考資料の内容を

ご紹介いただけますでしょうか。

学校保健会が
組織活動の中核

小松崎 先ほども申し上げたよう

に，子どもたちの歯・口の健康つく

りを効果的に進めるためには，子ど

もたちに関わるみんなが共通認識を

もって，その理解の下に，組織的，

計画的に取り組んでいく必要があっ

て，その中心的な役割を果たすのが

学校保健委員会だと思います。学校

保健委員会を有機的に機能させてい

くためには，この資料にも書かせて

いただいたのですが，抽象的なテー

マではなく，その場にいる皆さんが

わかりやすい具体的なテーマを設定

して，みんながその話し合いに活発

に参加できるというようなことが大

事なのかなと思っております。

また，地域との連携ということを

考えた場合には，難しいかもしれな

いのですが，地域学校保健委員会を

開催するというようなことも考えら

れます。このような場には，地域の

保健所とか，保健センター，あるい

は福祉施設の職員の方々も参加して

いただいて，その地域での健康課題

がより一層明確になって，みんなで

一緒に取り組んでいける健康つくり

というのが理想的な形なのかなと思

います。

戸田 中川先生，先ほど話されま

したように，特に配慮を要する子ど

もたちへの指導については，具体的

にはどのようにこの資料に盛り込ま

れているのでしょうか。

特別支援教育では
保護者の理解が重要

中川 具体的には９８ページに書い

てあるのですが，養護学校では保護

者の方と一人一人の子どもの課題を

明確にして，共通理解を図りながら

指導していくことが重要です。知的

障害のある児童生徒の歯科保健指導

については，詳しく述べたいところ

ですが紙面の都合でポイントとなる

事項のみとなっています。例えば摂

食指導についても，学校での指導，

保護者の協力を得ての指導等，支援

の仕方もさまざまありますし，てん

かんで抗痙攣剤を服薬している児童

生徒では，歯肉増殖の副作用もある

ことから，日常の歯みがき指導は特

に念入りに行なう等の注意をはらっ

ています。特に配慮の必要な児童生

徒については，個別指導計画に入れ

ていただき，学校歯科医，担任，養

護教諭，保護者とが連携協力し教育

活動のあらゆる場面で継続的な支援

をしていきます。また，養護学校に

おいては，個別指導もさることなが

ら保護者，関係機関と連携した組織

活動による健康づくりが不可欠で

す。先ほど小松崎先生も言われたよ

うに，学校保健委員会を機能させ健

康課題を解決するといったことが大

変重要です。

本校では先日，７月２８日に本年度

第２回目の学校保健委員会を行いま

した。今回は，歯科疾患の治療に限

らず，障害のある子どもたちの受診

が難しいといった保護者の方の声を

踏まえ，テーマを「障害のある子の

健康管理と医療機関の受け入れの現

状及び課題とその解決について」と

いうことで，学校三師の先生，保健

所の保健師さん，精神科の病院の

コーディネーターをお迎えしてパネ

ルディスカッションを行いました。

その場で解決には至りませんでした

が，これを受けて学校三師の先生方

も医師会とか歯科医師会といったと

ころで，障害のある子どもの診療に

ついて，理解協力をしていただくよ

う働きかけていただく旨，管理職か

らもお願いをしました。また，今後
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ノーマライゼーションに基づく障害

の理解を全国に広げていくことが課

題であることを皆で共通理解しまし

た。本資料は養護学校でも好評で

す。

戸田 特別支援教育の中で，学校

歯科医さんとの関わりはどうなって

いるんですか。どんなふうにすれば

いいんですか。

中川 歯科健康診断の結果で所見

のあった児童生徒の多くが学校歯科

医の先生にお世話になっている状況

です。先生も非常にていねいに診て

くださっていますが，やはり，一般

の方の診療もされなければならない

という状況の中で先生からは「時間

を指定して来院してもらうとありが

たいのですが」とおっしゃられその

ようにしながら，歯科診療を受けさ

せてもらっています。自閉症のお子

さんですと，こだわりがあってなか

なか診察室へ入れないといった状況

もあります。最近，学校歯科医の先

生のご発言から，地域で障害児を診

ていただける歯科治療機関を立ち上

げる動きもしてくださっている状況

です。いずれにしても障害のある子

どもたちの治療になると歯科に限ら

ず課題となっています。以上私の学

校では，学校歯科医の先生をはじめ

学校医の先生方が障害についてよく

ご理解いただいており，協力的で助

かっています。障害児の在籍する学

校では，本当に障害を理解してくだ

さる先生方を選んでいただくことが

保健活動を円滑に推進させる上での

１つのポイントかなと思います。ま

た，学校歯科医の先生のご協力を得

るためには，日頃から，児童・生徒

の情報等をお知らせしたりして密な

連携を図っていくことが大切です。

戸田 学校歯科医というのは日本

独特の優れた制度で，学校歯科医の

先生方は非常に熱心で，しかも熱意

あふれる取組をしていただいている

わけです。しかし，学校歯科医さん

にも温度差があると聞いています。

柘植先生，そのへんはいかがでしょ

うか。

学校歯科医とかかりつけ
歯科医の連携を

柘植 確かに，我々が各学校歯科

医にきちっと情報を伝えてないとい

う点にも問題があると思います。平

成７年の学校保健法施行規則の一部

改正以前の学校歯科医には，検診の

時に１回行って，健康診断を行っ

て，病気のある子をピックアップし

て，勧告を指示する，それだけが仕

事だという認識があったのではない

かと思います。しかし，今は時代が

大きく変わってきて，疾病のある子

どもたちだけでなくて，COとか GO

といったハイリスクの子どもたちを

観察し指導することが重要です。そ

して，健康の側に引き戻す。それが

大きな仕事です。さらに，すべての

子どもたちが健康の保持増進ができ

るように教育する。そのための支援

を強化するというのが一番大切な仕

事ではないかと考えるわけです。

ですから，学校歯科医自身が積極

的に学校へ出向いて，直接子どもた

ちに授業や講話をするとか，子ども

たちの健康の保持増進のための環境

整備，つまり学校歯科医が教職員と

か保護者に対して歯科保健に関する

必要な情報を伝えるという環境整備

をするのが学校歯科医としての非常

に重要な仕事ではないかと考えま

す。それから学校歯科医とかかりつ

け歯科医の連携の強化も大切です。

戸田 そのへんが，例えば３７ペー

ジの「学校歯科医に期待される今日

的役割」という内容で，平成９年９

月の保健体育審議会答申などにも述

べられているように，教育活動に

もっと積極的に学校医，学校歯科

医，学校薬剤師の先生方は参画して

欲しいということが社会的な要請で

あり，子どもたちの健康のためにぜ

ひ必要だということで，この参考資

料の中に加えられたということにな

るのだと思います。

安井先生，最後に外傷の予防につ

いて，非常に新しい内容でもありま

すので，なぜここに入れるように

なったのかということと，学校で何

をすればいいのかということについ

て，簡単にお話しいただけますで

しょうか。

歯の外傷の防止も
重要な課題

安井 話としては大きな話の仕方

もできるし，小さい話の仕方もでき

ます。大きな視点からいくと，子ど

もに対する安全の意識づくりと言い

ますか，態度・習慣を培うことにあ

ると思います。安全も学校保健と同

じで，いわゆる安全教育，安全管理

という視点があると思います。その

融合を図っていきたいということで

す。生活安全の中で，子どもを取り

巻いている環境に対して私たちがど

ういうサポートができるかというこ

とと，子ども自身が安全というもの

をどう理解してくれるか，この２つ

が大きな視点です。基本的に安全と

いうのは自分の身を守るということ
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ですが，自分の身以外にも他人と

か，周りの人たちに対する配慮も必

要であるということです。

その中で，交通安全や災害安全と

違う部分で，スポーツによる外傷予

防があげられます。スポーツの外傷

予防は，ルールを守ることも重要で

すが，自分自身でどのような行動を

とれば自分で外傷を防ぐことができ

るかということを身をもって体験で

きます。これも教材ということにな

りますが，マウスガードという外傷

を予防する安全具を使うことによっ

て子どもたちが安全に対して，興

味・関心を持ち，安全とは何かとい

うことを考える１つのきっかけがで

きるのではないかと考えています。

すなわち，マウスガードは１つの教

材としての価値があると思います。

これが大局的な見方です。

もう１つ直接的な見方といたしま

すと，今，むし歯で歯を失う子ども

はほとんどおりません。しかし，日

本スポーツ振興センターの障害見舞

金の統計によりますと，最近は少し

ずつ減ってきてはいますが，依然と

して歯の外傷が障害見舞金の中の第

１位を占めています。歯を失うとい

うことは，生涯の健康つくり，ある

いはQOLという点にとりまして

も，大きなダメージがあります。自

主的に前歯を外傷から防ぐのだ，気

をつけろと言ってもなかなかそれは

できないことです。それであるなら

ば，マウスガードという安全具があ

りますから，それを知ってもらおう

ということも重要なことです。それ

は子どもだけではなくて，教育に携

わっている皆様や家庭の皆様にもそ

ういう情報を知っていただきたいと

いうことです。

スポーツ外傷を積極的に防護する

ということは，世界的に見れば，決

して真新しいことではありません。

日本としてもこれだけ進んだ国です

ので，学校における安全ということ

に関しても，必要な知識を持って生

涯にわたる理解をしてもらいたいと

思います。

健康つくりは，
確かな学力を育てる基盤

戸田 ありがとうございました。

これまで，作成に関わっていただい

た５人の先生方にこの参考資料につ

いて，いろいろな角度からご提言を

いただきました。この参考資料をご

覧になる方，あるいはこれから学校

での歯・口の健康つくり（学校歯科

保健活動）を推進しようという先生

方には，非常に参考になったのでは

ないかと思っています。

まとめになるかどうかわかりませ

んけれども，私のほうで少しお話を

させていただきますと，１つは，こ

の参考資料のできるちょっと前の草

稿を見ていただいたある学校歯科保

健の大先生は，この参考資料を称し

て，「学校歯科の事典だな」という

ふうな感想を述べていました。これ

はおそらくこの参考資料の別の意味

での本質を突いていると思います。

それは歯科保健の課題が，むし歯だ

けではなく，非常に多様になってき

ているという中で，学級担任や一般

の先生方はもちろん，管理職なども

含めて，歯科について知って欲しい

ということが幅広く盛り込まれてい

るということを示しています。各先

生方が自分の関心のあるところや必

要なところから活用できると思って

おります。

２つ目は，今，「確かな学力」を

身に付けることの重要性が指摘され

ていますが，「確かな学力」という

のは，よく考えてみますと，「生き

る力」というものを具現化の一面を

表現したものです。そういう「確か

な学力」を身につけるために必要な

ものは何かというと，単純にいわゆ

る計算や漢字を繰り返すということ

だけではなくて，物事をゆっくり，

じっくり考えたり，問題を解決して

いったり，あるいはお互いにその中

で協力していったりというふうな，

非常に幅の広いある意味での学力，

すそ野が広くなってこそ，初めて頂

きが高くなるのではないだろうかと

思っています。

それから，卑近な例で言います

と，むし歯が痛いとか，お腹が痛い

とか，体調が悪いという時には，勉

強に集中しろと言ってもなかなかで

きません。そういう中で，日頃から

元気で精一杯頑張れて，みんなと仲

良く楽しく遊べる，あるいは活動で

きるというような基盤ができてこ

そ，初めて勉強にも集中できる。意

欲も高まって，自分の進路のことも

考えられるということになります。

したがって，やはり「確かな学力」を

身に付けるためには，健康や体力が

基盤であるというふうに考えます。

それは中央教育審議会の一次答申

（平成８年７月）の中でも述べられ

ているところであって，健康や体力

というのは，「生きる力」そのもの

であり，そして，トータルとしての

「生きる力」を支える基盤であると

言うことを改めて確認しておきたい

と思います。

そして，健康つくりの中でも歯科
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保健というのは入口であり，中核で

もある，非常にわかりやすく，子ど

もたちの学ぶ力が身に付きやすい領

域です。安井先生の言葉を借りれば，

他律から自律へ転換するための教育

が非常にやりやすいものではないか

と思っているところです。「確かな

学力」を育てるために，ぜひ健康つ

くりを各学校で推進していただけれ

ばありがたいなと思っております。

なお，これはお知らせになるのだ

ろうと思いますけれども，２００５年と

いうのは，わが国の歯科保健にとっ

て大きな転換のあった年と言えるの

ではないかと思います。１つは，こ

れまでの『小学校／歯の保健指導の

手引』を踏まえ，幼，小，中，高，

盲，聾，養護学校，すべての学校を

網羅した形で，包括的かつ総合的に

進めていこうという参考資料が発刊

された年である。

もう１つは，学校歯科保健調査研

究事業の内容をこれまでの「歯・口

の健康つくり推進指定校（旧むし歯

予防推進指定校）」を今年度から「生

活習慣病予防等を目指した歯・口の

健康つくり調査研究事業」に改め，

対象も幼，小，中，高，盲，聾，養護学校

のいずれか１つ以上を含んで各都道

府県が希望する学校・領域というこ

とで，大転換をしました。これは，

この参考資料に盛られている内容，

それから考え方を具現化する事業で

あると言ってもいいと思います。

これらの２つのできごとが，２００５

年にスタートしたということは，こ

れからの学校での歯・口の健康つく

り（学校歯科保健活動）の推進に

とって非常に大きな意味を持つこと

になるのではないかと思います。

「２００５年は，学校歯科保健大転換の

年」と言っても過言ではないと思っ

ております。

最後になりましたが，本参考資料

の作成にご協力をいただいた安井座

長，木暮委員長を初め，１５名の協力

者の先生方並びに終始ご支援いただ

いた日本学校歯科医会に心から感謝

申し上げます。特に本日お忙しい中

をこの座談会に参加をいただいた５

人の先生方，本当にありがとうござ

いました。本資料が活用され，学校で

の歯・口の健康つくりの一層の充

実，発展が図れますよう祈念しまし

て，座談会を終了させていただきま

す。ご協力ありがとうございました。
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「歯周病の原因とその予防」のポイント

日本大学歯学部 教授 伊藤公一

「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口
の健康つくり」を考える

昭和大学歯学部 教授 向井美惠

歯周病の有病率は全体で見ると７３％と高率であ

り，低年齢層である５－９歳で２５％，１０－１４歳で５０％

にも達する。これまで学校での歯・口の健康つくり

に関しては，むし歯予防を中心として取り組んでき

てかなりの成果を挙げてきているが，むし歯予防と

比較し，歯周病予防への取組が十分とは言い難い。

「歯周病の原因とその予防」についてコンパクト

に纏めてみた。文章を平易にし，またイラストを用

いて「読んで」というより「目で見て」わかるよう

に工夫してみたが，イラストより写真の方がよりよ

い視覚材料となったと思われる。歯周病の最大の原

因は歯垢（プラーク）であるが，そのほかにも噛み

合わせやホルモン，ストレスなどの全身因子などが

複雑に絡み合って発症や進行に関与する。しかし，

最大の原因であるプラークを除去するには歯みがき

や食習慣等を含む生活習慣を改善する努力と定期的

に歯科の健康診断・治療を受けることで，口の中に

ある原因を低レベルにすることは可能である。すな

わち，個人が歯周病の特徴を理解し，その予防法を

自己学習することで，問題解決能力を養うことにな

る。このことは，歯・口の健康つくりのみならず全身

の健康増進を自己の力で実践し，健康寿命の延伸に

も関わってくるので，人生８０年の高齢社会を心身と

もに快適に過ごすための不可欠の要素となる。以上

のポイントが読者に理解され，学校現場での歯・口の

健康つくりに十分活用されることを期待している。

従来型の学校歯科健康診断では，学校歯科医が疾

病を見つける→養護教諭は一緒に予防策を考える→

計画に沿った保健指導を行い・経過を観察する，と

いった対応が多く行われてきた。児童生徒には受動

的な健康つくりであった。

歯・口の形態成長と機能発達期にある児童生徒に

おけるよりよい歯・口の育成を目指した歯・口の健

康つくりでは，児童生徒が求める情報の提供という

視点から，歯・口の形と機能がどのように結びつい

ているのか，日常生活の中でどんなことに注意した

らよいのか，またどんなことに積極的に取り組んだ

らよいのか，など生徒自身が積極的に係わることが

できる視点が保健教育・指導の場で必要と思う。例

えば「美味しく食べるには」「さわやかな息にする

には」「上手に話すには」などといった生活に密着

した歯・口の健康の取り上げ方も必要であり，理解

しやすいテーマと考えられる。今後は，歯・口の健

康が児童生徒にとって日常生活を送る上でどのよう

なことと関係するのかという，生活者の視点が求め

られ，生活背景をも考慮したきめ細かな対応が必要

で，それが『生きる力』をはぐくむものと思われる。

「生きる力」をはぐくむ学校
での歯・口の健康つくり

学校歯科保健参考資料

の作成にあたって

学校歯科保健参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」の

作成にご協力いただきました先生方の中から，５名の先生方にお言葉をお寄せいただ

きましたのでご紹介いたします。
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新たな健康課題とその活動指針

日本大学総合科学研究所 教授 赤坂守人

養護教諭としての視点から

東京都北区立田端中学校 養護教諭 中村 智子

作成協力者として携わって

埼玉県立浦和西高等学校 養護教諭 堀田美枝子

昭和５３年文部省は「小学校 歯の保健指導の手引

き」を発行し，これを契機にして学校での保健指導

を軸に学校歯科保健活動が積極的に取り組まれるこ

とになり，さらに，実践事業として全国的に「むし

歯予防推進指定校」が展開されることになった。こ

のような学校歯科保健活動を通して，児童生徒のむ

し歯の減少の成果を得ることに限らず，さらに，よ

りよい学校づくりにも大きな効果をあげることを明

らかにしてきた。また，歯の保健指導はいかに教育

と深く関わっているかを示してきた。そして，現在

では「児童生徒の歯・口の健康つくり」として，実

践活動が継続されている。

今日，社会の急速な変貌とともに，新たな子ども

達の健康課題が生じており，従来にも増して，学校

での保健教育の重要性が叫ばれ，さらに多様性ある

対応が求められている。このような時期に発刊され

た本指導資料は，学校歯科保健活動を通して，子ど

も達の今後の歯・口の健康課題と，その対応すべき

方向性を示したものである。今後の課題は，日本学

校歯科医会を中心にその加盟団体，そして地域の学

校歯科医の一人ひとりが，十分な理解のもとに如何

に実践活動を展開し蓄積していくかにあろう。

本資料は２１世紀を生きる児童・生徒の生きる力や

自己管理能力の育成を目指して，教職員や学校歯科

医が活用しやすいように工夫されています。幼稚園

から高校まで，そして盲，聾，養護学校と発達段階

や障害に応じた指導資料になっています。

養護教諭として資料作成委員会に参加させていた

だいた私なりの視点で，この資料を紹介します。

第１章「総説」では，子どもの他律から自律への

支援の在り方がわかります。

第２章「歯・口の健康つくりの理論と基礎知識」

は，基本となる医学知識や外傷の予防と手当などが

わかります。

第３章「歯・口の健康つくりの実際」と第４章

「歯・口の健康管理の実際」では，具体的な事例を参

考に自分の学校の実践につなげることができます。

第５章「組織活動」では，地域学校保健委員会の

活用など地域ぐるみの取組が参考になります。

Q & Aは，日常遭遇しがちな問題の解決に役立

ちます。

校種を問わず，各学校で，トータルに子どもを捉

えることができる本資料が，皆様の役に立ち，大い

に活用されることを願っています。

平成４年に発刊された「小学校 歯の保健指導の

手引き（改訂版）」は，小学校勤務時，大いに活用

させていただきました。

そして，すべての校種で活用できるようにと，今

回の学校歯科保健参考資料の作成委員会は，１４年度

から，スタートしました。

委員の先生方は，学校歯科保健の全国大会等で，

ご指導，ご活躍されていらっしゃる方々で，協力委

員に入れていただけて，とても光栄なことでした。

また，埼玉県内でご指導いただいた田口円裕先生や

安井利一先生ともご一緒させていただきました。

そして，これだけの内容が盛り込まれているこの

参考資料が，安価で求められるとは，学校現場に

あってはありがたいことで，感謝申し上げます。



■ 自作学校歯科健康診断ソフトについて
茨城県水戸市開業 小鹿典雄
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1. はじめに

2. 改善をしたかったこと

近年，照明や消毒の概念などの環境面は大きく改

善されてきた学校歯科検診ではあるが，記録の方法

や内容，結果の伝達，データ処理などについては旧

態依然としたままである。長年学校歯科医として健

康診断に携わり，いくつかの点が疑問として積み重

なってきたため，パソコンの導入による改善をめざ

して色々既存のソフトを探してみた。健康診断に関

連する既製品や同じような疑問を持たれた方の報告

はいくつかみられたが思い描いた内容のものが見つ

からなかったため，自分なりに使いやすいソフト作

りに取り組んだ。

基本的な形ができた２００１年から実際に使用しなが

ら改善を続け，現在まで保育園から高校の９，０００名

弱の健康診断を行ってきた。個別（人）のデータと

しては最大５年の経過でしかないが，数年後に幼稚

園から中学校，あるいは小学校から高校まで長期の

連続したデータを蓄積しデータ処理を進めた時，な

にか見えてくるのではないかと思っている。

健康診断の流れの中で統計処理の前までの基本的

な部分は自分なりにほぼ満足できる内容のソフトに

なったと思われるので，今回その概要について述べ

てみたい。

１．学校歯科医として

最初から気になっていた点は，定められた項目以

外の所見を記録しておく時間もスペースもないこと

である。健康診断時に学校歯科医として記録・注意

しておきたい事や，家庭や児童・生徒達に伝えてお

きたい事が多く出てくる。例えば（０ １ ２）の数

字に現れない咬合変化の徴候や臼歯部のプラークの

付着，口腔内所見から推測できる糖分摂取の問題，

小臼歯中央結節の存在への注意，低学年児での永久

歯の存在の認識……，など挙げていけば数多くのも

のがある。それらの所見の大部分は診て気がついて

も，簡単に口頭で伝えることができるもの以外は切

り捨てざるを得ないのが現状である。

また，顎関節や歯列の評価でも，評価の根拠と

なった所見を記録することができず，それらの所見

を含めて環境的（プライバシーの保護など）や時間

的な問題で歯科医のコメントを直接言葉で伝えるこ

とにも制限がある。

「学校歯科検診はスクリーニングなのだから問題

の存在を見つけて受診を促せばそれでよい」という

ことであればこのままで良いだろうが，自分として

は診たものは記録し，必要なものは伝えたいと思っ

ている。歯科医としては「しっかり精査する」とい

う意識だけでも持って健康診断を行う必要があり，

できる範囲で良いから「しっかり診た」ことを伝え

ることが大切なことだと思っている。しかし，その

ために手書きで記録するなどの多くの手間と時間を

かけることはできない。

さらに大きな問題点は，現在の健康診断結果のお

知らせでは，詳しい所見を記入する事は，必要とな

る労力と時間の問題で難しく，児童・生徒は学校と

家庭あるいは歯科医院との間の「お知らせ運搬役」

でしかない，ということである。児童・生徒は学校

から家庭にお知らせを運び，親に連れられて歯科医

院へ行き治療を受ける。歯科医院から親へお知らせ

への返事が渡され児童・生徒はそれを学校へ運ぶ，

自作学校歯科
健康診断ソフトについて

茨城県水戸市開業 小鹿典雄
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3. ソフトの概要

というのが健康診断後の流れであり，その中に児

童・生徒の自主性が入り込む余地はない。

健康診断を行っても児童・生徒達には「治療をさ
�

れ
�

た
�

」以外に何も伝えることも残すこともできず，

その結果自分の口腔に関心を持つきっかけとするこ

とができない。その点を改善するために，最も効果

的と思われる口腔内写真撮影の導入などの工夫がさ

れているが，デジカメの普及によって直接の経費負

担は改善された現在でも，口角鉤やミラーの消毒を

考えた時，まだまだ導入することが難しいのが現状

と思われる。

また，最終的な事後処理である集計は，手書きの

記録から一つ一つ手作業で拾い出すため，手間と時

間がかかりミスが入り込む余地がある上に，統計処

理がなされるまでに多くの時間を要している。恥ず

かしいことだが，健康診断から時間が経過した後の

学校保健委員会で，養護教諭によって提示されるま

でその結果を見ることも自分なりに分析することも

なかった。

技術的なこととしては，記録内容のチェックが必

要な時にすぐにでき，訂正も簡単にできるようにし

たい。誰にでも簡単に記録・確認・訂正ができるよ

うにできないか，と多くの改善したいことが学校歯

科医としての自分の中に積み重なってきた。

２．かかりつけ歯科医として

現在の書式では「治療の必要なむし歯がありま

す」と書いてあるだけで，せいぜい「何本」と追記

されている「お知らせ」を持って児童・生徒達が来

院する。児童・生徒達に聞いても，当然具体的なこ

とは何も分かっておらず，ただ親に連れられて来た

という状況である。

「具体的に書くと学校歯科医とかかりつけ歯科医

との診断に違いが出た時に困る」ので具体的には表

記しないということになっているようだが，むし歯

の本数など自分の所見が「お知らせ」と違う時には

自分が見落としているのではないかと不安になって

しまったり，保護者に対する説明が曖昧になってし

まうことがある。

かかりつけ医としては勿論全体を精査する必要が

あるが，学校歯科医が問題ありと判断した部位を精

査するということも大切なことであり，この二重

チェックが健康診断の価値を高めることになるので

はないだろうか。

当然かかりつけ医は，学校歯科検診の流れを十分

に理解し，所見の違いに対する適切な説明や対応を

することが重要になってくるのだが，学校歯科医側

にはこの部分に不安があるのが現状と思われる。し

かし，この問題はパソコンでは解決できない。

１．基本構成

本ソフトはデータベースソフトのファイルメー

カー Pro を用いて作製した。基本的に「健康診断

用ファイル」と「名簿用ファイル」の二つで構成さ

れており，Mac でもWin でも同様に使用すること

ができる。

二つのファイルで構成したのは個人情報を保護す

るためであり，二つのファイルが同じ場所にあれば

個人名を含んだ個人データ，「名簿ファイル」を別

の場所に置くか削除をすれば個人名を含まない個別

データとなるようにしてある。健康診断時に入力す

るコード（後述）によって年度や学年を管理してい

るため，「健康診断ファイル」だけを集めることに

よって個人情報を含まない個別情報としてデータの

集積，分析が可能である。

学校などでデータを管理する時には二つのファイ

ルを別の場所に保管し，学外に資料を提供する時は

「健康診断ファイル」あるいは集計データのみを提

供することによって個人情報の安全が確保できる。

なお，歯科医の所見などで長文のコメントを表記

したい時はコメント用のファイルを別に設定し，前

年のデータを表示するために前年の「健康診断ファ

イル」も一緒の場所に入れておく（図１）。

２．このソフトでできること

健康診断データ入力とともに図１の囲み部分の項

目はソフト内にほぼ同時に作製されているので必要

項目を選択して印刷するか画面での閲覧を行う。
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健康診断の基本的な流れとして，データ入力後に

行うことは，お知らせの印刷・配布，と報告用の

データを設定しておいた書式で印刷・報告すること

のみであり，従来に比べて多くの時間と労力の削減

ができる。また，後述するように，お知らせの工夫

によってより多くのことを伝えて児童・生徒の自主

的な関わりを促すこともできる。

３．データ入力

「入力画面」（図２）は全体が分かりやすいように

一画面とし，その中に必要な全ての記録項目を表示

するようにした。入力は歯科医の

読み上げに従ってマウス，あるい

はペンで選択して行っていくた

め，誰にでも容易に行うことがで

きる。前年度のデータがある場合

にはそのデータをあらかじめ今年

度の入力歯式上に入力データとし

て表示し，入力の省力化，前年との

比較などを行えるようにしている。

「その他の疾患」や「歯科医の

所見」は，歯科医が自分で入力し

ていくことによって，声に出すこ

となく，プライバシーを守りなが

ら記録や当人への伝達ができる

（勿論その場で直接伝えた方が良

いこともある）。

これらはその場で入力すること

もできるが，現在はよくあるコメントをあらかじめ

設定しておき選択するようにしている。この設定は

どのような形式，長さの文章でも工夫次第で対応可

能である。

なお，健康診断所見の中に「CO」が存在した時

には「CO」，歯肉の状態が「１」の時には「GO」，

「２」の時には「G」を画面上に表示し，お知らせ

にはそれぞれに対応した記号や文章を表記するよう

に設定した。

４．健康診断結果の出力

「健康診断票」（図３）は，必要な項目を全て自

動的に計算して表記するようにし，規定のものと同

サイズでタックシールに印刷して貼付するようにし

た。現在は保育園用，幼稚園用，小学校以上用の３

種類を用意している。その他の疾患や歯科医の所見

などはスペースの関係で「有」「無」と表記し，詳

細はパソコンの画面で閲覧することにした。また，

乳歯に「×」がある時には「要注意乳歯」，「CO」

「GO」がある時には「要観察」，「C」「G」がある

時には「要受診」をそれぞれの欄に表記し，その状

態に従って右端の欄に「受診勧告」と「受診済み」

の日付記入が表記される。

図１

図２
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「お知らせ」（図４）は従来の形式をベースとし

てより具体的に内容を表記できるようにした。歯科

医の所見は選択した項目を文章で表記するように

し，「学校への返事」の欄には，例えば「このまま

様子を見ます」という判断が誰によってなされたの

かを明確にするために歯科医の記入欄を追加した。

同じ「このまま様子を見ます」でも保護者の判断と

歯科医の判断では全く意味が違ってくる。

さらに，児童・生徒達に各自の口腔内の状態を伝

え，関心を持ってもらうために「図でのお知らせ」

（図５）を渡せるようにし，「お知らせ運搬役」だ

けであることの解消を図った。これは，各学年に

合った歯式を図で示しその中に健康診断結果を表記

したもので，幼稚園年長組以上では鏡での自己観察

を前提に左右反転した鏡像を，幼稚園年中組以下で

は保護者が見やすいように正面像を，それぞれ印刷

したものである。なお，小学校低学年では永久歯の

現在萌出部位と永久歯であることを明示して注意を

喚起するようにした。また，同じ図の用紙を事前に

配布して自己観察像を記入してもらい，健康診断結

果との比較もできるようにした。

この図は，現在は決まった歯列の図の中に歯牙の

有無，乳歯と永久歯の区別，CO/C/×を記号で表

現しているが，その子の口腔内に沿った図で表現で

きればなお分かりやすくなるのではないかと考えて

いる。なお，処置歯の存在については色々な面から

検討し，不必要と判断して表示しないこととした。

二種類の「お知らせ」は健康診断入力と同時にソ

フト内にできているので，即日印刷・配布も可能で

ある。児童・生徒達の関心が高いうちに健康診断後

なるべく早く配布することがより効果的だと思って

いる。

その他には，「基本画面」（図６）として，個人の

その年度の健康診断結果を全て一覧表示する画面を

設け，事後措置や返事の結果なども入力できるよう

にした。また，入力画面で体重と身長を入力すると

図３

●●●●

平成１５年度歯科健康診断結果のお知らせ

図４
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図５

図７ 個人の経年変化
（乳歯と永久歯で表示色を変えてある）図６ 基本画面（個人の全データ表示）
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4. 必要機器 5. 使用法

自動的に肥満の判定結果（BMI 指数，ローレル指

数での判定）が表示されるようにし，肥満と口腔内

所見の関連を調べられるようにした。

５．集 計

集計処理や統計処理はパソコンの最も得意とする

ところで，様々な集計・統計項目とそれに必要な計

算式をあらかじめ設定しておけば，入力とほぼ同時

に処理が行われ，個人の経年変化（図７）も，様々

な切り口での統計処理結果（図８）も簡単に表示で

きる。ファイルに学校別コードを設定しておけば，

学校別あるいは地域別の集計も可能となる。

なお，新しい処理項目が必要になった場合でも後

から設定して処理を行うことも当然可能である。

６．検 索

ファイルメーカー Pro が元々持っている能力に

より，入力されている全てのデータに関して様々な

形での検索が可能である。従って本ソフトでも実質

的に考えられるあらゆる検索が可能であるといえる。

最小限パソコン一式とプリンタがあれば使用可能

であるが，データバックアップのための記憶媒体を

用意した方がよい。データはせいぜい数メガバイト

なので現在はフラッシュメモリーでバックアップを

とり，後でHDDや CDに保存するようにしている。

健康診断データ入力から印刷までは大きな負荷が

かからないためパソコンの性能は高くなくても十分

である。ちなみに私は２０００年の PBG３を使用して

いるが統計処理以外はストレスなく使用できている

（ただし，Ver.７になってからは最新のOSが必須

となった）。

より便利に使用するには，歯科医と記録者が同じ

画面を別のモニターで見て入力・確認できるよう

に，外部モニターともう一つのマウスがあるとよ

い。またマウスに不慣れな記録者にはペン入力がで

きる液晶タブレットが便利である。経験では，この

液晶タブレットを使用することによって最も簡便，

確実，スピーディーに入力ができる。

現在，通常使用している機器はノートパソコン，

液晶タブレット，テンキー，マウス，USBフラッ

シュメモリーで（図９），歯科医はノートパソコン

の画面で，記録者は液晶タブレットの画面で入力・

確認を行っている。なお，少人数の時にはノートパ

ソコン，テンキー，マウス２個のみで健康診断を

行っている。

１．名簿作製

まず各個人に５桁の個人コードを割り振る。前二

桁は学年を計算するための数字，後ろ三桁は個人固

有のものである。このコード番号の設定基準を統一

しておけば健康診断を行う学校や健康診断時期が異

図８ 平成１４年度各学年別の集計例
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なっても全てのデータの集計・分析が可能になる。

学校ではエクセルで名簿を管理しているところが

多く，ファイルメーカーには連番入力機能がないた

め，エクセル上で連番を割り振り，本ソフトに設定

してある「名簿ファイル」に読み込む。この際「ふ

りがな」もデータとして読み込んでおくとデータの

並べ替えの時などに便利である。

名簿に用いるデータは，学年，クラス，氏名，ふ

りがな，の必要な４項目のみに絞れば学校側も個人

情報の提供がしやすいようである。

なお，健康診断時には最初にこのファイルで「年

度」の設定を行う。

２．健康診断入力（図１０）

新規入力画面を開くと自動的に個人コードが入力

可能な状態になるため，あらかじめ設定しておいた

個人コードを入力する。クラス名をクリック選択す

ると，名前と学年が表示されるので，それらを確認

した後，必要ならば出席番号を入力して歯式入力を

開始する（①）。入力は全て表示されているものの

中から選択していく。この際，前年度のデータがあ

る場合にはそのデータが表示されているので入力は

それを訂正していく。この際，前年度と大きな違い

があった時はその場で確認することができる（②）。

その後，「歯列・咬合の状態」から「歯肉の状態」

までを歯科医の読み上げに従って記録者が入力する

（③）。次にその根拠となった所見を歯科医が入力

し（④），さらにその数字には現れなかったが注意

を要する所見や歯科医が伝えたいコメントなどを歯

科医が入力して（⑤），一人の基本的な健康診断が

終了する。

肥満度のチェックを行いたい時には⑥で体重・身

長を入力し，フッ素の応用を行っている場合にはそ

の方法を⑦に入力してデータの分析に用いる。

３．印 刷

入力を終了すると必要事項が入ったお知らせや健

康診断票がソフト上でできているので，学年，クラ

ス，アイウエオ順（あるいは出席番号順）に並べか

えて印刷し，確認，配布，で一連の基本的な健康診

断作業は終了する。

４．データ処理

入力されたデータはデジタルデータとして保存さ

れているため，必要な時に必要な内容の処理を行う

事によってデータの活用を行うことができる。前述

したように，「健康診断ファイル」に学校識別コー

ドを入れておけば学校別，地域別も含めたあらゆる

角度での集積・分析が可能である。

現在，いくつかの集計，統計処理についてはあらか

じめ計算式を設定しているが，どういう切り口で集

計して分析していくかはこれからの検討課題である。

健康診断データは，それぞれの学校別に各年度別

と各年度を統合したファイルの二つで保存するよう

にしている。

名簿ファイルは容量的には小さいので，初年度か

図１０図９
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6. まとめ

7. おわりに

ら累積したデータを保存し，必要な時にはいつでも

個人データを参照できるようにしている。

もし公的機関が個人情報を含んだデータを集める

ことができるならば，幼稚園から高校まで個人の経

過を付き合わせて一覧表示し，名簿ファイルを削除

した個別情報として公開・供覧することも可能である。

健康診断データの入力からお知らせまでは，自分

なりにほぼ満足できる状態にすることができたと

思っている。

ファイルメーカーは非常に自由度の高いソフトの

ため，「健康診断票」や「お知らせ」など各地域で書

式や形式，大きさなどの違いがあったとしても容易

に対応できる。また，規定されている健康診断項目

以外はそれぞれの地域や学校歯科医の要望に応じて

内容を変えることも可能であり，このソフトをベー

スにした学校歯科検診以外での応用も容易である。

最小限，「個人コード」の設定基準と「基本入力

項目」のフォーマット（あるいは集計したい項目の

フォーマット）を一定にしておけば，個人情報を保

護した全データの統合・分析が可能である。

最終的にはできるだけ多くのデータの集積・分析

をめざしているため，このソフトの使用を希望して

頂いた時には，学校名，校園長名を設定してお渡し

し，代わりに名簿を除いた「健康診断ファイル」（健

康診断の個別データ）の提供をお願いするようにし

ている。

私は，学校歯科健康診断が単なる「治療勧告」のみ

に終わることなく，生徒達にもっと多くのものを伝

えることができる場であるよう，そして健康診断の

結果をもっと我々歯科医師が有効に使うことができ

るよう工夫をすべきだと思っている。その手段の一

つとして本ソフトを作製し本稿でその概要を述べた。

一人でも多くの方に使って頂きたいと思い，それ

ぞれに個別設定をして配布をしてきた。

何人かの先生に使ってみては頂いたが，最大の抵

抗勢力が学校という組織，そして最も歓迎してくれ

るかと思った養護教諭であったため，自分が担当し

ている保育所，幼稚園，小・中・高等学校以外では

殆ど継続使用できていないのが現状である。

様々な考えを持つ学校歯科医，既存のものを変え

ることに抵抗を示す組織や養護教諭，健康診断票な

どの書式に細かく指示をし，手書きにこだわって

タックシールの貼付に難色を示す上部組織……など

高いハードルは幾つもある。

またデータの信頼性という問題も存在し，そこに

は健康診断基準の同一化という，より高いハードル

が存在する。しかしこれもパソコンでは解決できない。

学校歯科健康診断はスクリーニングであるという

理由で，「受診の勧め」の振り分けをするためのも

のであり詳細はかかりつけで診てもらうように，と

いう健康診断に対する後ろ向きの考え方が一般的に

なっていると思われる。学校歯科健康診断がそれだ

けのものであるならば，口腔内写真の鮮明度が向上

している現在，学校側に児童・生徒の口腔内写真（正

面，上下咬合面）を撮影してもらい，学校歯科医が

それを閲覧して振り分けることで十分事足りると思

われる。記録を残すことができる上，学校，歯科医

師どちらにとっても自由な時間に健康診断の目的を

達することができることになる。

今ある環境の中でできる範囲で精査し，学校歯科

健康診断とその結果をもう少し前向きに捉えていく

必要があるのではないかと思っている。
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1. 緒 言

2. 対象及び調査方法

3. 結 果

現在，我々学校保健委員会は，行政との連携を密

にしながら，市内の学校保健の推進・発展に努力し

ているところであります。

近年，子供たちを取り巻く社会環境や生活様式の

変化により，う蝕罹患状況につきましては，年々確

実に減っている一方，歯垢・歯肉の状況に関しまし

ては，ここ数年，横ばいかむしろ悪化している傾向

にあることが，学校現場をあずかっている学校歯科

医の実感としましても，また相模原市教育委員会の

学校保健課から毎年発表されている，学校保健統計

の客観的データからも，裏付けられています。

我々委員会としましては，これらの現状を直視

し，数年前から各方面の関係機関と懇談をもち，歯

肉炎対策を最重要課題として，その方策について討

論してまいりました。

その対策の中の１つとして，今年度は診断票（健

康診断時の記録用紙）の書式の一部改定が行われ，

学校内での保健指導や健康相談を行いやすいよう

に，GOや Gの記入の徹底を指導致しました。

また，相模原市内全５５小学校を対象に毎年行われ

ている，歯科衛生士による学校歯科巡回指導の内容

を，これも今年度から一部変更し，歯肉炎予防を指

導内容の中に取り入れました。

さらに我々は，子供たちの口腔内の現状を客観的

に細かく把握することで，その中に，これからの歯

肉炎対策を推し進めるにあたっての重要なヒントが

隠されているものと考えました。

そこで，平成７年度の改定時から行われるように

なった，歯垢・歯肉の健康診断項目についての市の

データを，なるべく詳細に分析して，それに考察を加

えることにより，今後の相模原市の学校保健の進む

べき方向性を模索する上での，参考資料となるので

はと考え，今回ここに，ご報告させていただきます。

対 象 者：相模原市立小中学校において，春の歯科

健康診断を受けた全児童・生徒。

調査方法：相模原市教育委員会の学校保健課から，

毎年発表されている，学校保健統計の中

の歯垢・歯肉の項目のデータを基礎資料

としました（平成７年度から１５年度まで）。

今回の調査は，子供たちの歯肉炎の状況を詳細に

調べることが，主な目的ですが，それと平行して，

相模原市立小中学校における
学校歯科健康診断の成績
―過去９年間の歯垢の付着状況および歯肉炎の罹患状況について―

相模原歯科医師会学校保健委員会

学 術 論 文

八木 忠幸 加藤 茂之 笹川 円 小沼 博 吉田 幸弘
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歯垢の付着状況も歯肉炎と密接な関係があることか

ら，歯垢・歯肉の両者を同じように分析致しました。

その内容は，歯垢・歯肉各々について，大きく分

けて以下の二つの見地から検討致しました。

① 平成７年度から１５年度までの９年間の年度別

の推移

② 小学校１年生から中学校３年生までの９学年

の学年別の推移

また，年度別の推移に関しては，男女別と小中学

生別，そして小・中の各々男女別についても調べま

した。

一方，学年別の推移に関しては，平成１２年度から

平成１５年度までの４年間について，各々調べました。

① 年度別の結果
� 年度別の歯垢・歯肉の状況

これは，小１から中３までの全体の平均値の年度

別推移を示した，かなり概略的な表及び図です（表

１，図１）。

これを見ますと，歯垢・歯肉ともに平成１１年度ま

では，順調に減少・改善されてまいりましたが，１１

年度を分岐点に，以後年々徐々に，悪化してきてい

ることが分かりました。

なお，表及び図の中の出現率の意味は，歯垢・歯

肉の各項目の検査基準１と２の合計出現率を示して

います。

歯垢付着の出現率と歯肉炎の出現率の年度別推移

をみると，両者はほぼ同じような傾向を示してい

て，歯垢の方が歯肉より，毎年６～７％高くなって

います。

ここ数年をみますと，歯垢は１０％台後半，歯肉は

１０％台前半で推移していることが分かりました。

� 年度別の歯垢付着状況（男女別）

これも，小１から中３までの全体の平均値を，や

はり年度別にプロットしたものですが，歯垢につい

てのみ着目し，それを男女別で比較しました（表

２，図２）。

その結果どの年度も，男子の方が女子に比べて２

～３％程度，出現率が高くなっていました。また男

女ともに，やはり平成１１年度を分岐点にして，悪化

傾向を示していました。

図１ 過去９年間の歯垢の付着及び歯肉炎の状況
（小１から中３までの年度別平均値）

表１ 過去９年間の歯垢の付着及び歯肉炎の状況
（小１から中３までの年度別平均値）

表２ 過去９年間の歯垢の付着状況〔男女別〕
（年度別平均値） 図２ 過去９年間の歯垢の付着状況〔男女別〕

（年度別平均値）
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� 年度別の歯肉炎の罹患状況（男女別）

これも，小１から中３までの全体の平均値を，年

度別にプロットしたものですが，ここでは，歯肉に

ついてのみ着目し，それを男女別で比較しました

（表３，図３）。

ここでも各年度を通じて，男子のほうが女子に比

べて，１～２％程度，出現率が高くなっていて，そ

の推移の状況も歯垢と同じ傾向を示していました。

ところで，う蝕に関しては，今回のテーマからは

ずれているため除外してありますが，同じ学校保健

統計の中のう蝕罹患状況について調べてみますと，

過去２４年間を通して，必ず女子のほうが男子に比べ

て，罹患率が高いということが分かっており，この

性差に関しては，歯垢・歯肉の状況と逆の結果とな

りました。

� 年度別の歯垢付着状況（小・中学生別）

次に，歯垢について，小学生と中学生で，各々の

平均値を比べ，その年度別の推移をみてみました（表

４，図４）。

その結果，どの年度も中学生の平均値のほうが，

小学生に比べて３～１０％程度高くなっていました。

また，その推移の状況は小学生が横ばいである一

方，中学生は年々悪化傾向を示していました。

� 年度別の歯肉炎の罹患状況（小・中学生別）

歯肉について，小学生と中学生で比べてみると（表

５，図５），どの年度も中学生の平均値のほうが，

小学生に比べて７～１２％程度高くなっていて，その

差は，歯垢と比べて大きくなっていました。

また，年度を追っての推移状況は，小学生の平均

値が横ばいであるのに対し，中学生は歯垢と同様に

やや上昇傾向を示していました。

� 年度別の歯垢付着状況（小・中かつ男女別）

年度別に関しては，�から�までの分析に加え，

図３ 過去９年間の歯肉炎の罹患状況〔男女別〕
（年度別平均値）

表３ 過去９年間の歯肉炎の罹患状況〔男女別〕
（年度別平均値）

図４ 過去９年間の歯垢の付着状況〔小・中学生別〕
（年度別平均値）

表４ 過去９年間の歯垢の付着状況〔小・中学生別〕
（年度別平均値）
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さらに詳細に検討致しました。具体的には，小・中

学生各々を男女別に分けて，グラフを作成しました

（表６，図６）。

その結果，小学生での男女差は僅か１～２％であ

るのに対し，中学生の男女差は５～６％で，男子の

方が女子に比べて高くなる傾向は，中学生で顕著に

なっています。

また，年度を追っての平均値の推移の状況では，

男女間に差が認められませんでしたが，小学生の横

ばいに対し，中学生は男女とも，ここ数年は悪化傾

向を示しています。

� 年度別の歯肉炎の罹患状況（小・中かつ男女別）

歯肉については（表７，図７），小学生での男女

差が認められなかったこと以外では，歯垢について

の所見と同様の傾向を示していました。

以上，年度別からみた歯垢・歯肉の状況の結果に

ついて，述べさせていただきました。

次に学年別にみた，歯垢と歯肉の状況について，

説明していきたいと思います。

表５ 過去９年間の歯肉炎の罹患状況〔小・中学生別〕
（年度別平均値）

図５ 過去９年間の歯肉炎の罹患状況〔小・中学生別〕
（年度別平均値）

表６ 過去９年間の歯垢の付着状況〔小・中かつ男女別〕

図６ 過去９年間の歯垢の付着状況〔小・中かつ男女別〕

表７ 過去９年間の歯肉炎の罹患状況〔小・中かつ男女別〕

図７ 過去９年間の歯肉炎の罹患状況〔小・中かつ男女別〕
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② 学年別の結果

� 学年別の歯垢・歯肉の状況（平成１２年度）

これは，平成１２年度の時点における，小１から中

３までの各学年の平均値を，表と図にして表したも

ので（表８，図８），学年が上がるにつれて，値が

上昇していることが分かります。

ただ歯垢に関しては，小学３年生の１学年だけは

値が下がっていました。

� 学年別の歯垢・歯肉の状況（平成１３年度）

平成１３年度に関しても（表９，図９），学年が上

がるにつれて，上昇傾向であるのは変わりません

が，特に歯垢については，小４，小６，中３の３学

年で値がやや低下していました。

� 学年別の歯垢・歯肉の状況（平成１４年度）

平成１４年度では（表１０，図１０），小５，小６の歯

垢がやや下がっている以外は，ほぼ右肩上がりに

なっていました。

� 学年別の歯垢・歯肉の状況（平成１５年度）

平成１５年度では（表１１，図１１），小６の歯垢がや

や下がっている以外は，ほぼ他の年度と同様の傾向

を示していました。

図８ 平成１２年度 学年別 歯垢・歯肉の状況表８ 平成１２年度 学年別 歯垢・歯肉の状況

図９ 平成１３年度 学年別 歯垢・歯肉の状況表９ 平成１３年度 学年別 歯垢・歯肉の状況

表１０ 平成１４年度 学年別 歯垢・歯肉の状況 図１０ 平成１４年度 学年別 歯垢・歯肉の状況
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4. 考 察

� 学年別の歯垢付着状況（平成１２年～１５年度）

次に，歯垢についてのみ着目し，各年度で比較し

てみました（図１２）。その結果，かなり概略的にみ

て，学年が上がるにつれて悪化していることは確か

ですが，逆に下がっている学年も一部に見られ，全

体としてデータのバラツキが大きいことが分かりま

した。

しかし少なくとも今回調査した４年間に関しては，

小１から小２にかけてと，小６から中１にかけて，ど

の年度も必ず値が悪化していることが分かりました。

特に，平成１５年度の中１と中２は最高値を示しま

した。

� 学年別の歯肉炎の罹患状況（平成１２年～１５年度）

最後に，歯肉だけについて，各年度で比較してみ

ると（図１３），歯垢に比べて，データのバラツキが

少ないことが分かりました。

学年が上がるにつれて，歯肉炎の罹患者も増加す

る傾向は明確であり，特に小６から中１に進む時，

顕著にジャンプアップしていることが，グラフの上

で確認されました。また，年度に関してみても，年

度が進むにつれて，歯肉炎が悪化している傾向が認

められました。

まず，年度別推移の結果により，異常出現率の上

で，歯垢付着の方が，歯肉炎よりも常に数パーセン

ト高値を示しているということは，ある程度の量の

歯垢が堆積した時点で初めて歯肉炎が発症している

と考えられます。

また，男女別にみると，男子の方が女子に比べ

て，歯垢・歯肉ともやや高値を示しているという結

果は，ただ単に，男子の方が女子に比べて，ブラッ

シングを熱心にしていないからというだけの理由な

のか，あるいは，歯垢が堆積しやすい生活習慣が背

景にあるのかは不明です。

以上の男女差の結果から，歯垢の堆積が男子に比

べて，比較的少ない女子の方が，う蝕に関しては高

値を示しているということ，全体的に見て，男女と

表１１ 平成１５年度 学年別 歯垢・歯肉の状況 図１１ 平成１５年度 学年別 歯垢・歯肉の状況

図１２ 過去４年間の学年別・歯垢付着状況 図１３ 過去４年間の学年別・歯肉炎の罹患状況

特
集
２
�
学
術
論
文

相
模
原
市
立
小
中
学
校
に
お
け
る
学
校
歯
科
健
康
診
断
の
成
績

37日本学校歯科医会会誌 94号 2005年10月



5. まとめ

もに，歯垢の状況がやや悪化しているにもかかわら

ず，う蝕は年々確実に減少してきているという，２

つの事実から，歯垢の堆積とう蝕罹患との関係は，

必ずしも正の相関関係になっていないという結果に

なりました。

このことは，近年のう蝕の減少傾向というもの

は，口腔衛生状態がただ単に改善されたからとは言

い難く，フッ素入り歯みがき剤の普及や，砂糖に代

わりキシリトールなどの甘味料の普及が，主な原因

になるのではないかということを，示唆していると

も考えられます。

次に，小学生と中学生を対比したデータからみる

と，歯垢については３～１０％，歯肉については７～

１２％程度，中学生の方が明らかに高値を示している

という事実と，年度を追っての状況で，小学生の横

ばいに対し，中学生は悪化傾向を示しているという

事実から，中学生に対する歯肉炎予防の対策が急務

であると思われます。

小・中学生を，さらに各々男女別に分けてみた結

果から，小学生での男女は，ほとんど差がなかった

ことに対して，中学生では，明らかに男子の方が高

値を示した事実から，特に中学生の男子に対しての

歯肉炎対策が重要であると考えられます。

以上，年度別推移を基準に，種々の角度から考察

を加えた訳ですが，次に，学年別推移を基準に，以

下考察していきたいと思います。

まず単年度ごとにグラフにした結果，どの年度で

も大筋では，学年が上がるにつれて異常出現率の値

も上昇していることは，常識的に考えても納得でき

る当然の結果であると思われます。

ただ，平成１２年度の小学３年生の学年の歯垢につ

いてだけは，平成１３年度の小４，平成１４年度の小

５，平成１５年度の小６と，必ず値が下がっていたこ

とは，たまたまこの学年だけ特徴的に，歯垢付着が

他の学年よりも少ない児童が集まったものと考えら

れるかもしれません。

平成１２年度から平成１５年度までの４年間のデータ

を同じグラフの上に重ね合わせてみると，歯垢の場

合は全体的にデータのバラツキが大きく，その一

方，歯肉についてはバラツキが少ないことがわかり

ました。この結果は，歯垢付着の状況を学校健康診

断の現場で評価する際の，基準の統一化の困難さを

物語っているのではないかと思われます。すなわ

ち，赤染めなしでの歯垢検出方法に，もともと無理

があるとも考えられます。

その反面，歯肉炎に関しては，明らかに発赤・腫

脹している歯肉を視診で検出することは，日常臨床

現場に携わっている歯科医師なら容易であると思わ

れます。

よって，このデータのバラツキの少ない歯肉炎の

罹患状況に関しては，実際の子供たちの歯肉の実態

をほぼ正確に反映していると考えます。

以上のことにより，学年が上がるにつれて，歯肉

炎の罹患者が増加していることは明白であり，特に

小６から中１に進む時点での顕著な悪化について

は，早急に対策を講じるべきであると考えられま

す。具体的には，悪化する１，２年前の小学校高学

年（小５，小６）に対しての歯肉炎予防対策の実行

が最も重要と思われます。

以上，歯垢付着者と歯肉炎罹患者の出現率を，年

度別と学年別に分けて，その推移の状況を分析する

ことにより，以下のような結論が得られました。

① 歯垢が付着している者が，歯肉炎罹患者よ

りも，その出現率において，常に高い値を示

した。

② 歯垢付着と歯肉炎の両項目とも，その出現

率において，特に中学生で，男子の方が女子

に比べて常に高かった。

③ 歯垢付着と歯肉炎の両項目とも，その出現

率において，特に中学生で，平成１１年度を分

岐点に明らかに悪化してきている。

④ 学年が上がるにつれて，歯垢・歯肉の両項

目とも徐々に悪化し，特に小６から中１にか

けてが顕著であった。よって，その直前の時

期である小学校高学年に，歯肉炎予防の方策

を講じることが重要であると思われる。
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1. はじめに

2. 歯の萌出

歯の萌出異常は成長発達期にある小児では，いか

なる時期においても見られる現象である。誕生と同

時に認められる出生歯（natal teeth）ならびに出生

後１週間以内に萌出を認める新生歯（neonatal

teeth）から成人期近くに認められる第３大臼歯の

萌出異常までがあり，学校歯科医としては歯の萌出

異常に注意を払わなければならない。萌出異常が認

められた時には適切な対応を要する。異所萌出に

よっては，健康な永久歯の歯根を吸収し，保存不可

能となること，歯列周長の減少を惹起して叢生とな

ることなどが頻繁に見受けられる。

しかし，学校歯科健康診断において歯の萌出の異

常にも注視した検診を行えば，歯列不正ならびに咬

合異常を起こさずに，あるいは最低限に抑えること

ができたと思われる症例に多く遭遇する。早期の萌

出異常の発見は学校歯科医のみでなく，地域のかか

りつけ歯科医院における定期健康診査からも見出す

目を養って欲しい。

乳歯の萌出はだいたい生後６か月から２年半の間

に行われる。すなわち，下顎乳中切歯にはじまり，

上顎第２乳臼歯の萌出で終わる。永久歯は第１大臼

歯が６歳前後に乳歯列後方に萌出しはじめ，漸次歯

の交換が進み１１～１３歳ごろに第２大臼歯が萌出して

くる。

歯冠の外形が完成して，歯根の形成が開始される

と，歯胚の上をおおっている歯槽骨縁が吸収を起こ

して消失する。さらに退化エナメル質と口腔上皮の

間にある結合組織がしだいに消失する。歯冠頂が歯

肉に近づくと，歯肉はその形に膨隆し，圧迫され

る。最初はやや発赤し，ついで，血管が圧縮され，

貧血状態になる。さらに歯の萌出に従い，固有層の

細胞は吸収破壊される。最終的に歯冠表面の退化エ

ナメル上皮と口腔粘膜の上皮が融合し，歯は退化エ

ナメル質をその部に残して，先端から萌出をはじ

め，歯冠を歯肉の上に現し，咬合線に達して一応停

止する。

一般に萌出は歯が口腔内に出現すること，すなわ

ち歯肉から歯の現れることを意味する。それ以前に

も歯は口腔内に向かって移動し，顎骨内で動いてい

る（骨内萌出）。

一般に歯が萌出する場合にはまず歯冠の外形が完

成し，歯根がだんだんと形成され，全長の１／３～１／２

程度形成されると順次萌出を始める。

すなわち，歯の萌出はその歯が全部完成される前

に見られ，歯冠部分が萌出を完了しても，なおある

時期はその根尖は未完成のままである。

１）萌出機序

歯の萌出がどうして行われるか，その機序につい

ては古くから多くの議論があり，定説はない。しか

し，歯胚の発育が顎骨内で行われていることから考

えて，萌出の主体は歯胚であり，歯槽骨の成長が歯

の発育と密接な関係があることは明らかである。

表１に歯の萌出に関する主な学説をあげる。

永久歯の萌出は歯冠が形成され，萌出する時期に

なると，なんらかの原因によって血管の新生が起こ

歯の萌出異常

日本大学松戸歯学部小児歯科学講座 教授 前田隆秀
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り，破骨細胞が出現し，必要な範囲に歯槽縁の退縮

が起こるとともに，乳歯周囲の骨組織も歯根膜の血

管より新生された血管と破骨細胞の存在により，骨

の吸収と乳歯根の吸収，脱落が起こり，脱落した部

位へ永久歯が移動し，萌出が始まる。

以上のように，歯の萌出は単純ではなく，複雑な

現象を呈するのである。

形態学的には次のような所見がみられる。

① 歯乳頭の発育（歯髄の成長）

② 歯根部象牙質の発育増大による圧力

③ 歯槽底部における骨の新生

④ 歯槽壁辺縁の消失

萌出機転は歯の形成と石灰化に続く連続した現象

である。コントロールされた血管細胞の変化ならび

に歯根膜が主役であるが，その他のことについては

推測の域を出ない。

２）乳歯の萌出時期と順序

乳歯は平均生後６～７ヵ月で，下顎中切歯から萌

出しはじめ，２歳半ころには２０本の全乳歯が萌出を

完了する。

萌出順位は必ずしも一定ではないが，下記のよう

である。

Ａ‾｜‾Ａ→Ａ＿｜＿Ａ→Ｂ＿｜＿Ｂ→Ｂ‾｜‾Ｂ→Ｄ＿｜＿Ｄ→Ｄ‾｜‾Ｄ→Ｃ‾｜‾Ｃ→

Ｃ＿｜＿Ｃ→Ｅ‾｜‾Ｅ→Ｅ＿｜＿Ｅ

一方，Schour，Massler らは，

Ａ‾｜‾Ａ→Ｂ‾｜‾Ｂ→Ａ＿｜＿Ａ→Ｂ＿｜＿Ｂ→Ｄ‾｜‾Ｄ→Ｄ＿｜＿Ｄ→Ｃ‾｜‾Ｃ→

Ｃ＿｜＿Ｃ→Ｅ‾｜‾Ｅ→Ｅ＿｜＿Ｅ

の順である。

萌出時期，萌出順序については人種差，個体差，

性差あるいは左右差などの変異がある。また，３～

４か月の差異は異常とは考えられない。

１９８６年の日本小児歯科学会の調査による日本人小

児４６，６９８名（男子２３，６１０名，女子２３，０８８名）の結果

によると，乳歯の萌出順序は男女とも，上下顎とも

Ａ→Ｂ→Ｄ→Ｃ→Ｅの順である。

乳歯萌出時期に関する性差は，下顎乳中切歯にお

いて男子が早く萌出する以外，両者間には差は認め

られない。

３）永久歯の萌出時期と順序

永久歯は生後６年ころに下顎第１大臼歯が萌出

し，１２～１３歳ころまでに２８歯が萌出する。

その萌出順位は混合歯列期の前期では，６‾｜‾６→

表１ 歯の萌出に関する主な学説

萌出機序 説 明 提案者

歯
の
組
織
の
成
長
説

１．歯根の発育成長 歯根の延長が歯冠を口腔に押し出す ¨Hunter, Magitot, Nasmyth, Kol-
liker, Sarazin, Wedi

２．象牙質の発育成長と歯髄の収縮 象牙質の発育成長と，歯髄の収縮に
よる圧力によって口腔に歯を出す

Zuckerkandl, Wallisch, Walkhoff,
Eichleer, Eildmann

３．歯根膜組織の発育成長
ａ．歯根膜の発育成長と牽引

ｂ．歯槽骨の発育成長

歯の周囲にある軟組織の運動により
歯を口腔に引っ張る
歯槽骨の発育成長が歯を口腔に押し
出す

Underwood, Landsbeger

Brash, Nessel,Hermann

そ
の
他
の
説

４．歯槽突起における筋の働き
による圧力

５．歯槽骨の吸収

頬および舌の筋肉の働きによる圧力
が歯槽突起を収縮させて，歯を萌出
させる
歯が口腔に露出する

Berten

Aichel, Weidenreich

組
織
張
力
説

６．細胞の増殖による圧迫

７．歯髄歯根膜に存在する血管
による圧力

歯髄および歯根膜にある細胞の増
殖，血管，あるいはその両者の浸透
圧または組織張力が歯を口腔に押し
出し，歯槽骨が圧迫性萎縮によって
吸収される

Constant, Leist, Fischer

Mathe, King, Baume

（正木）
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3. 乳歯の脱落

4. 歯の萌出の異常

６＿｜＿６→１‾｜‾１→２‾｜‾２→１＿｜＿１→２＿｜＿２である。

混合歯列期の後期では，上顎では順序が種々あ

り，４→５→３→７，４→３→５→７，３→４→５

→７であり，下顎は３→４→５→７である。

一方，Schour，Massler らは６‾｜‾６・６＿｜＿６→１‾｜‾１→

１＿｜＿１→２‾｜‾２→２＿｜＿２→３‾｜‾３→４＿｜＿４→４‾｜‾４・５＿｜＿５→３＿｜＿３

→５‾｜‾５→７‾｜‾７→７＿｜＿７である。

先行乳歯が齲蝕罹患などにより早期に喪失する

と，後継永久歯の萌出が早くなったり，また乳歯の

晩期残留により遅くなったりする。また，永久歯の

萌出も乳歯と同様に個体の健康状態によっても左右

される。

前述の日本小児歯科学会の日本人小児の報告で

は，永久歯萌出順序は男女とも上顎は６→１→２→

４→３→５→７→８，下顎は１→６→２→３→４→

５→７→８の順であり，過半数の小児において１‾｜‾１

が６‾｜‾６より萌出が早い。

永久歯萌出の性差に関しては一般に女子のほうが

早く萌出する傾向にある。

永久歯との交換期になると乳歯は脱落するが，そ

の主な要因は成長・萌出中の永久歯による圧力に

よって乳歯根尖部で破骨細胞の分化が誘発され，乳

歯の歯根吸収が起こり歯根膜の付着線維が消失し乳

歯は脱落する。

歯根吸収様相は，乳前歯では唇側にやや屈曲した

歯根尖部舌側付近から，また乳臼歯では歯根の根尖

寄りの内側から吸収するが，これも一様でなく，下

顎乳臼歯では遠心根の吸収が近心根より遅れる症例

が比較的多くみられる。

萌出の異常には，萌出時期からみた早期萌出と萌

出遅延，ならびに萌出方向から異所萌出あるいは移

転歯がある。種々の症候群において歯の数の異常，

歯の構造の異常，歯の形態の異常，さらに萌出の異

常がある。一方，健常児で見られ，放置すると不正

咬合を惹起すること，あるいは永久歯の保存を不可

能となる症例もある。

学校歯科健康診断において，CO，GO，あるいは

要観察が必要な顎関節症あるいは不正咬合に注意す

るだけでなく，歯の萌出の異常にも注意を払う必要

がある。患児あるいは保護者が異常に気が付き歯科

医院を受診した時には手遅れであり，もう少し早く

来院してくれていればと思うことがある。学校歯科

健康診断ではレントゲン写真撮影が不可能であるの

でかかりつけ歯科医への受診を促すことが必要であ

る。

今回の萌出異常は異所萌出，形態異常，低位乳

歯，瀘法性歯嚢胞によるものの症例を挙げて検診時

の注意を促したい。

１）異所萌出

本来，歯種により萌出する位置は顎内においてほ

ぼ決定しているが，その部位から異なる位置に萌出

することを異所萌出といい，広義には歯軸の異常を

含める。

原因としては，明白なもの，あるいは不明なもの

がある。一般的には，顎骨の異常，周囲骨の病変な

どがこの原因と考えられる。歯軸の異常では主とし

て顎骨の成長不全であると考えられ，特に著明な異

常がみられるのは第３大臼歯である。この異所萌出

の頻度が高い歯種は，上顎では切歯，犬歯，上顎第

一大臼歯，下顎では第３大臼歯などである。

� 上下顎第一大臼歯の異所萌出（症例１，２）

学校歯科健康診断において，左右側いずれかの同

名歯の萌出が認められたにも関わらず，当該第一大

臼歯が萌出していない場合は異常と認識してかかり

つけ歯科医への受診を薦めて欲しい。

症例１は上顎第一大臼歯，症例２は下顎第一大臼

歯の異所萌出を示す。

上顎第一大臼歯の異所萌出は比較的多く，早期の

対応において適切な部位への萌出を誘導することが

できる。発見ならびに対応が遅れると将来，叢生な

らびに咬合平面の異常を来たし異常な咬合運動，顎

関節症をも起こすことがある。

� 犬歯の異所萌出（症例３）
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上顎犬歯は，生後４～５か月ごろ第一乳臼歯根尖

部にて石灰化が始まり，第一小臼歯の石灰化が始ま

る２歳ごろ上方に移動する。その後，前方に移動

し，６歳ごろ乳犬歯歯根の口蓋側に位置するように

なる。このように上顎犬歯の歯胚は，顎骨中でもっ

ともこみあった部位に発生し，萌出経路が複雑であ

ること，さらに歯胚の形成から萌出までに長い時間

を必要とすることから埋伏や萌出異常をきたす頻度

が高いといわれている。顎骨の中で歯同士がぶつか

り圧がかかると，エナメル質より硬度が低いセメン

ト質，象牙質が吸収してしまう。その結果，歯根吸

収が生じると考えられる。

萌出方向の異常の原因は，不明である場合が多い

が，永久犬歯が埋伏して萌出方向の異常によって切

歯群の歯根を吸収してしまうことがある。症例３で

は両側上顎犬歯の萌出方向が近心を向いており側切

歯ならびに中切歯の歯根を著しく吸収しており，と

もに両側側切歯の保存が不可能であった。来院の主

訴は「切歯の動揺が強くなってきた」であった。も

し，学校歯科健康診断において，年齢から考慮して

乳犬歯が動揺もしないで口腔内に存在していること

に異常と認識して，かかりつけ歯科医への受診を薦

めれば永久切歯群の歯根吸収を起こす前に萌出方向

の異常を発見できたと思われる。その時期での処置

としては乳犬歯を抜歯して，開窓し，犬歯を正常な

位置に牽引することが可能であった。

� 小臼歯の位置異常（症例４）

乳臼歯の萌出前期の早い時期に，小臼歯はその先

行乳歯である第一乳臼歯の舌側の咬合面近くで発育

し，乳臼歯の萌出時期の終わりに乳臼歯の歯根下に

位置するようになる。

このように顎骨内で移動して，発達中の歯槽突起

症例１ 上顎第一大臼歯の異所萌出 症例２ 下顎第一大臼歯の異所萌出

症例３ 犬歯の異所萌出

症例４ 下顎第二小臼歯の位置異常
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内で位置調整が行われている。しかし，なんらかの

異常で小臼歯の位置異常を起こすことがある。症例

４は下顎第二小臼歯が９０°方向を変えて位置してい

るために乳臼歯の正常な歯根吸収が見られなかっ

た。処置としては先行乳歯を抜歯して保隙をしてい

たところ自然に萌出方向を戻し正常に萌出した。幸

い，この症例では，小臼歯の歯根形成がわずかで

あったので正常に萌出したが，発見が遅れて歯根が

彎曲すると保存不可能となるであろう。乳歯から永

久歯への交換期の年齢であるにも関わらず乳歯の動

揺がない，あるいは反対側同名歯との比較から異常

か否かを察知することが学校歯科健康診断では求め

られる。

� 永久前歯の彎曲（症例５）

乳前歯の外傷において後継永久歯への影響にエナ

メル質形成不全（白斑），歯根形成不全，歯根の彎

曲，萌出障害（萌出遅延，位置異常），永久歯胚の

発育停止，歯小嚢の嚢胞化，形態異常などが挙げら

れている。

症例５は乳前歯の外傷によって永久前歯の歯冠の

位置が変位したもので，歯根形成前に位置の異常が

発見できていれば，乳前歯の抜歯あるいは永久前歯

の歯冠の位置を正常に戻すことによって歯根が強く

彎曲せずにすんだと思われる。�は処置前，�処置
中を示した。

� 低位乳歯（症例６，７）

咬合していた乳歯が，なんらかの転機により現在

の咬合線よりも低位を占めているものをいう。低位

乳歯の発現頻度は，１．３～６．９％である。好発部位は

上顎より下顎に多く，ほとんどが臼歯部である。１

口腔内に１歯の低位乳歯を持つ場合が多いが，複数

歯に及ぶものでは同顎内の左右の組み合わせが多い

という特徴がある。

低位乳歯の本態は歯根と歯槽骨の癒着（アンキ

症例５� 上顎中切歯の彎曲

症例５� 上顎中切歯の彎曲

症例６ 第一乳臼歯の低位歯 症例７ 同一個人のみられた多数の低位歯・埋伏歯
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5. おわりに

ローシス）と隣在歯の萌出とによって生じる相対的

な低位との説が有力視されている。このため沈下乳

歯という用語は誤解を招きやすい。乳歯がアンキ

ローシスを起こす原因に決定的な説はないが，外傷

などによる強い打撃によるショック，局所的代謝障

害，後方歯の近心傾斜，後継永久歯の欠如，歯根膜

の形成不全などの局所的因子，さらに，全身的また

は遺伝的因子などがあげられている。

低位乳歯の影響としては，永久歯列の不正や後継

永久歯の歯根形成異常などが報告されている。低位

乳歯では乳歯歯根と歯槽骨との癒着部位が重要な要

因となる。根尖部に限局している場合は，永久歯の

萌出に伴う根尖部の吸収によって乳臼歯は再び萌出

する。しかし広汎な癒着では低位度を増し，後継永

久歯の萌出を障害する。

症例６では乳臼歯の低位歯であるため第一大臼歯

の萌出に伴い近心傾斜を起こし，後継永久歯の萌出

余地を失い将来，埋伏あるいは舌側への萌出などの

不正咬合を起こしてしまう。

症例７は同一個人に多数の低位乳歯と埋伏歯を有

する小児の長期観察である。低位乳歯の対応である

が，経過観察と抜歯があるが，症例７を通じて言え

ることは，経過を見て低位度を増す場合は，抜歯す

べきである。

� 瀘胞性歯嚢胞（症例８）

主に小児における含歯性嚢胞としては，嚢胞性歯

嚢胞が多い。

歯の石灰化が開始されてから，歯胚のエナメル器

が嚢胞化したもので，嚢胞内に埋伏歯が含まれる。

主な原因は，炎症にあるとされ，エナメル組織の形

成が完了する１０歳代から２０歳代に多く発生する。

症例８では下顎第二乳臼歯の根尖病巣によって永

久歯胚のエナメル器が嚢胞化し，嚢胞内の圧力で永

久歯が移動している。この症例においても左右乳臼

歯の状態に注意していればこのように大きな嚢胞化

にはならなかったと思われる。

濾胞性歯嚢胞の処置は，開窓によって嚢胞は縮小

して永久歯は自然と本来の部位に萌出する。開窓に

あたっては，血管腫との鑑別のため乳歯の抜歯前に

試験穿取をすべきである。

以上のように永久歯の萌出の異常の多くが，学校

における健康診断時の注意深い観察によって未然に

予防できる。あるいは加療が可能となることから萌

出時期，交換期年齢での乳歯の動揺度，左右同名歯

の萌出状態の差異などに注意を払った学校における

健康診断でありたい。

参考文献

・前田隆秀，朝田芳信，田中光郎，土屋友幸，宮沢裕夫，

渡辺 茂：小児の口腔科学，学研書院，２００５，東京

・Mitsuko Miyanaga, Kenji Takei, Takahide Maeda :

Observation of a child with multiple submerged pri-

mary teeth（Report）, Journal of Dentistry for Chil-

dren, 495 November-December,１９９８

症例８ 濾胞性歯嚢胞
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1. はじめに

従来の学校歯科保健活動は，児童生徒に蔓延して

いるう蝕を中心にした保健管理が重視されてきた。

近年では，疾病構造の変化に伴い歯周疾患の低年齢

化，児童生徒の怪我・スポーツによる歯・口腔の外

傷，咀嚼機能の未発達・低下など，歯・口腔の健康

問題が多様化し，新たな課題もみられるようになっ

た。これらの課題に取り組むには，学校歯科医をは

じめとして歯科関係者が，学校関係者，家庭，地域

との連携を図りつつ，児童生徒の保健学習，保健指

導など保健教育を重視していくことが必要である。

現在，全国的に児童生徒の歯・口の健康つくり推

進事業が展開されているが，このねらいとするの

は，歯・口の健康つくりを通じて，ヘルスプロモー

ションの理念を目標に，児童生徒に「生きる力」を

育むことにあり，保健教育もこの理念に沿って，教

材の作成，学習法，講話の展開が行われるべきであ

る。従来の学校での歯科保健教育は，主に衛生講話

式の一方向の知識の伝達に終始しがちであるが，児

童の自律性を重んじる保健教育では，児童自身が体

験し，評価し，決定するような保健学習，保健指導

の方法が重要である。

近年の少子高齢時代は，母親の高就労化，就寝時

間の遅寝，IT化による運動不足など，子どもを取

り巻く社会家庭環境は急激に変化し，子どもの生活

習慣に直接影響し，とくに子どもの食生活は急速な

変化を遂げて，児童生徒の健康に新たな課題が生じ

てきている。そこで，生涯の健康維持増進とQOL

の観点から，生涯の基礎づくりにある児童生徒期

に，学校保健の場で“食育”を行うことの意義がま

すます高まってきている。

児童生徒の歯・口の健康つくりとしての食育・食

指導には，大別して二つに分けられる。一つは，う

蝕，歯周疾患の予防の観点から，とくに間食類や飲

料類の食べ方，飲み方など，シュガーコントロール

を目的にしたものがあり，ブラッシング指導ととも

に伝統的に行われてきた。二つ目は，近年の子ども

たちにみられる咀嚼機能の未発達・低下に対する機

能の育成，獲得を目的にした食教育，食指導であ

る。最近，学校歯科保健活動でもこの課題の導入や

取り組みが報告されている。しかし，依然として児

童生徒を対象にしての具体的な保健学習および保健

指導の方法についての実践報告は少ない。

私たちの歯科衛生専門学校では歯科衛生士学生の

教育の一環として，平成８年より練馬区立北町西小

学校４年生を対象にした「咀嚼育成」を支援するた

児童への保健教育として
「咀嚼育成」支援への取り組み
―咀嚼評価としてチューインガム法を用いて―

日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校
＊日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校校長・日本大学歯学部医療人間科学教授

＊＊日本大学総合科学研究所教授
＊＊＊現東京都練馬区立北町小学校・前練馬区立北町西小学校学校歯科医

学 術 論 文

長澤 治子 峰尾江里子 尾崎 哲則＊ 赤坂 守人＊＊ 中田 郁平＊＊＊
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2. 学校歯科保健教育に「咀嚼育成」
の支援を導入する意義

3. 児童の咀嚼能力の評価

めの保健学習を行っており，当初の活動内容につい

て，すでに本会誌にて報告１）した。その後，約１０年

経過し，この間，さまざまな試行錯誤を繰り返し，

さらに充実させて，現在の保健学習の方法に至って

いる。

今回の報告は，現在，私たちが行っている児童へ

の「咀嚼育成」を支援する保健学習・保健教育の方

法，学習を受けた児童の感想，および児童に保健教

育する歯科衛生士学生の準備する経過について紹介

する。将来，学校歯科保健教育に，児童生徒の「咀

嚼育成の支援」を導入することを考慮している関係

者の参考に供したい。

近年のファーストフード食志向，外食化など食環

境の変化に伴い，子ども達は，家族とともに食事に

時間をかけて，楽しく食べることが少なくなってき

ている。その中でも食べ物をよく噛んで食べず，軟

らかく口当たりの良い食物を好む傾向にあることが

指摘２）されており，咀嚼機能が未発達，低下してい

るのではないかとの報告がみられる。５歳の幼児の

咀嚼力は２０年前に比べ，１５％ほど低下しているとの

報告３）もみられ，また一方では，幼児を対象にした

研究では咀嚼訓練用チューインガムを噛んでいると

咬合力が向上したことも報告４）されている。

正しい咀嚼機能は生後の学習により獲得されてい

くものであって，そこで，発達期に咀嚼機能を獲得

し，正しい咀嚼習慣を確立しておくことが必要であ

る。この点，生活習慣や，食嗜好ならびに食行動の

基本が確立する児童期に，学校での保健学習・保健

指導を通じて，正しい咀嚼機能を育成する支援を行

うことは，最も適した時期であるといえる。

学校保健活動のなかで“咀嚼”についての保健教

育は，う蝕や歯肉炎のように，児童が直接観察し

て，気づくことが出来るような対象と異なって，児

童の学習への動機付けと理解を得ることが難しいと

言われている。そこで，児童の「咀嚼育成」支援の

ための保健学習の成果の鍵は，児童自身による日常

の食事行動・摂食調査あるいは咀嚼能力評価法を導

入することにあると思われる。私たちの児童への保

健教育では，児童自身の咀嚼能力評価を用い，それ

を学習の動機付けにしながら指導を行っている。

咀嚼評価法には，一般には，日常の食物摂食調

査，チューインガム法，グミゼリー法，咬合力測

定，ATP顆粒測定，デンタルプレスケールなど多

くあるが，チューインガム法は，日常的に噛まれて

いるため児童に抵抗感がなく，また簡便に測定が可

能であり，フィールドなど集団における測定に適し

ているため，私たちはこの方法を用いた。

平成８年に開始した練馬区立北町西小学校４年生

を対象にした咀嚼指導でのチューインガム法では，

低付着性チューインガム（ロッテ社製フリーゾー

ン）を用いた。チューインガム法は，羽田５）の原法

練馬区立北町西小学校での授業風景
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によると，板ガム１枚（約３ｇ）を７０回咀嚼したと

きの時間と，咀嚼後の糖溶出量を測定し，時間当た

り糖溶出量をもって咀嚼能力値とするものである。

長沢ら６）は，この原法によって小児の咀嚼能力値を

測定する場合，付加が大き過ぎるとして，板ガム半

量（約１．５ｇ）で４０回咀嚼が適しているとして，こ

の方法による基準値を発表している。しかし，現

在，時代の流れからキシリトールガムへと移行し，

表１

咀嚼指導４年生指導案

主 題：よく噛むことの大切さを知る。
ねらい：よく噛んで食べることの大切さがわかるようにする。

歯の健康は全身の健康につながっていることを知る。

指導
過程 学習の内容 指導者の発問 予想される児童の反応

問
題
の
発
見

１０
分

普段の食べ方の反省

噛むことの大切さ

自分の普段の食べ方を振り返り考える

いつもどんな食べ方をしていますか？

よく噛むってどんなことですか？
よく噛んで食べるとどんな良いことが
あると思いますか？

・よく噛まないで飲みこんでいる。
・早食いをする。
・ゆっくり食べる。
・よく噛んで食べる。

・顎が疲れる。
・歯に良いことがある。
・食べ物が美味しい。

原
因
の
追
求
・
問
題
解
決
の
方
法

２５
分

歯の健康は、全身の
健康につながっている

よく噛んで食べることが、歯や身体に良いことがわかる

よく噛める歯をつくるにはどうしたら
良いでしょうか？

・かたい物を食べる。
・好き嫌いをしない。

噛みごたえのある食べ物を考える

噛みごたえのある食べ物を調べて
みましょう。

・かたいと思う食べ物と軟らかいと思
う食べ物を言う。

咀嚼能力測定 自分の噛む力を調べる

噛む力がどのくらいあるかガムを噛ん
で調べてみましょう。
計算してみましょう。
（クイズQ & A）

・噛む力が強い、弱い。

・クイズの中から噛むことの大切さが
わかる。

これからのめやす （咀嚼能力判定）

丈夫な歯を保つためには歯みがきも必要なことがわかる

噛む力をつけるために何をすれば良いか考える

よく噛める丈夫な歯を保つには
どうしたら良いでしょうか？

・むし歯をつくらない。
・食事の時に噛むことを意識する。

ま
と
め

１０
分

まとめ

口腔管理の方法

・よく噛んで健康な歯や身体を作りましょう。
・好き嫌いをなくしましょう。
・噛みごたえのある食べ物を多く食べましょう。
・食べた後は、むし歯にならないようにきちんと歯みがきをしましょう。
・むし歯になったら歯医者さんで治療してもらいましょう。

図１
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4. 児童への「咀嚼育成」支援の保健
教育実施にあたっての準備手順

5. 「咀嚼育成」の支援のための保健
学習・指導の内容と流れ

ジューシーフレッシュガム，フリーゾーンガムは入

手が困難になっている。松田ら７）は高校１年生を対

象にキシリトールガムを含む５種類の咀嚼ガムを試

料に咀嚼能力値を比較検討した結果，キシリトール

ガムは従来のガムに代わり使用が可能であり，４０回

咀嚼が溶出糖量と正比例の関係を示したことを報告

している。この研究結果を参考に現在のチューイン

ガム法では，キシリトールガムによる児童の咀嚼能

力を測定している。チューインガム法の測定手順６）を

図１の方法に準じた。

小学４年生を対象にした児童への「咀嚼育成」の

保健教育は，本校の歯科衛生士が，歯科衛生士教育

の一環として行うため，初めて児童への保健教育を

経験する歯科衛生士学生に対し，指導案をもとにし

て事前の準備が行われた。表１に示す指導案をもと

に，目標設定，会場の設置，咀嚼後のチューインガ

ムの測定場所の設置，質疑応答型学習方法による原

稿及び媒体の作成を行い，その後，ロールプレイを

実施した。ビデオ撮影などを行いながら，ロールプ

レイに対する学生同士及び教員の評価を行いながら

数回繰り返した後，当日を迎えた。

◎咀嚼能力測定（チューインガム法）に必要な器材

・キシリトールガム（１．５ｇにカットした板ガム）

・ストップウォッチ（咀嚼時間の測定用）

・水の入ったコップ（時間測定後のガムを出す）

・ピンセット（水の入ったコップよりガムを拾い

上げる）

・ディスポガーゼ（水の入ったコップで軽くゆす

いだガムの水分を取る）

・ポケッタブルハンディミニ測定器（咀嚼したガ

ムの重量を１０mg単位まで測定）

・紙コップ（ガムを処分する）

・電卓（咀嚼指導時期が４年生の１学期であり，

割り算を学習していないため電卓にて計算を行う）

１）児童に対し，今日の保健学習の内容の説明

（歯科衛生士による）

２）児童各自によるチューインガム法の測定および児

童が記入する記録票（表２）

３）プリントを配布し，クイズ式のQ & A（図２・図３）

４）歯科衛生士および学校歯科医による咀嚼に関する講話

５）今日の保健学習に対する感想を記録票に記入

６）保健学習むすびの言葉（クラス教諭）

咀嚼能力評価を実施している時には，児童ひとり

ひとりを測定者が１対１で測定していくため，児童

には待ち時間が生じる。その待ち時間を利用して，

クイズ形式の学習用プリントを行う。プリントの内

容を二，三，示すと，噛みごたえのある食べ物のラ

ンキング表（図２），いろいろな動物と歯・咬み合

せとの関係（図３）などである。これらのプリント

図２
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は最後に答え合わせを行い，「今日は何を勉強した

のか」「今日わかったことは何か」の確認を行う。

それぞれの年で内容に多少の違いはあるが，咀嚼

の重要性・歯の健康と全身の健康につながる講話は

かかせないものであった。保健学習に使用された媒

体は，毎年学校に残され，各学年のクラスの教室な

どにも掲示されるようになり，このことによって１

年生から６年生までが「噛むことの大切さ」に触れ

ることができたと思われる。

学校歯科医，養護教諭をはじめ，校長先生，副校

長先生，クラス教諭の先生方からも咀嚼能力値の集

計グラフ（図４）から「噛む力と普段の子どもたちの

生活実態が見えるようである」とのお話を頂いた。

噛む力の弱い集団は学校生活でのいろいろな場面で

我慢する力，頑張る力が弱いのだろうか？それとも

我慢する力，頑張る力が弱いと噛む力も弱くなるの

だろうか？と考えさせられたということであった。

そういう意味でも「噛む力をつけよう」という授業

は今後いっそう重要になっていくように思われる。

この咀嚼指導後，測定用紙を回収し，１枚１枚の

用紙にこちらがコメントを記入させてもらってい

る。子どもたちからの質問が書かれていたり，学習

表２
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図３

咀嚼能力値効果

図４
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6. おわりに
したことの感想（表３）がぎっしり書かれていたり

と，ひとりひとりの児童に学生が真剣に答えている

姿は，両者にとってより良いコミュニケーションが

図れていると感じる。

チューインガム法で噛む力を数値化したことで，

子どもたちは噛むことに対する関心が深まり，自分

自身の身体や食生活に興味を持つようになったので

はないかと感じられ，この指導は意義深いものと考

えられた。

今年度から小学校４年生の国語の教科書に「噛む

こと」の力という項目が６ページにわたって説明文

として入っている。その中では，文章の構成につい

て知識を得，全体を展望しながら内容の大体をつか

む方法を知る。そして咀嚼の役割や歯の健康保持に

ついて興味をもつことがこの単元の目標ともなって

表３ 今日の感想。。。。。

わたしは，あまりかむのは弱いと思ったが１６．３なんてびっくりしました。６０回かんだら，あごが成長したと思い
ました。わたしは，さいしょにやったとき，ガムの味がおいしかったです。クイズは楽しかったです。「でき君」
と「きたない君」でいろいろなことがわかりました。かむ力のそくていで，いろいろ勉強になりました。 Ｏさん

Oさんは，とてもかむ力が強いですね。すばらしい！これからもそのまま続けて，「でき君」みたいになってく
ださい。今日はいっしょに勉強できて楽しかったです。ありがとう。 Ｎより

ふだんの私は，よくかんでいないと思います。せつ明も楽しくて分かりやすかったです。初めて知った事もいっ
ぱいありました。 Sさん

今回のじゅぎょうで，いろいろな事を知ってもらえたら，私たちはとてもうれしいです。ふだんは，あまりかん
でいないのだなと，自分でわかっただけでもえらいですよ！これからは，しっかりかんでいっぱいごはんを食べて
ね。 Ｍより

今日はすごく勉強になったし，自分たちで体験したりクイズとかできてうれしかったです。 Ｉくん

Iくんは，もう少しで「かむ力が強いです」でしたね。今日からたくさんかんで１．になれるように頑張りま
しょうね。今日勉強したことを家族やお友達に教えてあげてくださいね。私たちもみんなと勉強できてうれしかっ
たです。ありがとう。 Ｎより

クイズがむずかしかったけど，たのしかった。ガムがあまかった。６０回かむと「だえき」がたくさん出た。
Ｈくん

そうですね。いっぱいかむと「だえき」がたくさん出てくるものです。それはとても良いことなのですよ！
今は，かむ力が強くないけれど，これからたくさんかむことによって強くなるので頑張ってね！ Ｍより

ぼくは，こういうふうにそくていしてかむ力が分かるとは知らなかった。意外とあったのでびっくりした。クイ
ズがむずかしかったのもあったけれど楽しかった。６０回で４０秒ということがわかった。６０回はかったのは，はじめ
てだった。 Ｙくん

あと０．１で「かむ力が強い」ですね！頑張ればすぐになれると思います。「かむこと」の勉強は，なかなかやらな
いことだと思うので，今日はよい勉強ができて良かったですね。これからも好き嫌いせずよくかんで食べて，「出
来君」のような体を作っていきましょう。おうえんしています！ Ｋより

自分の力（かむ力）がすくないし，歯がないとごはんがまずいことをはじめてしりました。 Ｔくん

歯は，１回ぬけてしまうと大人の歯ははえてこないので，いつまでも自分の歯でごはんを食べられるということ
は，とてもすばらしいことなのです。歯をなくしてからではおそいので，自分の歯を守っていきましょう。よくか
むことで，ますますおいしく食べることができますよ。 Ａより

＊返信コメントの漢字にはすべて“ふりがな”を振ってあります。
＊測定用紙のコメント後の氏名は，実際はフルネームで記入しています。
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いる。

実際，私たちの身体にはどのような力があるの

か，自分の身体や生活について考えてみる。そして

「ガム法による咀嚼指導」と合わさって，子どもた

ちの心に「噛む」ことの大切さが深く残り，これか

らの成長過程において，しっかりと「噛む力」をつ

けていってもらえるであろうことを願いたい。

また，高齢期のQOLにとって大切な要素である

『食べること・話すこと・歩くこと』が，「噛む」

ことに関係しており，しっかり噛むことで，顎が成

長し，心と身体をいきいきとした状態に保つことが

できることを知っておくべきであろう。そのために

は，きれいな歯並びと正しい咬み合わせが大切であ

る。咀嚼機能が発達する子どもの時期に１本１本歯

を大切に育てていきたいものである。
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日本学校歯科医会が主催する表彰事業の最も大きなものの一つに全日本学校歯科保

健優良校表彰がある。

この表彰事業は，昭和３５年（１９６０年）から推進していた「むし歯半減運動」を具現

化するための『全日本よい歯の学校表彰』に端を発している。その後，「むし歯半減

運動」は教育的活動を重視した「歯・口の健康つくり運動」に発展し，それに伴い，

学校保健全般への取り組みや地域との連携あるいは教育的位置付け，経年的成果をも

評価するという基準を加えて平成１１年から『全日本学校歯科保健優良校表彰』と改称

して今日に至っている歴史ある事業である。

毎年，全国で８０数校が表彰され，そのうち数校が最優秀校として文部科学（旧文

部）大臣表彰として推薦され，その栄誉に輝いてきたが，学校歯科保健活動は，継続

こそがその原動力であることから，文部科学大臣表彰を受賞した学校の「その後」を

知りたいと思い，この企画をスタートした。

平成７年に学校保健法施行規則の一部改正がなされてちょうど１０年であり，また，

最近の学校現場での安全と保健に係る関心が，身体の安全と心の健康に移っている現

状において，幼児，児童生徒の全身への健康増進に波及効果が期待される歯科保健活

動を今一度見直すきっかけとなれば幸いである。

なお，本企画は，あと数回にわたるシリーズでお届けしたいと考えている。

社団法人日本学校歯科医会 専務理事 中田郁平

文部科学大臣賞受賞校
―全日本学校歯科保健優良校表彰最優秀校―

岐阜県恵那市立中野方小学校

報告１．学校歯科医 柘植 紳平
報告２．学校長 大竹 常廣
報告３．養護教諭 古山 雅恵

保健主事 磯村 浩子

受賞１０年目

東京都品川区立八潮南小学校

報告１．学校歯科医 丸山進一郎
報告２．養護教諭 上野 弘子

受賞３年目

ズシリー

そそのの後後 vvooll．．１１
の
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私が恵那市立中野方小学校の学校歯科医になっ

て，早いもので２０年以上になる。初めての学校健康

診断は私の人生の分岐点と言えるほどの衝撃を受け

たので，今でもはっきり覚えている。なにしろ，つ

ぎつぎに診る子の口の中は，悲惨な状態の連続だっ

たからである（図１）。自分一人の力で何とかなる

ものなのか…どうしたらよいか分からず途方に暮れ

たものである。学校歯科についても，年一回健康診

断をすればよい，ぐらいしか思わなかった。そんな

状態から試行錯誤を繰り返しながら，私自身もいろ

いろと勉強し，また，学校や家庭・地域の惜しみな

い協力の結果，平成７年には文部大臣賞を戴くまで

になった。歯科保健の様々な指定をいっさい受けず

に文部大臣賞を受賞した学校はおそらく初めてであ

ろうと思う。そしてその後の１０年間は日本の学校歯

科保健の頂点のレベルを維持すべく，活動の効果を

評価し，新しい試みを取り入れながら，活動を継続

してきたつもりである。その辺りを振り返ってみる

ことにする。

さて，当初はむし歯の対処に苦労した。まずはき

ちんと治療させることだ。そこで学校にはきちんと

治療させるように家庭への通知をしっかりしてもら

い，私の診療室を受診した子供たちは，夏休み中に

治療が終了するように治療計画を立て，なんとか治

療を終了してほっとしていた。しかし，翌年春の学

校健康診断でまた驚く事にな

る。子供達は昨年治した所が二

次う蝕になったり，また新たに

う蝕ができたりしているではな

いか。年一回の健康診断では子

供達はちっとも良くならない。

そこで冬休み前にもう一度臨時

健康診断を行なう事を提案し

た。当時は学校歯科保健のこと

はほとんど何も分からないから，むし歯を減らすこ

としか見えていなかったような気がする。学校では

「甘いものを食べるな！飲むな！歯をみがけ！」と

やっていた。

２，３年経って驚いたことに，子供たちのむし歯

が当初より増えているのである。考えてみればこれ

は当然のことで，早期発見早期治療でむし歯を見つ

けては削って詰める…この当たり前の図式では，未

処置歯を見つけて処置歯に変えただけだから。ここ

でようやく，むし歯になる前になんとかしよう，と

予防に目が向くようになった。しかし，予防のこと

もよくわからない。どうしたらよいのか悩んでいた

時にCOの考え方を知った。この「むし歯になりそ

うな歯をできるだけ削らないで，主として環境を整

える事によってそのまま経過観察する」という考え

方は，それまで歯を疾病の対象（削る，修復する，

抜く）としてしか見ていなかった考え方から，歯を

健康の保持増進の対象（守る，育てる，維持する）

として見るという，１８０度方針転換するものであっ

た（図２）。この考え方でやってみようと決めた

が，最初はむし歯がどんどん進行してしまうのでは

ないかと非常に不安であった。しかし，実際にジッ

と観察してみると，歯は思ったよりもう蝕に対する

抵抗性が強く，すぐに穴が開いてしまうような事は

ない。結果として，時間的な経過を追えるため，カ

岐阜県恵那市立中野方小学校

学校歯科医の立場から

中野方小学校の学校歯科医として

日本学校歯科医会 常務理事 柘植紳平

図１ 図２
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リエスリスクの要因を探ったり，診断がより正確に

なるなど，今までいかに何も考えずに診断して歯を

削っていたかを思い知らされた。

また，学校が教育の場であるということも次第に

分かってきた。管理すると効果は比較的すぐに現れ

る。そのため学校歯科医や養護教諭は管理を重視し

がちである。しかし，管理を止めてしまうとその効

果はすぐになくなってしまう。一方，教育は効果が

なかなかすぐに現れにくい。しかし，その効果は場

合によっては生涯に渡って持続し，その人の人生に

とってかけがえのない宝となる。もちろん管理は必

要であるが，教育とのバランスを考え，子供達の口

腔内状態が良くなるにつれて教育の方へ比重を移し

ていく必要がある（表１）。振り返ってみるとこの

ことがよくわかる。

むし歯はたくさんあるし，口腔内の清掃状態は悪

い，口の中に関心がない…そんな子供たちを何人見

てきたであろうか。もっと早くこの子や保護者に

ちゃんとした知識を伝える事ができていたら，もっ

と早くこの事に気付いていたら，この子はもっと

違っていただろうに…そう考える度に教育の重要性

に行き着く。「健康な歯・口を作るための情報を，

いつ，誰が，どこで，誰に，どう，伝えたら最も効

果的か？」学校歯科医になって２０数年，ずっとこれ

を模索し続けているが，完璧な答えはまだ見出せな

いでいる。しかし，「どこで」は教育の場である「学

校で」，という答えで間違いがないと思う。

試行錯誤を繰り返しながらの活動のなかで私自身

が教えられた事は，子供達は我々の常識を遥かに越

えたすごい発想力やブラッシング技術を身につける

能力を持っている。そして社会の変化に対応してど

んどん変わっているということである。「自分の健

康を自分で守れる」子供達を育成するためには，ま

ず，我々指導者が変わらなければいけないことを痛

感させられた。「甘いものを食べるな！飲むな！歯

をみがけ！」最初の頃の指導は子供達への押し付け

であって，子供達はいっこうに生活を変えようとし

なかった。そこで子供達の生活状況から，必要な知

識を情報として与え，子供達自身で考えて選んでも

らおうと指導方針を転換させた。そして授業内容も

子供達が楽しみながら学べるスタイルを考えた。上

級生が下級生を指導する方法はいろいろな効果をも

たらした。「選んで食べよう！考えて飲もう！工夫

して歯みがきしよう！」こうして子供達は行動を変

えるようになり，むし歯や歯肉炎は激減するように

なった。学校歯科医になって１１年目に中野方小学校

は日本一良い歯の学校として文部大臣賞を受賞した

が，それで満足して活動を低下させる事なく，その

レベルを維持するように教職員，保護者とともに頑

張り続けている。

「歯科保健がやれて良かった。何よりも自分のた

めになった。」，何人かの先生が移動していく前に

言って下さった言葉が心に残っている。

また，当時朝日大学社会歯科学講座教授であった

可児徳子先生の言葉も重みがあった。

「歯医者の仕事である医療の大部分は，いわば川

下でゴミを拾うようなものです。川上でゴミを捨て

ないように国民を教育するのも私達の非常に重要な

仕事ではないでしょうか」

「楽しい歯科保健活動」これが現在の私のモッ

トーである。楽しく授業をして誉められ，認められ

る事で子供達はやりがいを感じ，意欲を持って取組

む。それは子供達だけでなく我々自身にも言える事

である。学校歯科医が，学級担任が，養護教諭が，

自分が楽しいと思える活動を考え，実行する事でさ

らに成果があがる活動ができる。長くやるとどうし

てもマンネリ化してくる。そうならないように常に

活動を評価し，見直し，また新しい方法を考える。

しんぼう強く継続する事が大切である。

「継続は力なり」

表１ 学校における歯科保健のステップ

疾病対策（むし歯，歯肉炎が多いなど）→事後措置（健診結果のお知らせで受診を勧告）

↓

予防（むし歯予防，歯肉炎予防など）→保健管理（ブラッシング指導，食生活指導）

↓

保健（健康の保持増進）→保健教育（自分で課題を見つけて自分で解決する力を身に付ける教育）
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「どんな学校だろう」「どんな地域だろう」「どん

な子どもたちがいるのだろう」「どんな職員がどん

な教育活動を展開しているのだろう」などなどと思

いを膨らませながら新任校長として赴任し，はや１

年半が経過した。今，赴任当時の頃を振り返ってみ

ると，学校内の掲示には確かに「歯」に関する掲示

物が絵画やデザイン画等と比べると大変多かった。

今でもそうであるが。また，他校のそれと比較して

も断然多い。それだけ，「歯と口からの健康教育」

に力を入れている証であると思う。私も今までに１０

数校の小中学校に赴任させてもらったが，これほど

熱心に指導に携わっている学校は初めてである。養

護教諭の中では誰もが知っている「歯と口からの健

康教育」の先進校なのである。

また，過去の学校要覧を見て驚いたことは，現校

舎が昭和５７年に完成し現在に至っていることはわ

かったが，保健室に歯の治療台が一基備えてあった

ことである（現在は役目を終わり撤去してある）。

他校訪問をし校内の施設を案内させてもらう機会も

多々あるが，そのような設備のある保健室をみたこ

とがなかった。このことも過去においては先進的な

取り組みであったことだろうと思っている。

もう一つ，校門を入ったところに築山があるが，

その一角に「歯の塔」がモニュメントとして設置し

てある。

毎年，卒業生が卒業間際にその塔をきれいに磨い

ていくのが伝統になっているのであるが，これもま

た他校ではなかなかみられないものの一つとなって

いる。

さて，私自身のことを振り返ってみると，本校に

赴任するまでは，給食後の歯みがきと児童会組織の

中の保健委員会主催による歯の衛生週間での取り組

みでしか歯に関する活動をした記憶はない。まして

や中学においては，給食後に歯みがきをするだけの

場合が多かったように思う。

ところが，本校ではまず学校歯科医さんによる教

職員のための研修が開かれる。このことで，歯の健

康の大切さの認識と同時に共通理解もされる。

また，子どもに目を向けると，給食後の歯みがき

はもちろんのこと，月１回染め出しによる取り組み

岐阜県恵那市立中野方小学校

学校長の立場から

「歯と口からの健康教育」に力を入れている学校
―新任校長として赴任して―

学校長 大竹常廣

歯の塔

保健室 歯の治療台
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があり，学級担任以外の職員も校長を含めそれぞれ

の学級に指導に入り子どもたちの歯みがきについて

どれくらいできているかを点検するのである。

子どもによる園児への歯みがき指導も行われ，近

くの保育園に出向き園児に指導する活動も位置づい

ている。こんなことも，保・小の連携に役立っている。

もう一つ，子どもにとって楽しみなのは，母親委

員会が「子どもに与える歯によいおやつ」というこ

とで，地元で採れた野菜等を使っての取り組みがな

されていることである。

どれもこれも，本校ならではの取り組みであり，

驚きの連続であった。こういった取り組みがなされ

ている学校に赴任し，「歯と口からの健康教育」が

大切であることを再認識した。今後も，本校の特色

の一つとして，大切に受け継いでいきたいと思って

いる。

■歯科保健活動における本校の受賞歴

年度 受賞内容
（岐阜県学校歯科保健研究大会） 備 考

元年 小規模校の部 特選校

２ 小規模校の部 特選校

３ 小規模校の部 特選校

４ 小規模校の部 県１位

５ 小規模校の部 県１位

６ 小規模校の部 県１位 全日本よい歯の学校特別賞

７ 小規模校の部 特選校 全日本よい歯の学校最優秀賞

８ 小規模校の部 特選校

９ 小規模校の部 特選校

１０ 小規模校の部 特選校

１１ 小規模校の部 特選校

１２ 小規模校の部 特選校

１３ 小規模校の部準県１位

１４ 小規模校の部 県１位

１５ 小規模校の部 県１位

１６ 小規模校の部 県１位

１７ 小規模校の部 特選校

自分自身も子どもの歯の点検に携わって

学校の全景写真

笠置山，中野方ダム
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１．はじめに

本校は，約２０年ほど前から地元の歯科医さんの指

導により「歯と口からの健康教育」に取り組んでき

た。そういった実績から平成６年度には，「全日本

よい歯の学校特別賞」を受賞し，その翌年には，「全

日本よい歯の学校最優秀賞」を受賞している。その

後，今年度までは岐阜県学校歯科保健研究大会で小

規模校の部において「特選校」「県１位」など名誉ある

賞を受賞してきている。このことは，学校歯科医さ

んの指導や教職員との連携，また保護者の理解と協

力，地域への働きかけが大きいものと思っている。

また，本校は恵那市の中心部から約１７kmも離れ

ているため，過去には地元に歯科医さんもなく歯の

治療が容易にできない地域であった。幸い，地元に

歯科医さん（現学校歯科医）が開業され，その後学

校の歯科保健に大きく関わりを持っていただいてい

る。これらのことが，本校が「歯と口からの健康教

育」に対し毎年県の学校歯科保健の大会で賞をいた

だいている理由となっている。

２．本校の概要

本校は恵那市の最北部に位置し，人口は約１，９００

名（４７０世帯）ほどで，周りを山に囲まれた山村部

にある。東は中津川市，西は加茂郡八百津町（潮南

高原）北は加茂郡白川町，南には海抜１，１２８mの笠

置山と隣接している。木曽川の支流中野方川が東西

に流れ，それを挟んで水田が広がっている。また，

西部には棚田があり日本棚田百選の一つにもなって

いる。気候は温暖であるが，海抜が４５０mもあり冬

期は降雪量こそ少ないが気温が下がることが多い

（内陸性気候）。

・単式学級で小規模校（６学級）

・全校児童数－１０７名（９月３０日現在）

・教 職 員 数－１２名

・へき地１級

（※平成１６年１０月２５日に恵那市南部（恵南地区の５

つの町村）と合併し，新恵那市が誕生，人口は

約５万人となった。）

１．保健学習

－歯と口からの健康教育に取り組んで－

� 総合的な学習の時間・学級活動における授業

各学年の目当てを決め，１・２学年は学級活

動で２時間，３～６学年は総合的な学習の時間に１５

～２０時間，「歯と口からの健康教育」の学習を位置

づけている。

各学年の学習内容（平成１７年度１学期実施）

１学年「はによいおやつをたべよう」

２学年「第１大臼歯をまもろう」

３学年「歯のはたらきを知ろう」

４学年「正しいみがき方を身につけよう」

５学年「歯ぐきの病気を予防しよう」

６学年「歯と口の健康度をしらべよう」

� 図画工作の授業でのポスター

全学年で，６月の歯科保健ポスターコンクールに

向けて取り組み，校内掲示によって啓発を図っている。

� 朝活動でのクロッキー

１年間を通じて始業前の１５分間を使って朝活動を

行い，毎週金曜日を『クロッキーの日』と決めて，

その季節に合った内容で行っている。その中で毎年

６月の初旬に『自分の歯』を描くことにしている。

岐阜県恵那市立中野方小学校

養護教諭・保健主事の立場から

現在の取り組みについて

養護教諭 古山雅恵＊ 保健主事 磯村浩子＊＊
＊ ＊＊
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前歯だけ（１学年）～全体に詳しく（６学年）と学

年の発達段階に応じて内容を変えている。

� 学年毎の歯科保健活動の目標づくり

学級活動や総合的な学習の時間で学んだことを思

い起こして，１年間の自分の目標を立てる。そし

て，一人一人が書（描）いたものを１枚のパネルに

貼り，掲示板に掲示し，常時振り返ることができる

ようにしている。パネルの絵は児童の発想で学年そ

れぞれ異なり，楽しいものとなっている。

２．保健指導

� ペア歯みがき

全校児童がペアを組み，高学年の児童が低学年の

児童にみがき方を教える。昨年度は１・６年生，

２・４年生，３・５年生がペアを組んで行った。高

学年は，事前に汚れの残りやすい所をチェックした

り，歯ブラシの動かし方を工夫したりしながら，う

まくみがけるように学習をする。ブラッシング指導

を行い，低学年の児童にほめられたり喜んでもらう

ことにより，充実感や達成感を持つことができる。

また，低学年の児童は上手なみがき方が分かり，感

謝や尊敬の気持ちを持ち，お互いの間に信頼関係も

生まれてくる。これは心の健康教育にもつながり良

いことである。

� 歯んたま（歯みがきチェック）

毎月１回，朝活動の時間に全校一斉に，全教員と

保健委員の児童が中心となり行っている。歯んたま

の結果は，「歯んたま個人記録表」に反省と来月の

目当てとともに記入する。これは自分のブラッシン

グ方法を見直し，次の目標を立てる良い機会となっ

ている。

４学年 女子『めざせ歯んたまＡ』

※「歯んたま」とは，本校独自の言葉である。アニメ
「忍たま乱太郎」をもじったもので，忍者の卵であ
る乱太郎が辛い修行を乗り越え，立派な忍者をめざ
すことから，辛い修行（？）を乗り越え，歯の健康
の達人になる，というコンセプトである。忍者のた
まごを省略して「忍たま」となるように，歯みがき
名人の卵を省略して「歯んたま」になった。

前歯の裏側にも気をつけて２学年 『第一大臼歯は王様みがきで』
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� 歯みがきタイム

給食後は，学級毎で歯みがきを行う。いすに座

り，鏡を見ながら，音楽に合わせて６分間ブラッシ

ングを行う。歯みがきのルールが決めてあるので，

どの学年も同じ順番でみがいている。また，各学級

には歯垢染色剤が常備してあり，学級担任が時々

チェックを行う。

３．保健管理

� 歯科健康診断

４月と１２月の年２回実施している。事前に記入さ

れた保健調査票に目を通しながら行うため，その場

で担任も一緒に問題点についての健康相談を実施す

ることができる。その結果は文書で家庭に知らせる

ようにしている。

� フッ化物塗布

年１回，全校児童を対象に第一大臼歯，第二大臼

歯の健全歯とCOの歯にフッ化物塗布を行ってい

る。保護者の希望により実施しているが，昨年度も

全員の児童が実施した。

� 歯ブラシの保管

各学級にある紫外線殺菌灯付き保管箱に入れて管

理している。

� 歯の写真撮影

１年生・２年生・６年生では歯の写真撮影を行っ

ている。正面の歯並び（１・６年）と第一大臼歯

（２・６年）の写真である。これらの写真は，保護者

も一緒にみてもらい，授業でブラッシング方法を学

習するときなどに活かしている。また，６年生では

卒業前の授業で使い，卒業アルバムにものせている。

� ピカピチ教室

健康診断でG，GOが認められた児童を対象に，

毎月開いている。ブラッシング指導だけでなく，生

活習慣や食生活なども見直しながら個別に指導を行

う。その結果，改善した児童には学校歯科医さんの

診断を受け，「ピカピチ免許皆伝」の証を渡している。

� CO指導教室

健康診断でCOの歯が認められた児童を対象に，

指導を行う。どの歯がCOなのかを知らせ，この歯

フッ化物塗布の様子給食後はいすに座り鏡を見ながらブラッシング
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をむし歯にしないように，食生活やブラッシング方

法などについて学習する。

４．児童保健委員会の活動

� 歯んたま

毎月１回の歯んたまの時間には，教師と一緒に，

染め出し，ブラッシング指導，仕上げみがきなどを

行う。「歯んたまの基準」（判定基準）を決め，判定

も行う。歯んたまの結果が良かった児童には，学期

毎に歯んたま賞，がんばり賞を渡す。年間を通して

歯んたまの結果が良かった児童は，歯んたまチャン

ピオンとして表彰する。

� 歯ブラシチェック

毎月１～２回，全校児童の歯ブラシを調べる。毛

先の開き具合や大きさなどを調べ，取り替えが必要

な物にはシールを貼り，本人・学級担任に知らせる。

� 集会活動

歯の健康集会やおやつ歯んたまの時などに発表を

行う。歯の健康集会では，「集まれなかまたち」と

題してゲームを行った。全校児童が面をかぶり，他

の児童のヒントで，自分が何の面をかぶっているか

を想像し，共通点を持つなかまで集まるというゲー

ムである。これはヒントを出す児童も，また，聞い

て考える児童も大変勉強になった。

児童が家で食べたおやつの空き袋や空き缶を持ち

寄り，グループ毎でなかまわけをさせたところ，全

てのグループが，パッケージの成分表示を見なが

ら，砂糖のあるなしで分けることができた。

ジャンボ健康カルタを作り，全校児童がカルタ取

りに挑戦した。このカルタのことばは，健康生活に

ついて児童が考えたが，３分の１以上は，歯・口の

健康に関するものだった。児童の歯・口の健康に対

する意識の高さを感じた。

おやつ歯んたまでは，おやつのとり方や選び方だ

けではなく，その日に試食するおやつに関していろ

いろと調べて発表し，全校みんなで学習した。

COの歯をむし歯にしないように気を付けよう

歯の卒業写真

６年間の成長の記録とともに
アルバムの１ページを飾る

カルタ取り大会
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� 調査活動

おやつ調べをすることにより，自分たちの食べて

いるおやつを見直すことができる。調べた結果はま

とめて知らせ，好ましいおやつ選びについて発表し

たり掲示などで啓発する。

歯みがき調べは，歯みがきカレンダーにチェック

することにより，少しでも意識の向上になり習慣化

につながればと思い実施している。

５．組織活動 ―家庭・地域等との連携―

� 職員研修

健康教育を効果的にすすめるためには，学校・家

庭・地域が連携を取りながら行うことが大切であ

る。教育的な活動は，学校を核として家庭・地域へ

と広げていかなければならない。そのためには，教

職員が歯科保健に関する知識や，これまでの取り組

みなどについて知る必要がある。そこで，学校歯科

医さんを講師に招き，校内研修を行い教職員の目的

意識を一体化し，「歯と口からの健康教育」に取り

組んでいる。

� おやつ歯んたま

おやつについての集会を年２回行う。地元でとれ

る野菜や手作りのおやつなどを紹介し試食する。こ

のおやつ歯んたまは，自分が普段食べているおやつ

を見直す良い機会となるだけではなく，おやつの選

び方やとり方なども学ぶ。保護者も一緒に試食した

り話したりしながら集会に参加をする。このおやつ

このお菓子の中にさとうは入っているかな？ 学校歯科医さんを招き研修会を行う

ボランティアの皆さんでおやつ作り 地元で取れる野菜もおやつに
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歯んたまは，楽しみながら学ぶことができるので人

気がある。

� 親子歯みがきチェック

年３回，６月，夏休み，１１月に実施している。親

子で一緒に口の中の状態を観察することにより，ブ

ラッシング方法を見直したり考えたりする良い機会

となっている。また，お互いの口の中を見て教えた

り教えられたりするので，心のつながりや相手を思

いやる気持ちも生まれてくる。

� 標語の掲示

PTA厚生委員会では，歯・口の健康，健康生活

に関する標語を全校児童・保護者から募集する。こ

れは健康についての意識を高めてもらおうと実施し

ているが，学校での取り組みを地域の人たちにも広

め，理解してただくように，町内，家庭，校内に掲

示している。

� 乳幼児学級に参加・交流

PTA厚生委員会では，乳幼児期から歯・口の健

康に気をつけることが大切であるので，お母さんた

ちにも意識を高めてもらおうと話し合った。厚生委

員のメンバーが，お母さんたちに，自分の子育て体

験を交えながら歯の健康や食生活についての話しを

したり，質問に答えたりしながら交流を行った。

乳幼児学級に参加 劇「自分の歯を守ろう」

園児と一緒に手作りおやつを食べる 調理実習の様子
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� 保育園訪問

「歯と口からの健康教育」に関する指導は就学前

から必要である。そこで交流と指導をかねて，４年

生と５年生の児童が保育園を訪問する。４年生は手

作りおやつの紹介と試食，歯みがき指導，劇や遊び

などを行う。５年生は，次年度に小学校へ就学する

園児を対象に学校紹介，歯みがき指導，遊びなどで

交流する。園児が小学生と触れ合うことで親しみを

感じ，安心して就学できるようにとのねらいもあ

る。児童は園児に頼りにされたり喜ばれたりするこ

とで充実感や達成感を得ることができる。

� 親子健康料理教室（ごはん歯んたま）

歯や体に良い料理を，栄養士さんの指導を受けて

親子で作る。親子の触れあいの場となり，また，家

で取れる野菜も使い，簡単にできる物を紹介するの

で家庭でも作りやすく好評である。

� 地域のお年寄りとの交流

町内の８０２０達成者の方を招いて授業を行い，

話しを聞いたり，また，家を訪ねたりして交流を

行った。そこで学んだことは集会でも発表した。高

齢者との触れあいは，お年寄りをいたわる気持ちも

生まれ，心の健康の面からも大変プラスとなった。

� １年親子健康教室

給食参観，歯みがき指導，給食の試食，歯・口の

健康について親子での学習会を行う。低学年では特

８０２０達成者の方を講師に招き授業を行う 親子で一緒に歯の学習

自分の歯の写真を見ながら親子で学習 学校歯科医さんの話に耳を傾ける
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に家庭での実践が大切なので，意識を高めてもらう

ために入学後の早い時期に行っている。歯科衛生士

さんが講師となり毎年開いている。

� 参観日に歯の授業

２年生の授業参観日に，親子で「第一大臼歯を守

ろう」の授業を行う。自分の歯の写真を見ながら，

学校歯科医さんの指導を受けるので，分かりやすく

関心を持って取り組むことができる。この授業で

COについても学習する。

６．成果と課題

・本校では，継続して「歯と口からの健康教育」に

取り組んできたため，児童・家庭の関心度も高

い。長年の取り組みの成果は，DMF歯数の低下

からも伺うことができる。

�毎年，学校歯科医さんを講師に招いて職員研修を
行い，教職員が共通理解し，同一目標に向かって

取り組んできた。取り組みについては毎年評価を

し，次年度へつなげるようにしている。

�歯科保健に関する保健学習・保健指導が位置付い
ており，全学年で実施し成果を上げることができ

ている。

�乳幼児学級・保育園・８０２０達成者などへの訪
問や交流を行い，地域との連携も広がってきた。

�ペア歯みがき，歯んたまなど児童同士のふれあい
はブラッシング方法の上達だけではなく，自己教

育力の育成や心の健康にも成果が上がっている。

�賞（歯んたまチャンピオン・歯んたま賞・がんばり
賞など）をつくり，認めほめる機会を多くしたこ

とにより，やる気を起こさせることができている。

�自分にあったブラッシング方法を工夫したり，歯
や体に良いおやつを選んで食べたり買ったりする

ことのできる児童が増えてきている。

△

「歯と口の健康教育」に関する知識や関心のある

児童は増えてきたが，実行に結びつけるためには

今後も継続した指導が必要である。

△

指導，取り組みがマンネリ化にならないように，

今後も教員の研修を行っていくことが必要であ

る。

△

長期休暇中の指導，家での食生活指導など学校と

保護者が一体となって取り組んでいく必要がある。

△

生涯にわたり自己管理のできる子を育成するため

に今後も継続した指導を行っていく。

☆＝最優秀賞受賞年

☆

DMF歯数の推移のグラフ
（全日本学校歯科保健優良校表彰最優秀賞を受賞した平
成７年以降も歯科保健への取り組みが高い水準で継続
されていることを示す。）
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１．はじめに

平成１４年度に本校は，第４１回全日本学校歯科保健

優良校表彰最優秀賞を受賞しましたが，「その後の

学校の様子はどうですか？」の問いに答える前に，

私が赴任した当時からの時系列に従った記載をした

ほうが読者には分かりやすいのではないかと思われ

るので，若干，付記させて頂きます。

私が本校に赴任したのは，平成２年度からであり

ました。開校７周年目の新設校であり，私の前にお

二人の学校歯科医がいましたが，児童生徒の数が多

く，大変だという理由で交代されていました。私の

赴任した初年度は，約８９０名の児童生徒がいまし

た。確かに大変で，一人で健康診断をすると３日間

かかりました。その当時の学校歯科保健活動は，健

康診断が主な活動で，学校長や養護教諭に活発な学

校歯科保健活動をお願いしても手一杯という学校側

の反応でありました。学校保健委員会も開催されて

いませんでした。

しかし，転機が平成５年に訪れました。平成５，

６年度文部省「むし歯予防推進指定校」になったの

です。

２．むし歯予防推進指定校研究を経験して

苦労をした２年間でしたが，本校にとっては転換

点になった大きな契機でした。その後は，学校長が

４人交代されましたが，学校保健委員会を年間３

回，行っています。また，その指定校研究をしたこ

とが本校の学校歯科保健活動の伝統になり，継続し

ている力となっています。

そして，こどもたち自らの歯・口の健康つくりを

目指し，また，現在の養護教諭の上野弘子教諭が赴

任されて来て，その実践をしてきて指定研究後８年

目に受賞したわけであります。

３．実地審査

受賞する前は，「こどもたちの自主性を重んじて

………」という学校の意向もあり，また，研究指定

校のときの苦労もあったので，「無理なく，永く継

続できる，自然発生的な学校歯科保健活動」を私も

学校にお願いしていました。しかし，最優秀賞の実

地審査に前会長の西連寺愛憲先生が来校され，指導

講評をされたのですが，「小学校期においては，自

主的な行動は所詮，期待しても無理で，学校は意図

的に指導したり，学習させることでこどもたちは良

い習慣を身に付けてゆくのではないでしょうか。」

と述べられました。その場に居合わせた学校教職

員，PTAは痛く感銘し，その後は，意図的にその

環境を整え，機会を設けるようになりました。

４．受賞して３年目

受賞前後の詳細な活動は上野弘子養護教諭の記載

をご覧頂きたいのですが，受賞後の児童生徒や

PTA，教職員たちのフィーバー（熱狂）は盛り上

がりに盛り上がり，現在はすばらしい学校歯科保健

活動が展開されています。こどもたちは活き活きと

楽しんで「歯・口の健康つくり」に取り組み，「生

きる力」を養っています。

一昨年度に開校２０周年を迎え，学校長は６名，養

護教諭は３名が交代しています。研究指定校以後，

残っている人間は私だけになりました。「学校」と

いうところは伝統の力が大きく，学校歯科保健に関

して言えばキーパーソンは，学校歯科医かも知れま

せん。しかし，その時期，その時期のキーパーソン

は，養護教諭であると思います。本校に関して言え

ば，学校経営の責任者である学校長の理解なしには

できないのでありますが，上野養護教諭の人間性に

依るところ大であります。

今後，更に児童生徒が自らの健康を考え，自らの

問題を解決してゆく力を養うために尽力してゆく所

存です。そして，このこどもたちが大人になった時

代は，どのような健康の価値観が創造されるのか楽

しみにして頑張りたいと思っています。

東京都品川区立八潮南小学校

学校歯科医の立場から

全日本学校歯科保健優良校最優秀賞を
受賞してからその後について

学校歯科医 丸山進一郎
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本校は，東京都品川区の東に位置する，近代的な

「八潮パークタウン」の中にある児童数１３０名の小

規模な学校です。多くの樹木やビオトープがあり，

恵まれた環境となっています。

また，日本初の経済を学ぶスチューデントシティ

の施設もあります。児童は，同学年はもとより，活

発に実施している縦割り班活動により，異学年との

交流も盛んで皆仲が良く，学校全体が明るい雰囲気

に包まれています。

本校の教育目標は，「明るく元気な子」「よく考え

工夫する子」「心豊かで思いやりのある子」の３つ

です。目指す教育は，「生涯にわたって自分を自ら

の意志で高め，よりよく生きていこうとする資質・

能力・態度を身に付け，健康でしかも心豊かな人間

の基礎を育成する」です。その具現化のために，特

色ある教育活動として「RDH教育」を掲げ，読書

活動（Reading），異年齢集団活動（Different age

group），健康教育（Health）に学校全体で取り組

んでいます。

歯科保健活動では，平成５・６年度文部省「むし

歯予防推進指定校」として，研究主題「自分の健康

に関心をもち，進んで健康な体づくりに取り組む児

童の育成」を行いました。

そして，平成１４年度に，第４１回全日本学校歯科保

健優良校表彰において最優秀賞を受賞しました。

 

本校では，ヘルスプロモーションの考え方を根底

に捉え，児童が健康に対する意識を高め，生涯を通

じて自らの健康を管理し，改善していく資質や能力

を育てることを健康教育のねらいとしています。ね

らいに迫るため，健康に関する一定の内容を，児童

がその発達段階に応じて学ぶことが大切であると考

え，本校独自の健康カリキュラムを作成しました。

それに沿って学習を展開し，主体的に自己判断や自

己決定が行えるようにしています。

例えば，年４回，学校全体で「けんこうタイム」

を設定し，児童に対して，健康に関する指導を行い

ます。各回のテーマは，「基本的な生活習慣」「歯・

口の健康つくり」「体を知る」「食と健康」で各学年

の担任が行います。

 

本校の歯科目標は，「自らの歯・口の健康に対す

る意識を高めるとともに，実践的態度を培い，生涯

を通して歯・口の健康を管理し，改善していく資

質・能力・態度を身に付ける」です。この目標達成

のための教育活動を『歯っぴいプロジェクト』と呼

び，実践的な取り組みを行っています。

歯っぴいプロジェクトの中で，児童を車に例える

ならば，それは意識化であるガソリンと実践化であ

るエンジンがあってはじめて，自らの健康という車

を動かしていくことができると考えています。

東京都品川区立八潮南小学校

養護教諭の立場から

はばたく歯っぴいプロジェクト
―全日本学校歯科保健優良校最優秀賞を受賞して３年目の取り組み―

養護教諭 上野弘子
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この車は，歯科保健目標，保健目標，教育目標へ

と続く坂道を登り，より高い目標へと迫ります。そ

の坂の勾配をゆるやかにするために，学校の指導で

児童自らの力を高めたり，学校歯科医，家庭と連携

したりするなど，周りの環境を整え充実するように

しています。

 

� 児童に関する指導実践

①健康に関するカリキュラム

健康な生活を児童自らつくることができるよう

「ヘルスプロモーション」の考え方に立ち，日常的

に自分の健康や食生活に関心をもたせるとともに実

践的な態度を培うことをねらいとして栄養士の協力

をいただき実施しています。

第４学年『食と健康』

栄養のバランスについて知り，生活に生かそうと

する意識を高めることをねらいとしています。

�内容
�主食・主菜・副菜が揃っていると栄養のバラン
スがとれていることを知る。

�栄養バランスシートを使い，給食について調べる。
�栄養士さんになって給食の献立を立てる。
②健康ブック

健康に関する学習ごとのワークシート（健康ブッ

ク）は，児童一人一人の記録とすることをねらいと

しています。

この健康ブックは３年間継続してファイルしてい

ます。保健室に常置し，学習の振り返りや積み重ね

に役立てています。

学習後はその内容を家庭に知らせ，家庭での実践

化に役立ててもらえるようにしています。家庭から

の感想や意見も記入できるようにしています。

自分で考えた献立をうちで
つくってみます
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③はっぴい週間

児童自ら歯・口の健康つくりについて意識の高揚

を図るため，各学期に１回「はっぴい週間」を設定

しています。

はっぴい週間では，全校一斉の歯みがきタイムを

設定したり，はっぴいサポーターによる様々な啓発

活動を行ったりしています。

「はっぴいサポーター」は，児童の自発的な活動

として，３年生以上の希望者で構成されています。

歯・口の健康つくりに関するアナウンスやはっぴい

集会などを行っています。

④学童歯みがき大会

意識の高揚と実践力を付けるための学校行事とし

て，東京都学校保健会，ライオン歯科衛生研究所主

催の学童歯みがき大会に５年生が参加します。歯み

がき大会に参加する前に，大会の実行委員として「は

ぴいポッター」というボランティアが自発的な活動

を行います。スローガンづくり，プラカード，名札

など自分たちで考え，大会に参加後は，全校児童へ

の報告を行いました。

� 学校歯科医との連携における実践

①歯科健康診断（歯の健康カード）

歯科健康診断を春と秋の年２回行っています。春

の結果を踏まえ，秋の健康診断前に「歯の健康カー

ド」を使い，歯・口のことに関して自ら気付かせる

ようにしています。４年生以上は家庭で鏡を使って

口の中を調べ，気になることなどを記入し，健康診

断を受けています。

また，保護者からの相談や質問も記入できるよう

にしています。健康ブックにファイルしているの

で，前年度の記録を振り返ることもできます。歯科

健康診断の際には，学校歯科医がこの健康カードを

はっぴいサポーター

はみがき大会にでて，みが
きかたが変わりました

健康ブック

歯みがき大会
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基に一人一人個別指導や相談を行うなど，丁寧にみ

ていただいています。

②学校歯科医による講話

６年生児童には，学校歯科医による講話を行って

います。「歯・口の健康を考えることは自分の体・

命を大切にすること」という内容を中心に学習を深

めています。

③歯垢の染め出し

３年生児童には，学校歯科医による講話と歯垢の

染め出しを行っています。「歯のはえかわり」につ

いて知り，前歯の内側をきれいにみがく方法を学び

ます。

� 学校保健委員会

平成９年度より，学校医・学校歯科医・薬剤師の

方々の指導助言をいただきながら，年３回保護者・

教職員の参加のもと実施しています。そのうち１回

は「歯・口の健康つくり」がテーマです。事後には

学校保健委員会報告を作成し，職員会議等の場で共

通理解を図ったり家庭へ知らせて啓発したりしてい

ます。

①歯みがきタイムに自ら進んで歯みがきをしている。

本校では，学校で設定しているからというのでは

なく，日常的に進んで歯みがきができる児童を育て

たいと考え，給食後の歯みがきタイムを特に設定し

ていませんでした。

しかし，はっぴいプロジェクトを通して取り組ん

でいく中で，給食後の歯みがきを進んで行う児童が

よごれの場所がわかっ
て，かがみを見てみがく
ときれいにみがけるのが
わかった。

歯垢の染め出し
歯の健康カード

自分の体を大切にするの
は，歯も大切にすることだ
とわかった。毎日，きちん
とみがこう。

体を大切にすること
は，日々の積み重ねだ
と思う。

学校歯科医による講話
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増えてきたという変化が見られるようになってきま

した。特に受賞後は，その姿に変容が大きくみられ

てきたので，平成１７年度からは，一層そのような児

童が増えるよう，給食後に音楽を流し，歯みがきタ

イムのお知らせをしています。あくまで「必ず歯み

がきをする時間」として管理的に行わせるものでは

なく，自分で考え，歯みがきを実行することができ

るようにしています。

②はっぴいサポーターの活動が積極的に展開している。

活動内容は，アナウンスやはっぴい集会，はっぴ

い劇場など各回ごとに工夫して取り組み，自発的な

活動を行っています。

また，受賞後，はっぴいサポーターの活動も積極

的に展開しています。その一つに近くの八潮わかば

幼稚園に行き，パネルシアターなどを行い，歯・口

の健康つくりを校外へも広げる活動もしています。

③はっぴいサポーターの活動が他の活動にも広がり

をみせている。

保健給食委員会では，『歯と口の健康つくり』を

年間の活動テーマとして，「みんなの歯と体を守る」

ことを目標にしました。

１学期は，歯の健康まつりを行い，２学期は１１月

８日（いいはの日）に向けての取り組みを考えるな

ど，はっぴいサポーターとはまた違う活動を工夫し

ています。

 

けんこうタイムでは，全クラスで健康に関する指

導を行っています。

平成１７年度から，年間４回「けんこうタイム」を

設定し，全クラスで一斉に各担任が，健康に関する

指導を行っています。

テーマは，�基本的な生活習慣
�歯と口の健康つくり
�体を知る
�食と健康 です。

そのテーマに沿って，学年の発達段階に応じた内

容の指導を行っています。教員の健康に関する意識

も高まり，児童と一緒に歯みがきを行い，日常でも

歯についての話をすることが増えました。

【学校保健委員会のテーマ（年度別）】

【平成１３年度】
第１回 目の健康管理
第２回 歯科保健

～２学期を振り返って～
第３回 食について

【平成１４年度】
第１回 基本的な生活習慣

～歯と口の健康つくり～
第２回 健康な生活を送るための基礎基本
第３回 喫煙薬物乱用防止

【平成１５年度】
第１回 健康に関するカリキュラム

南小オリジナル
第２回 歯と口の健康つくり

～はっぴいプロジェクト～
第３回 喫煙薬物乱用防止

【平成１６年度】
第１回 食と健康
第２回 歯と口の健康つくり
第３回 薬物の乱用防止

はっぴいサポーター

保健給食委員会
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健康ブックを通して，

保護者からの声が寄せら

れています。受賞は，保

護者の方にも改めて歯・

口の大切さを考えるきっ

かけとなりました。

PTAから，全校児童

への歯ブラシプレゼント

や，給食試食会での歯・

口の健康つくりに関する

内容など，学校と家庭と

の連携が深まっています。

 

受賞をきっかけに，歯・口の健康つくりが，本校

だけの取り組みから広がりを見せています。近隣の

幼稚園へは，はっぴいサポーターの活動を通して，

また，卒業生の通う中学校では，本校での経験が委

員会活動などで生かされています。

区内の小学校養護教諭を対象として，本校の実践

を発表したことで，他校の歯と口の健康つくりに対

する取り組みにも刺激を与えたようです。

また，反対に他校の実践からも多くを学ばせてい

ただき，本校の歯・口の健康つくりの内容を深める

ことができました。

 

『歯・口の健康に関して，自ら考え，判断し，行

動できる子ども』を目指すことは，今までもそして

これからも変わることはありません。

よく考え，適切な判断をするために必要なこと

は，知識・理解と豊かな体験です。それを基盤とし

て行動することができる実践力を身に付けさせたい

と考えています。そのために歯っぴいプロジェクト

を継続し，さらに広げて発展させたいと思います。

歯・口の健康を自分のものとしてとらえることは

もちろん，家族・友達・周りの人たちにも広げ，さ

らに地域とかかわりをもつことができたら，歯科保

健目標に大きく近づくことができると考えます。

本校には，校歌の他に，八潮南小讃歌というもの

があります。

「♪八潮南，ここは未来への発射台 スリー

ツー ワン ゼロ とびだそう 空へ♪」

という歌詞のように，歯っぴいプロジェクトも未来

へ羽ばたいていきたいと思います。

けんこうタイム

歯の染め出しやはっ
ぴい週間など，南小
は歯のことに力をい
れているので良い。

言われるから歯を
みがくのではな
く，自分で自分の
歯を大切にすると
いう意識が育って
います。



■趣 旨 歯及び口腔に関する保健教育並びに「生

活習慣病予防等を目指した歯・口の健康

つくり推進事業」の運営等について協議

を行い，学校歯科保健活動の充実を図る。

■主 催 文部科学省，社団法人日本学校歯科医会

■期 日 平成１７年６月１６日（木）

■会 場 独立行政法人国立オリンピック記念青少

年総合センター センター棟３０９会議室

■対象者 平成１７年度学校歯科保健調査研究事業の

「生活習慣病予防等を目指した歯・口の

健康つくり調査研究事業」関係者（研究

担当者，学校歯科医等）及び各都道府

県・指定都市教育委員会等において歯科

保健の指導を担当する者。

■日 程

■内 容 １．開会式

２．説明及び講義

�説 明

「生活習慣病予防等を目指した

歯・口の健康つくり調査研究事業

の考え方、進め方」

文部科学省スポーツ・青少年局体育官

戸田芳雄

�講 義

「歯・口の健康つくりのための

学校歯科保健活動について

―とくに健康教育としての食教育

を中心に―」

日本大学総合科学研究所教授

赤坂守人

３．実践発表及び研究協議

�発 表

福岡県大牟田市立大牟田小学校

滋賀県草津市立老上中学校

静岡県立浜松南高等学校

�指導助言

文部科学省スポーツ・青少年局体育官

戸田芳雄

社団法人日本学校歯科医会常務理事

柘植紳平

平成１７年度

生活習慣病予防等を目指した
歯・口の健康つくり調査研究事業連絡協議会

6月 16日(木)

９：３０
受 付

１０：００
開会式

１０：１５
説 明

１１：００
休 憩

１１：１０
講 義

１２：３０
昼 食

１３：３０
実践発表及び研究協議

１６：００

開催概要
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1. はじめに

2. 研究推進のための基本的な視点

① これまでの指定校等の成果から

・歯・口の健康は，心身の健康つくりの入り口で

あり，具体的で分かりやすく，広がりがある。

・歯・口の健康つくりの成果は，疾病予防だけに

留まらず，幼児児童生徒（以下，「子ども」と

いう。）理解の深化や開かれた学校づくり，全

人形成の基礎づくりなど教育の活性化につながる。

② 本事業実施の趣旨とねらい

〈要項を作成する際に，考慮したこと〉

・「生きる力」をはぐくむ観点から，地域と連携

を深め，健康教育の充実を目指す。

子どもの歯・口の健康つくりを入り口に，教

育と管理の両面から組織的な活動を展開し，生

涯を通じる健康の基礎づくりを目指す。特に，

歯肉炎の予防，口腔機能の健全な発達などに重

点を置き，学校歯科医，地域の歯科医・関係機

関などとの連携を図る。なお，健全な歯・口を

維持するため，歯の外傷防止にも留意する。

・新たに作成された「『生きる力』をはぐくむ学

校での歯・口の健康つくり」（学校歯科保健参

考資料）の具現化を目指す。

③ 昨年までの指定校との主な違いと方向

・小学校のみの指定から，希望する学校種を対象に

・むし歯予防を基盤に，生活習慣病，口腔機能の

発達等新たな課題への取組を強化

・健康教育及び「CO」「GO」等の健康診断事後

措置で，学校，家庭，学校歯科医及び地域の保

健・医療機関等との連携をより具体的に

・歯・口の健康を入り口に，確かな健康観や健康

的な生活習慣の確立など心身のトータルな健康

つくりを

� 学校教育目標の具現化を図り，歯・口の健康つ

くりを中心として心身共に健康な児童生徒の育成

を図る。（健康に関する教育，管理，組織活動を

総合的に進める。）

� 学校における歯・口の健康つくりの意義や目標

等について，教職員の共通理解を図り，全教職員

で指導に当たる。

� 学習指導要領総則第１の３「体育・健康に関す

る指導」の趣旨及び学校歯科保健参考資料の内容

を参考に，教育活動全体を通じて健康教育を推進

する。

① 実践は，学校・家庭・地域の連携を基本と

し，学校間の交流も考慮する。

② 指定の地域の学校の数や規模，実情に応じ

て，機能的な研究体制を整備する。

③ 学校歯科医・地域の歯科医師会・関係機関，

保健関係部局等との連携を深める。

説 明

生活習慣病予防等を目指した歯・口の
健康つくり調査研究事業の考え方，進め方

文部科学省スポーツ・青少年局 体育官 戸田芳雄
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3. 研究の過程（プロセス）

4. 研究全体の成果を多面的に評価する

① 現状等を分析し，課題を明らかにする。

�学校及び周辺地区等の歯・口の健康つくりの状
況等の把握

�子どもの歯・口の健康つくりに関する意識や行
動等の実態，指導経過の把握と課題の明確化

�学習指導要領総則第１の３「学校における体
育・健康に関する指導」の具現化

�「生きる力」をはぐくむこと，学校教育目標で
目指す子ども像の具現化

（歯・口を窓口に心身の健康教育全般，引いて

は教育活動全体が高まるように）

�校内の心身の健康つくりに関する指導体制の見
直し

② 研究仮説（あるいは見直し）を設定し，研究内

容等を整理する。

�歯・口の健康つくりの目標及び内容を設定し，
研究の全体構想を練る。

・学校教育目標の具現化の視点から，全体構想

を練って，図や表にする。

�歯・口の健康つくりの内容を教育課程に位置付
け，学校保健計画及び学級活動・ホームルーム

活動の指導計画など関連する計画を作成・改善

する。

�研究テーマ等の設定
・各学校の実態，学校教育目標を踏まえて決定

�歯・口の健康つくりに関連する指導内容及び機
会の整理

・体育・保健教育での学習（毎日の生活と健

康，病気の予防）

・学級活動，児童生徒会活動及び学校行事等の

特別活動での指導

・課外指導や個別（グループ）指導

・生活科，「総合的な学習の時間」での積極的

な取組

�学校歯科医等の助言と教育活動への参画
�健康診断の適切な実施と事後措置の効果的な方
法等の検討

�家庭や地域と連携した歯・口の健康つくりの取組
�研究主任，保健主事，養護教諭等を中心に，関
係教職員と連携し，作成する。

�養護教諭，学校栄養職員，学校歯科医等の専門

性を生かした指導（協力授業等）の推進

③ 研究活動の具体的な計画を作成する。

�研究授業，教職員研修等の内容及び機会の設定
�調査や観察などの情報の収集
�評価計画の作成
�教材や教具の作成，整備
�環境の整備，改善
�養護教諭，栄養教諭・学校栄養職員，学校歯科
医等の専門性の活用，地域との連携による教育

と管理

④ 家庭，地域社会との連携及び学校間の交流等に

ついて検討する。

�開かれた学校づくりの一層の推進（双方向で）
�学校保健委員会の構成，議題の工夫や運営の活
性化

�指定地域内の学校等との連携及び活動の交流
�地域社会の健康関連行事への積極的な参加，関
連機関・団体等との連携

【実 践】

実践を具体化し，結果について評価するととも

に，計画などの改善を行う。

�計画を元に，課題解決に取り組む。

① 指導の評価

�指導計画の評価
�指導方法や過程等の評価
�指導の成果の評価
・子どもの意識，行動の変容

・保護者（及び地域の人々）の意識，行動の変容

・う歯等の状況の改善状況

② 研究の体制，過程（手順）等の評価

・研究体制と各組織の活動の評価

・研究の計画及び過程（手順）等の評価

・学校歯科医，家庭，地域社会等との連携状況

の評価

③ 歯・口の健康つくりにかかわる学習環境等の評価

・掲示物の内容と時期

・洗口場等の整備や活用の仕方

実態
の
把握

� 重点
の
設定

� 計画
の
作成

� 実践 � 実践の
評 価

� 計画，方法
等の改善
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5. おわりに

④ 研究の成果

・子どもの望ましい変容（意識，行動等）

・家庭，地域等との連携の成果

・その他の成果

⑤ 課題の整理と焦点化

改めて，要点をまとめると，以下のようになる。

昭和５３年度から実施してきた指定校事業を発展的に

解消し，今年度から本事業を実施する。関係の皆様

方の力をお借りして生涯にわたる子どものQOL向

上と幸福な人生のために大きく育てていきたい。そ

の指針として，本年３月に発刊された学校歯科保健

参考資料を参考にされたい。

① 他律から自律への移行を進める。

治療や他律的な管理中心から，教育によって一

人一人の子どもの意識や行動を変え，自己の健康

を管理できるようにする。

具体的なことから一歩一歩，自律へ

② 一方で，ハイリスクの者への個別指導と管理を

強化する。

③ 一人から皆で進める体制を整備し，活動を進める。

保健主事や養護教諭などの意識の高い少数の者

だけでなく，学級担任や家庭，地域を含めて皆で

育てていくように努める。

学校保健委員会の設置・活性化が一つの方法

④ 歯・口から心身全体のトータルな健康つくりへ

発展させる。

むし歯予防など歯・口だけにとどまることな

く，幅広く心身の健康への関心を高め，健康で活

力のある子どもを育てるよう視野を広げる。

目指す子ども像の設定が不可欠

⑤ 学校歯科の取組の輪を地域に広げる。

学校保健と地域保健の双方向の連携

【資料】＊本号７７ページから８６ページに掲載。

【資料１】「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり 概要

平成１７年３月 文部科学省

（社団法人日本学校歯科医会刊）

【資料２】平成１６年度 学校保健統計調査結果（抄） 文部科学省

【資料３】歯牙障害の発生数の推移 （独）スポーツ振興センター資料

〔参考文献〕
・発達段階に即した歯みがき指導のしおり 平成４年３月 �日本学校保健会
・歯・口の健康つくりめざして 平成７年３月 �日本学校保健会
・歯・口の健康つくりめざしてⅡ 平成１０年３月 �日本学校保健会
・歯・口の健康と食べる機能 平成１１年２月 �日本学校保健会
・学校保健委員会マニュアル 平成１２年２月 �日本学校保健会
・生きる力をはぐくむ歯・口の健康つくり 平成１３年２月 �日本学校保健会
～総合的学習の時間で何ができるの～

・学校保健活動推進マニュアル 平成１４年２月 �日本学校保健会
・保健主事の手引（三訂版） 平成１６年２月 �日本学校保健会
・歯肉の状態から健康つくりを考えよう 平成１６年２月 �日本学校保健会
・歯肉の状態から健康つくりを考えよう 平成１７年２月 �日本学校保健会
～教育資料編（CD ROM）～

・「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり

平成１７年３月 文部科学省

（社団法人日本学校歯科医会刊）

・学校管理下の死亡・障害事例と事故防止の留意点 平成１４年３月 （独）スポーツ振興センター
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１．趣 旨

幼児児童生徒の歯・口の健康課題の変化等に対応して，教職員（校長，教頭，学級担任，保健主

事，養護教諭，学校歯科医等）向けの学校における歯科保健教育及び歯科保健管理に関する参考資料

を作成し，幼児児童生徒の歯・口の健康つくりに資する。

２．事業の概要

幼稚園，小学校，中学校，中等教育学校，高等学校及び盲学校，聾学校，養護学校における歯科保

健教育及び歯科保健管理に関する参考資料を作成する。

３．作成方法

作成に当たっては，学識経験者等の協力を得た。

４．特 徴

５．内 容（抄）

第１章 総 説

（要旨） 学齢期は，乳幼児期の他律的な健康管理から成人期の自律的な健康管理への移行を図ると

いう極めて重要な時期である。自律的な健康つくりのためには，学校において，家庭や地域社会と連

携した学習や指導によって，子どもに必要な態度や習慣を培うことが重要であり，そこに，学校とい

う教育の場としての特質がある。

しかし，子どもたちにとって，一般に健康に関する題材は実感的な理解を得るのが難しい。その中

で，歯・口を題材とした学習は，具体的で子どもに受け入れられやすく，かつ理解しやすい教材であ

る。また，歯・口の題材は，問題発見，問題解決や自らを律しつつ生活習慣の主体的な形成を図ると

いうような人間性の陶冶にも適しており，「生きる力」の育成にもつながる教材である。

加えて，生涯にわたる健康つくりの観点から，歯・口の疾患等を予防し，食べる，話すなどの口腔

機能の健全な発達を図ることは，日常生活におけるQOL（生活の質）の向上を図るためにも重要な

意味を持っている。

【資料１】

学校歯科保健参考資料
「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくりの概要

�ヘルスプロモーションの考え方を生かし，学習を通して自律的な健康管理ができるような資
質や能力を育成する視点を重視している。

�むし歯予防のみでなく，歯肉炎の予防，摂食などの口腔機能の健全な発達，歯牙の外傷防止
等の幼児児童生徒の歯科保健の多様な問題に即した内容としている。

�「生きる力」の育成を目指した学習指導要領の趣旨や内容に即した内容としている。
�幼稚園，小学校，中学校，中等教育学校，高等学校及び盲，聾，養護学校の教職員のための
資料とし，発達段階や障害等に応じた指導や管理ができるような内容としている。
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第１節 学校における歯・口の健康つくりの意義

第２節 心身の発達段階等からみた子どもの歯・口の健康つくりの課題（抄）

第３節 基本的な指導の考え方

第４節 目標及び内容

幼 児 １）よく噛んで食べる習慣づけ

２）好き嫌いを作らない

３）食事と間食の規則的な習慣づけ

４）乳歯のむし歯予防と管理

５）歯・口の清掃の開始と習慣化

６）歯・口の外傷を予防する環境づくり

小学生 １）好き嫌いなく，よく噛んで食べる習慣の確立

２）規則的な食事と間食の習慣の確立

３）上顎前歯や第一大臼歯のむし歯予防と管理

４）歯肉炎の原因と予防方法の理解

５）自分にあった歯・口の清掃の工夫

６）歯の形と働きの理解（歯の交換期）

７）休憩時間等での衝突や転倒等による歯・口の外傷の予防

中学生 １）咀嚼と体の働きや健康とのかかわりの理解

２）歯周病の原因と生活習慣の改善方法の理解と実践

３）第二大臼歯及び歯の隣接面のむし歯の予防方法の理解

４）歯周病や口臭の原因と予防等に関する理解

５）自分にあった歯・口の清掃方法の確立

６）健康によい食事や間食の習慣，生活リズムの確立

７）運動やスポーツでの外傷の予防の意義・方法の理解と実践

高校生 １）生涯にわたる健康つくりにおける歯・口の健康の重要性の理解

２）歯・口の健康つくりに必要な生活習慣

（咀嚼，規則的な食事，歯・口の清掃等）の確立

３）歯周病の予防の意義と方法の理解と実践

４）自分の歯・口の健康課題への対応

５）運動やスポーツでの歯・口の外傷の予防の意義や方法の理解と実践

１．歯・口の健康つくりの目標

学校における歯・口の健康つくりの目標は，子どもが発達段階に応じて，自分の歯・口の健

康課題を見つけ，課題解決のための方法を工夫・実践し，評価できるようにし，生涯にわたっ

て健康な生活を送る基礎を培うとともに，自ら進んで健康な社会の形成に貢献できるような資

質や能力を養うことにある。具体的には次の３つの目標が挙げられる。

� 歯・口の健康つくりに関する学習を通して，自らの健康課題を見つけ，それをよりよく

解決する方法を工夫・実践し，評価して，生涯にわたって健康の保持増進ができるような

資質や能力を育てる。

� 歯・口の健康つくりの学習を通じて，友人や家族など他人の健康にも気を配り，自他と

もに健康であることの重要性が理解できるようにする。

� 健康な社会つくりの重要性を認識し，歯・口の健康つくりの活動を通じて，学校，家

庭，および地域社会の健康保持増進に関する活動に進んで参加し，貢献できるようにする。
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第５節 教育課程への位置付け

第６節 歯・口の健康つくりの評価

第７節 学校歯科医の職務と役割

第２章 歯・口の健康つくりの理論と基礎知識

第１節 歯・口の発育と口の機能の発達

第２節 むし歯の原因とその予防

第３節 歯周病の原因とその予防

第４節 口の機能に関わる病気や症状とその予防

第５節 歯・口の外傷とその予防

第６節 歯・口の健康つくりと基本的生活習慣

第３章 歯・口の健康つくりの実際

第１節 教科における歯・口の健康つくりの進め方

第２節 総合的な学習の時間における歯・口の健康つくりの進め方

第３節 学級活動・ホームルームにおける歯・口の健康つくりの進め方

第４節 学校行事における歯・口の健康つくりの進め方

第５節 児童会・生徒会活動における歯・口の健康つくりの進め方

第６節 日常の学校生活における歯・口の保健指導

第７節 子どもの実態に即した個別指導の進め方

第８節 特別な配慮を要する子どもの歯・口の健康つくりの進め方

第９節 歯・口の健康つくりを進める環境づくり

第４章 歯・口の健康管理の実際

第１節 幼児児童生徒等の健康診断

第２節 健康診断結果の評価と活用

第３節 健康相談

第４節 歯・口の健康つくりに関する施設の整備

第５章 歯・口の健康つくりにおける組織活動

第１節 教職員の役割

第２節 家庭及び PTAとの連携や協力

第３節 学校保健委員会・地域学校保健委員会の活用

第４節 地域の関係機関・団体等との連携や協力

�歯・口の健康つくりQ & A

付録 関係法令・通知等

（要旨）学校歯科医は学校歯科保健活動を展開する上で専門的な立場から支援をおこなう非常

勤職員であり，学校保健法にその職務が位置付けられている。保健体育審議会の答申（平成９

年９月）においては，これまでの管理としての機能から，より積極的に教育に関与することが

推奨されている。学校歯科医の職務を明確にし，さらに学校保健関係職員との連携を深めるこ

とは，今後の学校歯科保健活動の充実にとって重要である。
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目 次

Ⅰ 調査の概要

Ⅱ 調査結果の概要

１．発育状態

２．健康状態

２．健康状態

� 疾病・異常の被患率等別の状況（表６）

疾病・異常を被患率等別にみると，いずれの学校段階においても「むし歯（う歯）」が最も高

く，次いで「裸眼視力１．０未満の者」の順となっている。

【資料２】

文部科学省 平成１６年度学校保健統計調査（抄）

表６ 疾病・異常の被患率等

区 分 幼稚園 小学校 中学校 高等学校

９０％以上

８０％以上～９０％未満

７０～８０ むし歯（う歯） むし歯（う歯）

６０～７０ むし歯（う歯）

５０～６０ むし歯（う歯） 裸眼視力１．０未満の者

４０～５０ 裸眼視力１．０未満の者

３０～４０

２０～３０ 裸眼視力１．０未満の者 裸眼視力１．０未満の者

１０～２０ 鼻・副鼻腔疾患，
その他の歯疾患

その他の歯疾患

１～１０

８～１０ 鼻・副鼻腔疾患

６～８ 鼻・副鼻腔疾患，
その他の疾患

４～６ その他の眼疾患・異常，
耳疾患

２～４

鼻・副鼻腔疾患，口腔
咽喉頭疾患・異常，そ
の他の歯疾患，その他
の疾病・異常

肥満傾向，
心電図異常，
ぜん息，その他の疾病・
異常

その他の眼疾患・異常，
耳疾患，肥満傾向，心
電図異常，ぜん息，そ
の他の疾病・異常

その他の眼疾患・異常，
心電図異常，
その他の疾病・異常

１～２ その他の眼疾患・異常，
耳疾患，ぜん息

口腔咽喉頭疾患・異常 口腔咽喉頭疾患・異常，
蛋白検出の者

耳疾患，肥満傾向，
蛋白検出の者，ぜん息

０．１
～１

０．５～
１

口腔の疾病・異常，
蛋白検出の者

難聴，口腔の疾病・異
常，心臓の疾病・異
常，蛋白検出の者，寄
生虫卵保有者

難聴，口腔の疾病・異
常，せき柱・胸郭異常，
心臓の疾病・異常

口腔咽喉頭疾患・異常，
口腔の疾病・異常，心臓
の疾病・異常

０．１～
０．５

伝染性眼疾患，肥満傾
向，せき柱・胸郭異常，
伝染性皮膚疾患，心臓
の疾病・異常，寄生虫
卵保有者，言語障害

栄養不良，せき柱・胸
郭異常，伝染性皮膚疾
患，腎臓疾患，言語障
害

栄養不良，尿糖検出の
者，腎臓疾患

難聴，栄養不良，せき
柱・胸郭異常，尿糖検
出の者，腎臓疾患

０．１未満
栄養不良，腎臓疾患，
寄生虫病

伝染性眼疾患，結核，
尿糖検出の者，寄生虫
病

伝染性眼疾患，伝染性
皮膚疾患，結核，寄生
虫病，言語障害

伝染性眼疾患，伝染性
皮膚疾患，結核，寄生
虫病，言語障害
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� 主な疾病・異常等の推移

疾病・異常等のうちの主なものについて，その推移をみると表７のとおりである。

「裸眼視力１．０未満」（表８，図５）

① 平成１６年度の「裸眼視力１．０未満の者」の割合は，幼稚園２０．８％，小学校２５．６％，中学校

４７．７％，高等学校５９．３％となっており，小学校をのぞくすべての学校段階で前年度より低下して

いる。

② 年齢別（図５）にみると，「０．３未満の者」の占める割合が年齢が進むにつれて高くなっている

ため，「裸眼視力１．０未満の者」全体の占める割合も高くなっている。

（注）１．「その他の眼疾患・異常」とは，疑似トラコーマ，麦粒腫（ものもらい），眼炎，斜視，片目失明等であ

る。

２．「その他の歯疾患」とは，歯周疾患，不正咬合（ふせいこうごう）斑状歯（はんじょうし），要注意乳歯等

のある者等である。

３．「心電図異常」とは，心電図検査の結果，異常と判定された者である。

４．「その他の疾病・異常」とは，いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

表７ 主な疾病・異常等の推移総括表 （％）

区 分

1.0
未
満
の
者

裸
眼
視
力

耳

疾

患

疾

患

鼻
・
副
鼻
腔

疾
患
・
異
常

口
腔
咽
喉
頭

（
う
歯
）

む

し

歯

肥
満
傾
向

心
電
図
異
常

の

者

蛋
白
検
出

保

有

者

寄
生
虫
卵

ぜ

ん

息

幼

稚

園

平成６年度 ２３．８ … … … ７７．０ ０．８ … ０．７ １．９ ０．８

１２ ２８．７ １．９ ３．３ ３．１ ６４．４ ０．７ … ０．４ ０．８ １．３

１３ ２７．２ ２．１ ３．２ ３．０ ６１．５ ０．６ … ０．６ ０．６ １．３

１４ ２６．５ ２．０ ３．５ ２．４ ６１．５ ０．６ … ０．４ ０．４ １．３

１５ ２５．３ ２．２ ３．０ ３．２ ５８．８ ０．６ … ０．３ ０．４ １．５

１６ ２０．８ １．８ ２．７ ２．３ ５６．９ ０．５ … ０．６ ０．３ １．３

小

学

校

平成６年度 ２４．７ … … … ８８．０ ２．７ … ０．８ ２．３ １．４

１２ ２５．３ ４．１ １１．３ ２．２ ７７．９ ２．７ ２．１ ０．６ １．４ ２．５

１３ ２５．４ ４．２ １０．７ １．８ ７５．６ ２．８ ２．２ ０．６ １．２ ２．５

１４ ２５．７ ４．３ １１．２ ２．２ ７３．９ ２．６ ２．２ ０．６ ０．９ ２．７

１５ ２５．６ ４．５ １１．１ ２．２ ７１．３ ２．６ ２．３ ０．６ ０．８ ２．９

１６ ２５．６ ４．３ １０．４ １．９ ７０．４ ２．５ ２．５ ０．６ ０．７ ３．１

中

学

校

平成６年度 ４８．８ … … … ８７．７ １．８ … １．９ … １．３

１２ ５０．０ ２．５ ９．４ １．０ ７６．９ １．７ ３．１ ２．０ … １．８

１３ ４８．２ ２．４ ９．０ １．１ ７３．８ １．９ ３．０ ２．０ … １．９

１４ ４９．０ ２．６ ９．４ １．３ ７１．２ １．９ ３．１ ２．１ … ２．２

１５ ４７．８ ２．７ １０．１ １．２ ６７．７ １．７ ３．５ １．９ … ２．３

１６ ４７．７ ２．７ ９．３ １．１ ６４．６ ２．０ ３．３ ２．０ … ２．４

高
等
学
校

平成６年度 ６２．３ … … … ９２．０ １．３ … １．８ … ０．８

１２ ６２．５ １．２ ７．１ ０．８ ８５．０ １．５ ２．９ １．８ … １．３

１３ ６０．３ １．３ ７．４ ０．８ ８３．７ １．５ ３．０ １．９ … １．３

１４ ６３．８ １．７ ７．７ ０．８ ８２．３ １．５ ３．１ １．８ … １．４

１５ ６０．０ １．２ ７．４ ０．８ ７７．９ １．５ ３．３ １．７ … １．３

１６ ５９．３ １．３ ６．８ ０．７ ７６．０ １．５ ３．３ １．９ … １．５

（注）１．小数点以下第２位を四捨五入している。以下の各表において同じ。

２．心電図異常については，６歳，１２歳，１５歳のみ実施している。

３．寄生虫卵保有者については，５歳から８歳のみ実施している。
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「鼻・副鼻腔疾患」（表７）

平成１６年度の「鼻・副鼻腔疾患」（蓄のう症，アレルギー性鼻炎等）の者の割合は，幼稚園２．７％，

小学校１０．４％，中学校９．３％，高等学校６．８％となっており，すべての学校段階で前年度より低下して

いる。

「むし歯（う歯）」（表９，図６）

① 平成１６年度の「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む。以下同じ。）は，幼稚園５６．９％，小

学校７０．４％，中学校６４．６％，高等学校７６．０％となっており，すべての学校段階で前年度より低

下している。

表８ 裸眼視力１．０未満の者の推移 （％）

区 分 平成６ １２ １３ １４ １５ １６

幼

稚

園

計 ２３．８ ２８．７ ２７．２ ２６．５ ２５．３ ２０．８

１．０未満０．７以上 １７．６ ２１．５ １９．９ １９．３ １７．７ １４．６

０．７未満０．３以上 ５．８ ６．８ ６．８ ６．８ ６．８ ５．６

０．３未満 ０．４ ０．５ ０．５ ０．４ ０．８ ０．６

小

学

校

計 ２４．７ ２５．３ ２５．４ ２５．７ ２５．６ ２５．６

１．０未満０．７以上 ９．７ １０．１ １０．３ １０．５ １０．６ １０．２

０．７未満０．３以上 ９．１ ９．７ ９．６ ９．７ ９．７ ９．９

０．３未満 ５．９ ５．５ ５．５ ５．５ ５．３ ５．５

中

学

校

計 ４８．８ ５０．０ ４８．２ ４９．０ ４７．８ ４７．７

１．０未満０．７以上 １１．２ １１．３ １１．２ １１．６ １２．０ １１．８

０．７未満０．３以上 １６．０ １６．９ １６．３ １６．６ １６．１ １６．６

０．３未満 ２１．６ ２１．８ ２０．７ ２０．８ １９．７ １９．３

高
等
学
校

計 ６２．３ ６２．５ ６０．３ ６３．８ ６０．０ ５９．３

１．０未満０．７以上 １０．７ １１．９ １１．１ １３．６ １２．１ １２．２

０．７未満０．３以上 １７．１ １５．７ １６．１ １６．６ １６．２ １６．７

０．３未満 ３４．５ ３４．９ ３３．２ ３３．６ ３１．７ ３０．５

（注）計欄の数値と内訳の合計の数値とは，四捨五入しているため一致しない場合がある。以下の各表において同じ。

図５ 年齢別 裸眼視力１．０未満の者の割合



平
成
１７
年
度
生
活
習
慣
病
予
防
等
を
目
指
し
た
歯
・
口
の
健
康
つ
く
り
調
査
研
究
事
業
連
絡
協
議
会
�
説
明

83日本学校歯科医会会誌 94号 2005年10月

② 「むし歯」の者の割合の推移をみると，３０年前（昭和４９年度）にはすべての学校段階で９０％を

超えており，一時上昇傾向にあったが，昭和５０年代半ば以降は低下傾向にある。

③ 「むし歯」の者の割合を年齢別（図６）にみると，１７歳が７９．９％と最も高くなっている。

また，処置完了者の割合は，１０歳以降未処置歯のある者の割合を上回っている。

「１２歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数」（表１０）

１２歳の永久歯の一人当たり平均むし歯等（喪失歯及びむし歯）数をみると，「喪失歯数」はほとん

ど変化がないが，「むし歯数」は１．９本となっており，昭和５９年に調査を開始して以降，減少傾向にあ

る。また，１０年前の平成６年度と比較すると２．１本減少している。

表９ むし歯（う歯）の者の割合の推移 （％）

区 分 昭和４９ ５９ 平成６ １２ １３ １４ １５ １６

幼

稚

園

計 ９４．０ ８３．９ ７７．０ ６４．４ ６１．５ ６１．５ ５８．８ ５６．９

処 置 完 了 者 ９．１ ２３．６ ２８．２ ２５．１ ２３．４ ２４．１ ２２．７ ２３．０

未処置歯のある者 ８４．９ ６０．３ ４８．８ ３９．４ ３８．１ ３７．４ ３６．１ ３３．９

小

学

校

計 ９４．３ ９１．５ ８８．０ ７７．９ ７５．６ ７３．９ ７１．３ ７０．４

処 置 完 了 者 １４．３ ３０．０ ３９．３ ３７．８ ３６．４ ３５．４ ３４．４ ３３．７

未処置歯のある者 ８０．０ ６１．５ ４８．７ ４０．０ ３９．２ ３８．５ ３７．０ ３６．７

中

学

校

計 ９３．１ ９２．２ ８７．７ ７６．９ ７３．８ ７１．２ ６７．７ ６４．６

処 置 完 了 者 ２７．７ ４０．８ ４２．５ ４３．５ ４１．２ ４０．１ ３８．２ ３５．８

未処置歯のある者 ６５．３ ５１．４ ４５．３ ３３．３ ３２．６ ３１．１ ２９．５ ２８．８

高
等
学
校

計 ９４．５ ９４．３ ９２．０ ８５．０ ８３．７ ８２．３ ７７．９ ７６．０

処 置 完 了 者 ２８．８ ４１．３ ４７．５ ４９．７ ４８．７ ４８．５ ４６．７ ４３．７

未処置歯のある者 ６５．７ ５３．０ ４４．５ ３５．３ ３４．９ ３３．８ ３１．２ ３２．２

図６ 年齢別 むし歯（う歯）の者の割合等
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「肥満傾向」（表７，図７）

① 平成１６年度の「肥満傾向」の者（学校医から肥満傾向と判定された者）の割合は，幼稚園０．５％，

小学校２．５％，中学校２．０％，高等学校１．５％となっており，前年度と比べると幼稚園及び小学

校で低下，中学校で上昇したものの，すべての学校段階でこの１０年間は横ばい傾向にある。

② 年齢別（図７）にみると，１０歳及び１１歳において，３％を超えており，１１歳で最も高く３．２％

となっている。

「心電図異常」（表７）：６歳，１２歳及び１５歳時のみ

平成１６年度の「心電図異常」の割合は，小学校で２．５％，中学校で３．３％，高等学校で３．３％となっ

ており，前年度と比べると小学校では上昇しており，中学校では減少している。

「寄生虫卵保有者」（表７）：５歳から８歳時のみ

平成１６年度の「寄生虫卵保有者」の割合は，幼稚園で０．３％，小学校で０．７％となっており，この１０

年間は低下傾向にある。

「ぜん息」（表７，図８）

① 平成１６年度の「ぜん息」の者の割合は，幼稚園１．３％，小学校３．１％，中学校２．４％，高等学校１．５％

となっており，前年度と比べると幼稚園では低下したものの，他のすべての学校段階で上昇傾

向にある。

② 年齢別（図８）にみると，６歳から１４歳の各年齢で２％を超えており，６歳が３．４％と最も高

くなっている。

なお，６歳以降は年齢が進むにつれて低くなる傾向にある。

表１０ １２歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数 （本）

区 分 平成６ １２ １３ １４ １５ １６

計 ４．００ ２．６５ ２．５１ ２．２８ ２．０９ １．９１

喪失歯数 ０．０４ ０．０４ ０．０３ ０．０４ ０．０３ ０．０３

むし歯
（う歯）

計 ３．９５ ２．６１ ２．４８ ２．２４ ２．０６ １．８８

処置歯数 ２．８２ １．８８ １．７３ １．５５ １．４０ １．２５

未処置歯 １．１４ ０．７３ ０．７５ ０．６９ ０．６５ ０．６２

図７ 年齢別 肥満傾向の者の割合 図８ 年齢別 ぜん息の者の割合
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【資料３】

歯牙障害の発生数の推移（平成５年度～１４年度）

障害件数の推移

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 計

歯牙件数 ４４１ ４２２ ３２３ ３２２ ２７８ ２５７ ２７６ ２２５ ２０８ １８８ ２，９４０

その他障害 ５４４ ５２７ ４７４ ４８６ ５２０ ５１２ ４１０ ４００ ３３４ ４２１ ４，６２８

障害件数 ９８５ ９４９ ７９７ ８０８ ７９８ ７６９ ６８６ ６２５ ５４２ ６０９ ７，５６８

学校種別の歯牙障害件数の推移

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 計

小学校 ６１ ６６ ３９ ４５ ３１ ３５ ３３ １３ １５ １５ ３５３

中学校 １３５ １３０ ８７ ９３ ８１ ７９ ８８ ６８ ５６ ４６ ８６３

高等学校 ２４３ ２２１ １９７ １８２ １６６ １４０ １５５ １４２ １３４ １２５ １，７０５

グラフ 全障害事例に対する歯牙障害の割合の推移

グラフ 学校種別歯牙障害の推移
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歯部負傷時の運動内容 基本統計－１９より
小学校

水泳 体操 鉄棒運動 跳箱運動 マット運動 短距離走 障害走 走り高跳び ドッジボール サッカー ポートボール バスケット その他

３００ １００ １７５ １２５ ５０ ７５ ０ ２５ １５０ １００ ２５ ４５０ ７２５

高等学校

体操 サッカー テニス ソフトボール 野球 ハンドボール バレーボール バスケット ラグビー バトミントン 柔道 剣道 その他

３０ ２４０ １１０ １１０ ６６０ ６０ ２３０ ７７０ １９０ ５０ １７０ ０ ５８０

中学校

体操 跳箱運動 マット運動 短距離走 サッカー テニス ソフトボール 野球 ハンドボール バレーボール バスケット 柔道 その他

５０ ０ ７５ ５０ ４００ ２００ １５０ ４５０ ７５ ２５０ ８２５ ２５ ５００
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1. はじめに

2. 学校保健での健康教育の重視

3. 学校での健康教育のこれからの展開

歯・口は，ヒトとしての生命維持のための捕食，

咀嚼，嚥下など摂食および呼吸などの機能を営み，

また人間らしく生きるための発音・発語や感情の表

出などを営む。そのため，歯・口の健康を保持増進

し，その機能を豊かに営むことは，全身のこころと

からだの健康にとって，また人生のQOLにとって

も重要である。

近年，子どもの保健医療は，疾病構造の変化にと

もない，疾病志向から健康志向，あるいは小児の

QOLの向上を目指す方向へと転換している。この

ような時代にあって，歯・口の機能が十分に営まれ

ることは，小児のQOL，さらに生涯のQOLに

とっても重要である。歯・口の機能が健全に発達し

営まれるには，口腔の諸器官が，正常に成長発育

し，口腔疾患の発生が予防され，健康に維持される

ことが必要である。

学童期は，これら口腔の諸器官が成長し機能が発

達する時期であり，またう蝕，歯周疾患が発生する

時期でもあり，小児の歯・口の保健管理，保健教育

の面から重要な時期である。

疾病構造の変化および医療機関での個人健康管理

が進む時代の中で，学校健康診断で新たな疾患や障

害を発見する機会は減少している。さらに学校健康

診断の技術水準がこのまま変わらず推移していくと

いうことを考えると，現在の学校での健康診断はど

うしても形式的に流れやすくなる。そこで，今後の

学校保健活動は“健康診断など保健管理に加え，さ

らに健康相談，個別指導など保健教育の充実を図

る”ことが期待される。

現代の児童生徒が抱えている健康問題の解決に

は，学校での保健指導や保健学習など健康教育を重

視することが必要であって，これに専門家としての

学校医・学校歯科医が積極的に参画し，支援するこ

とが求められる。

Ⅰ）学校給食・食教育について

これからの健康教育では，食生活と健康問題を重

視する。例えば，「食生活と健康増進，体位向上と

の関係」，「栄養の偏りおよび不規則な食生活と正し

い食事のあり方」，「生活習慣病の低年齢化と望まし

い食習慣との確立」，「咀嚼機能の低下と機能育成」

などのテーマが考えられる。また，給食を通してさ

まざまな教育が可能である。人と共に食べることに

より社会性を養うこと，生涯にわたる健康つくりの

基礎をつくるため，調理法および栽培法，流通法な

どを調べ学習する。学校のみならず家庭や地域社会

において保健と給食の連携，すなわち“食の役割”

講 義

歯・口の健康つくりのための
学校歯科保健活動について

―とくに健康教育としての食教育を中心に―

日本大学総合科学研究所 教授 赤坂守人
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4. 健康教育における食教育の意義

5. 子どもへの食教育の目標

6. 現代の子どもの生活習慣の問題点，
とくに生活習慣・食習慣について

を再認識させる。

２）学校安全について

健康教育の一環として，学校内外の安全教育，安

全管理，また地域や学校の環境条件の特殊性を考慮

し，それに相応しい安全指導を地域社会と協力して

進める。

幼児児童生徒が「自らの安全を自分でコントロー

ルし，改善を図る能力を育てる」ことを目標とす

る。とくに学校歯科保健領域では事故・けが，ス

ポーツによる口腔・歯の外傷についての認識を高め

予防法を浸透させる教育法の方策を考えることが急

務であり，このとき学校歯科医・委託歯科園医の保

健指導，健康教育の役割が大きい。また，今後，顔

面・口腔内・歯の外傷・障害については，事故によ

るものか，児童虐待によるか，鑑別することが必要

になってこよう。

わが国の社会状況，食環境から，健全な食習慣の

形成は，国民的課題である。そこで，生活習慣が形

成される学童期に，健康教育として食育を重視する

ことが必要である。食教育は，単に健康教育の枠に

留まるものではなく，「環境問題」，「国際理解」，「日

本の伝統的な食文化」を理解し継承するなど，豊か

な人間性や社会性を滋養するものである。

平成１５年３月に政府として公表された「次世代育

成支援に関する当面の取り組み方針」においても，

子どもの健康と安心・安全の確保を図る観点から，

食を通じた健康づくり，家族形成や人間性の育成が

盛り込まれた。

平成１４年９月中央教育審議会「子どもの体力向上

のための総合的な方策について」の中では，「食に

関する知識を教えるだけでなく，知識を望ましい食

習慣の形成に結びつくような実践的な態度の育成が

必要」だと答申されている。

健康教育の中でもとりわけ「食」は，生活に密着

したものであり，身近な生活における課題があふれ

ている。「食」は総合的な学習の時間や，児童生徒

の興味・関心に基づく課題，地域や学校の特色に応

じた課題，総合的な課題として取上げられる。

食事は空腹を満たすだけでなく，人間的な信頼関

係の基礎をつくる営みでもある。子どもが大人から

の援助受けながら，他の子どもとの関わりを通し，

豊かな食の体験を積み重ね，食への関心を育み，食

を営む力の基礎を培う「食育」を実践していくこと

が重要である。厚労省は，「楽しく食べる子ども

に，食を通じた子どもの健全育成のあり方に関する

検討」委員会で，以下のような目標を掲げている。

◎目標とする子どもの姿として

―楽しく食べる子どもに―

①食事を味わって食べる子どもに，②一緒に食べ

たい人がいる子どもに，③食事のリズムが持てる子

どもに，④食事づくりや準備に関わる子どもに，⑤

食べ物や健康のことを話題にできる子どもに

◎幼児期

―食べる意欲を大切に，

食の体験を広げよう―

①おなかがすくリズムがもてる，②食べたいも

の，好きなものが増える，③家族や仲間と一緒に食

べる楽しさを味わう，④栽培，収穫，調理を通して

食べ物に触れる，⑤食べ物や身体のことを話題にする

◎学童期

―食の体験を深め，食の世界を広げよう―

①１日３回の食事や間食のリズムがもてる，②食

事のバランスや適量がわかる，③家族や仲間と一緒

に食事づくりや準備を楽しむ，④自然と食べ物との

関わり，地域と食べ物との関わりに関心をもつ，⑤

自分の食生活を振り返り，評価し，改善できる

食教育・食指導を行う際に，現代の幼児児童生徒

を取り巻く環境やその生活習慣を理解しておく必要

がある。

１）食生活の乱れ

①好きなものを，好きなとき，好きなだけ食べら

れる。②軽食・間食を頻回に食べるようになる。

２）運動不足になりやすい

①体を動かす機会が少なく，また体を動かさなく

ても良い状況になった。②過剰栄養摂取の傾向になる。
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7. 子どもの食の課題

8. 歯・口の健康つくりと食教育の意義

9. 口腔疾患（う蝕，歯周疾患）予防
のための食教育・指導

３）夜型生活習慣がつきやすい

①日中だるい，眠い，休みたいという訴えが多く

なる。②就床前に間食類の摂取が多くなる。

４）情報の氾濫

①種々雑多な情報が氾濫し情報の選択や判断に混

乱を生じる。②CMなどの影響を受け，正しい食

物選択が出来なくなる。

現代の児童生徒の生活環境の急激な変化，地域社

会の崩壊，家庭の崩壊（ホテル化）などにより，以

下の食の課題を抱えている。

①肥満の増加，②やせ志向，③朝食の欠食，④家

族揃って夕食をとる頻度の減少，⑤時間を決めてお

やつを与えることの激減，⑥食に関する知識や技術

の不足，⑦市販の離乳食や調理済み食品等の利用の

増加

従来の栄養・食指導は，食品群の理解と各群の食

品の栄養学的働きを理解させることに力が注がれて

きた。しかし，今日の時代の健康教育をめざす食教

育は，「間食の適正な組み合わせと摂取量」，「食物

摂取が健康にどのように関わるか」，「一緒に食べる

楽しさ」といった食物と健康との具体的な結びつき

を内容とする。例えば，児童生徒の某日（週）の間

食・夜食を記録させることは，自分自身の食生活を

振り返る機会になり，う蝕や歯周疾患との関係，間

食や夜食に市販の商品を選ぶ時の工夫，選び方，食

べ方などを話合い，間食や夜食の意義について考える。

また，毎日の学校給食を「生きた教材」として学

習に活用し，“咀嚼育成”の観点から，適した食物

選択，食物の大きさ・物性，食事の仕方・姿勢，適

切な食器・食具の選択と使用法などを学習すること

も可能である。

近年，子どものむし歯は，乳歯および永久歯とも

に有病率は減少し，進行状態も軽症化・慢性化してい

る。その状況から子どもの口の環境は，かなり改善

されてきている。しかし一方で，低年齢の幼児に発

生し，急性に進行し，増齢とともに多数歯に罹患す

る重度のむし歯がみられ，２極化が進んできている。

う蝕は，慢性に経過し，不可逆性で，日常の生活

習慣がその発症・進行に強く影響する“習慣病”で

あって，また環境履歴を物語るとも言われている。

う蝕ハイリスク児は食生活の問題から，多数歯が広

範性に罹患し，特異な侵襲型を示す。またう蝕の治

療状況は基本的には残るものであって，このような

特徴から，保護者の子どもに対する養育姿勢を知る

ことが出来る。多数歯う蝕や歯肉炎を保有するハイ

リスク児の中には，児童虐待のネグレクト児が含ま

れていることがあるので，その視点で健康診断時に

注意する。

被ネグレクト児は，偏った食事内容，とくに飲料

類のみが与えられている可能性があり，また心理的

ストレスからくる唾液の性状や分泌量の変化が起る

ことが考えられる。そこで，単にう蝕経験数をみる

だけでなく特異的なう蝕罹患型の有無，口腔清掃不

良のための歯垢沈着状態，口臭の有無，などを観察

する。就学時健康診断は，自治体によってやや異な

るが，ほぼ半強制力のある健康診断であり，保護者

も同席することが多い。このときの保護者の対応は

重要な情報となる。

集団を対象に行われる講話形式的な食教育・指導

法と，う蝕や歯周疾患のハイリスクの児童生徒を対

象に行われ個人の食教育・指導法とでは，内容や方

法を異にするべきである。ハイリスクアプローチの

場合は，臨床上のシュガーコントロールのように，

何日間の食事・間食調査あるいは食生活行動スコア

を用いる方法（表１）が，児童生徒を動機づけし有

効である。また歯周疾患の保健教育でも歯みがき指

導と同時に，食指導が重要になる。
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表２・図１は，日本学校保健会の委員会で作成さ

れた歯周の状態の行動評価票とレーダーチャートを

示した。このような行動評価とチャートを用いるこ

とにより，児童生徒の興味をよび，生活習慣の行動

変容をもたらす。

現代人の食生活では，夜食・間食の内容や摂り方

が，全体の食の内容や全身の健康に大きな影響を及

ぼしている。そこで，児童生徒に数日間の夜食や間

食を“いつ”“何を”食べたか振り返ることは，あ

らためて食生活や健康との関係を考えさせることに

なる。

う蝕，歯周疾患予防のための間食指導・教育のポ

イントは，

①砂糖量が増加するとう蝕が発病するので，摂取量

と摂取回数を出来るだけ少なくする。

②含糖食品を食事時より間食時に摂取すると危険度

表１

う歯，生活習慣の行動評価（セルフチェック）

（１：０点，２：１点，３：２点）

問１．食後の歯みがきは A：
１．しないことが多い
２．だいたいする
３．かならずする

問２．夜寝る前に歯みがきをしますか A：
１．ほとんどしない
２．ときどきしないことがある
３．かならずする

問３．１日におやつ（間食）は何回食べますか A：
１．３回以上
２．２～３回
３．２回以下

問４．おやつは決まった時間に食べますか A：
１．決まっていない
２．だいたい決まっている
３．決まっている

問４．おやつに甘いものをよく食べます A：
１．よく食べる
２．ときどき食べる
３．ほとんど食べない

問５．夕食後寝るまでの間，おやつを食べますか A：
１．よく食べる
２．ときどき食べる
３．ほとんど食べない

問６．コーラ，ジュースなど甘い飲み物を飲みますか A：
１．毎日２本以上飲む
２．毎日１から２本飲む
３．ほとんど飲まない

問７．フッ素入り歯みがき剤を使っていますか A：
１．歯みがき剤は使わない
２．ときどき使う
３．毎日使う

問８．歯医者さんあるいは家庭で定期的にフッ素による洗口をしたり，フッ素を
ぬっていますか A：
１．していない
２．ときどきしている
３．定期的にしている

問９．歯医者さんで定期的な検診を受けていますか A：
１．受けていない
２．ときどき受けている
３．定期的な検診を受けている
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表２

図１
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10. 摂食機能育成としての食教育・指導

が増加する。

③含糖食品でも粘着性・停滞性食品が危険度を増加

させる。

④睡眠中唾液流量が減少するので就眠前の間食・飲

料はさける。

⑤噛みごたえする食品は歯面の汚れを自浄する。

⑥イオン・スポーツ飲料など各種飲料類のう蝕誘発

性（砂糖含有量，PH値）を理解する。とくに飲

食類の摂取状態を知ることは，う蝕リスク因子だ

けでなく，生活習慣や家庭の育児状況などを知る

ことにもなり，肥満など全身の健康つくりの面と

も関係が深い。

“食べること”は，生きる意欲（力）にも関係し

ており，とくによく咀嚼することは，多種多様な食

物を摂ることによって，どのような環境変化にも適

応し生きる意欲（力）の源となる。とくに近年では

咀嚼することが全身および口腔の健康増進に役立つ

ことが科学的に実証されてきている。

咀嚼などの摂食機能は，哺乳運動のような生得的

な機能だけでではなく，学習によって獲得される。

そこで，幼児児童期に咀嚼と食生活との関係につい

て健康教育を行うことは，最も適切な時期であり，

また，今後の歯・口腔の健康教育の主要な課題にも

なろう。

以下に幼児児童期の“よく噛んで食べる”ことの

発達上考慮すべき条件について述べたい。

① 歯の萌出との関係

口の機能は，歯および口腔の器官の発育による

構造的な変化の影響を受けて発達する。とくに歯

の萌出による歯根膜は咀嚼運動のセンサーの役割

を果たす。そこで，歯の生える状態や交換時には

咀嚼の働きが大きく変化し，咀嚼能力が増加した

り，ときに低下する。

② 食べ物の物性，大きさ，調理形態との関係

咀嚼の発達には食品の形や物性（硬さ，弾力な

ど）が関係する。現代の食環境での食育・食指導

では，食品の性状，すなわち物性，味覚，形態な

どと咀嚼との関係を理解することが必要である。

最近では日常の食品についての噛みごたえ度ある

いは咀嚼回数からの食品分類が発表されているの

で，これらの資料を活用する。また，自分自身の

噛みごたえ度（咬合力測定）や咀嚼能力（チュー

インガム法，ゼリー法）を評価する方法があり，

動機づけにも有効である。

③ 食事する姿勢，食器・食具類などとの関係

最近の子ども達の特徴的な食べ方は，食卓に

水，お茶，牛乳など飲料類を置いて，食べ物をよ

く噛まずに流し込みをする。これは食事時間を十

分にとらず，また食べ物の喉越しの良さを求める

ことにある。そこで，飲み物は食事の最初か最後

に飲むようにし，口の中に食べ物がある間は飲み

物を控えるようにする。

それぞれの料理，調理には，合理的な食器，食

具を使いながら，伝統的な食べ方，食べる姿勢が

ある。不合理な組み合わせは食事のマナーを崩

し，食事姿勢が乱れるため，正しい食べる機能を

引き出すことが出来ない。

近年，親など大人と一緒に食事をする機会が少

なくなってきている。そこで大人の食事の仕方，

食べ方を観察し，両親から食事のマナーを躾とし

て伝承すべきである。給食もこのような観点から

食教育の機会として再考すべきである。

④ 食べ物を美味しく食べ，食事を楽しむこと

食べ物を美味しく食べることは，良く噛んで唾

液を分泌させ，食べ物本来の味を味わい，さらに

食欲を増すことになる。食べ物を美味しく感じる

ことは，家族や友人との語らい，食事する場所の

雰囲気，料理の盛り付け，そして食べ物を口に取

り込んだときの形，硬さ，噛んだときの歯ごた

え，味覚，喉越し，匂いなどわれわれのすべての

感覚が快の刺激を受けてもたらされる。最近で

は，幼児から孤食が多く，また朝食を欠食するも

のが多いと報告されている。一人食べ，まとめ食

いは，栄養的にも偏り，食欲が減退する。子ども

と家族とが一緒に食事をするように努める。親自

身も忙しくなると，子どもの食事の仕方を急がせ

るようになる。現在，幼児児童は，給食をも含

め，食事時間を十分にとってゆっくりと食事をす

ることが少なくなっている。

食事前には空腹感，飢餓感を持って食事するよ

うにする。そのためには，屋外での適度なスポー

ツ，運動を行い，規則的な生活習慣を心がけるよ

うにすべきである。



1. はじめに

2. 本校の教育目標

3. 研究主題について
本校は，２つの学校を統合して昭和５８年に開校し

た。市の中心地に位置し，校区内には大牟田駅，市

役所，文化会館など多くの公共施設が集まってい

る。児童は明るく素直で，保護者・地域住民は教育

に関心が高く，学校に対して協力的である。

本校の教育目標は，家庭・地域との連携のもと，

一人一人を大切にしながら，「心身共に健康で人間

性豊かな子どもを育成する」ことである。子どもに

とって『「行き」甲斐のある学校』，教師にとって『支

援のし甲斐のある学校』，保護者・地域にとって『誇

れる学校』をめざしている。

◇めざす子ども像

・思いやりのある子ども【なかよく】

・明るく元気な子ども 【明 る く】

・自ら学び考える子ども【すすんで】

健康で豊かな生活を送ることは，個人にとっても

社会を維持・発展させる上でも重要なことである。

しかしながら，近年の国際化や科学技術の進歩，

価値観の多様化などの社会変化は，家庭のあり方，

地域のあり方を含め，児童を取り巻く生活環境・生

活様式を大きく変化させ，その心身の健全な発育・

発達に多大な影響を及ぼしている。中でも，生活習

慣病の若年化や心の健康，薬物乱用，歯周疾患，口

腔機能の未発達などが新たな健康問題として指摘さ

れており，これらの問題の解決が求められている。

今回，文部科学省より，「歯・口の健康つくり推

進指定校」の委嘱（平成１５・１６年度の２ヵ年）を受

け，研究・実践に取り組むことになった。

これまでも，歯と口の健康教育の実践活動として

歯みがきの指導が行われ，その結果としてむし歯の

被患率が低下してきた。今後，さらに大切なこと

は，子ども達に健康とは何か，どうすれば健康の保

持増進ができるのかを自ら考え，実践できる資質・

実践発表 生き生きと活動しながら
問題を解決する子どもの育成

1

―歯・口の健康つくりを通して―

発表者 福岡県大牟田市立大牟田小学校 教頭 田上幸裕

実践発表及び研究協議
文部科学省 スポーツ・青少年局 体育官 戸田芳雄
社団法人日本学校歯科医会 常務理事 柘植紳平

1.福岡県大牟田市立大牟田小学校 教頭 田上幸裕
2.滋賀県草津市立老上中学校 養護教諭 中島弘子
3.静岡県立浜松南高等学校 養護教諭 竹村桂子

指導助言

実践発表

平
成
１７
年
度
生
活
習
慣
病
予
防
等
を
目
指
し
た
歯
・
口
の
健
康
つ
く
り
調
査
研
究
事
業
連
絡
協
議
会
�
実
践
発
表
�
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4. 研究目標

5. 研究の三つの柱

6. 「歯・口の健康つくり」年間計画

7. 日常活動の工夫・保健環境の工夫

能力を培うことであると考える。

これは，近年の世界的な健康観である『自分の身

体は自分で守る』というヘルスプロモーションの考

え方に基づくものである。むし歯や歯周病の予防は

もちろん，よくかみ健康な体をつくるためにも歯の

健康に良い生活習慣を身につけ，歯・口の健康つく

りを生涯にわたる健康増進の基盤とすることが重要

である。

また，健康つくりは，学校だけでなく家庭や地域

との連携を密にしながら一体となって取り組む必要

があると考える。

さらに，歯や口腔を含めた健康に関する学習は，

知り得た知識を単に行動に移すことから，知識を科

学的に理解し，自分自身を知り，高めるという内面

に根ざした人としての価値観を身につけることが重

要となってくる。そして，このような学習活動を積

み重ねていくことが，思いやりや生きる力を育み，

進んで健康の保持・増進に努めるような子どもを育

てるとともに，自ら問題を解決していく子どもの育

成につながるのではないかと考え，本主題を設定し

た。

歯・口の健康つくりを中心に，自ら課題を発見

し，自ら進んで解決していく心身共にたくましい子

どもを育成するための学習活動，家庭・地域との連

携，及び，日常活動のあり方を究明する。

研究目標を達成するために，本校では，次の３点

に視点を当てて研究をすすめてきた。

� 学級活動，きらめき学習（総合的な学習の時

間），体育科「保健領域」の学習展開，及び，

学習活動の工夫

� 家庭・地域と連携を図りながら個に応じた指

導を強化し，健康づくりの習慣化を図る手だて

の工夫

� 健康に対する関心・意欲を高めるための日常

活動・保健環境の工夫

次頁掲載。

学んだことを生活の中に生かしたり健康つくりへ

の理解や実践意欲を促したりするために，日常的な

保健指導を充実したり，そのための環境を整えた

り，子どもたちの自主的な活動を促したりするなど

の活動を進めた。

①「歯・口の健康つくり」に関わる実態の把握

・歯科検診後の実態把握

・生活アンケート（児童対象）

・「歯・口の健康つくり」に関するアンケート

（平成１５年：児童・保護者対象）

（平成１６年：保護者対象）

②保健指導の充実

・検診や保健行事におけるきめ細かな学級指導

・保健の月目標の指導徹底

・歯みがき教室

全学年，学校

歯科医・歯科衛

生士さんをお呼

びして，歯みが

き教室を実施し

た。学年の発達段階に応じて正しいブラッシング

の仕方を学んだ。

③児童会・委員会活動等の活性化

・歯ッピー集会

保健委員会を中

心に，平成１５年度

は「かむって大

切」の劇とクイ

ズ，平成１６年度は

「めざせ！８０２０」

の劇とクイズの発表を行い，全校児童に歯の大切
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「
歯
・
口
の
健
康
つ
く
り
」
年
間
計
画

学
校
行
事
☆
保
健
目
標

日
常
活
動
児
童
会
活
動

学
級
活
動

き
ら
め
き
学
習

（
総
合
的
な
学
習
の
時
間
）

体
育

（
保
健
学
習
）

家
庭
・
地
域
連
携

◇
学
級
活
動

学 年
児
童
の
実
態

レ
デ
ィ
ネ
ス

学
習
内
容

☆
正
し
い
姿
勢
を
し
よ
う

４
月

学
校
だ
よ
り
（
月
１
回
）

保
健
だ
よ
り
（
月
１
回
）

１ 年

◇
は
の
お
う
じ
さ
ま
（
６
歳
臼
歯
）
を

み
が
こ
う

◇
む
し
ば
に
な
り
に
く
い
お
や
つ
の

と
り
か
た
を
か
ん
が
え
よ
う
①

５
月

☆
自
分
の
体
を
知
ろ
う

健
康
診
断

（
歯
科
検
診
）

P
T
A
学
年
・
保
健
委
員
会

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

〈
５
年
，
３
年
，
救
急
法
講
習
会
〉

親
子
歯
み
が
き

カ
レ
ン
ダ
ー
（
低
学
年
）

６
月

２
年

「
む
し
ば
に
な
り
に
く
い

お
や
つ
の
と
り
か
た
を

か
ん
が
え
よ
う
②
」

５
年

「
健
康
な
歯
肉
を
つ
く
ろ
う
」

５
年
「
伝
え
よ
う
！

歯
と
口
の
健
康
」

�
む
し
歯
の
予
防

（
幼
稚
園
児
１
年
生
へ
）

�
歯
周
病
予
防
・
歯
の
健
康
と
の

関
係
（
家
庭
・
地
域
へ
）

な
ど

３
年
「
毎
日
の
生
活
と

健
康
」

２ 年

・
６
歳
臼
歯

・
お
や
つ

◇
ま
え
ば
を
じ
ょ
う
ず
に
み
が
こ
う

◇
む
し
ば
に
な
り
に
く
い
お
や
つ
の

と
り
か
た
を
か
ん
が
え
よ
う
②

☆
歯
を
た
い
せ
つ
に
し
よ
う

歯
み
が
き
教
室

（
１
，
２
年
）

歯
ッ
ピ
ー
集
会

歯
み
が
き
教
室

（
３
，
４
年
）

３ 年

・
永
久
歯

・
前
歯
の

み
が
き
方

◇
前
歯
の
内
側
を
き
れ
い
に
み
が
こ
う

◇
い
ろ
い
ろ
な
歯
を
し
ら
べ
て
み
よ
う

P
T
A
保
健
委
員
会

〈
歯
・
口
の
健
康
ア
ン
ケ
ー
ト
〉

P
T
A
広
報
委
員
会

〈
P
T
A
新
聞
コ
ラ
ム
掲
載
〉

P
T
A
役
員
・
学
年
委
員
会

〈
歯
・
口
の
健
康

ジ
ャ
ン
ボ
カ
ル
タ
作
成
〉

７
月

３
年

「
前
歯
の
内
側
を

き
れ
い
に
み
が
こ
う
」

３
年
「
調
べ
よ
う
！

歯
と
口
の
け
ん
こ
う
」

�
む
し
歯
に
な
ら
な
い
工
夫

�
歯
み
が
き
の
工
夫

な
ど

４
年
「
育
ち
ゆ
く
体
と

私
」
①

５
年
「
け
が
の
防
止
」

４ 年

・
む
し
歯
の

原
因

◇
小
臼
歯
を
み
が
こ
う

◇
よ
く
か
む
と
ど
ん
な
い
い
こ
と
が

あ
る
の
？

☆
病
気
の
治
療
を
し
よ
う

む
し
歯
治
療
勧
告

歯
み
が
き
カ
レ
ン
ダ
ー

〈
夏
季
休
業
中
〉

８
月

５ 年
・
小
臼
歯

・
咀
嚼

◇
デ
ン
タ
ル
フ
ロ
ス
を
使
お
う
！

◇
健
康
な
歯
肉
を
つ
く
ろ
う

９
月

１
年

「
は
の
お
う
じ
さ
ま
（
６
歳
臼
歯
）

を
み
が
こ
う
」

「
む
し
ば
に
な
り
に
く
い

お
や
つ
の
と
り
か
た
を

か
ん
が
え
よ
う
①
」

４
年

「
よ
く
か
む
と
ど
ん
な

い
い
こ
と
が
あ
る
の
？
」

３
年
「
い
ろ
い
ろ
な
歯
を

し
ら
べ
て
み
よ
う
」

５
年

「
デ
ン
タ
ル
フ
ロ
ス
を

使
お
う
！
」

４
年

「
小
臼
歯
を
み
が
こ
う
」

６
年

「
第
二
大
臼
歯
（
１２
歳
臼
歯
）
を

守
ろ
う
」

２
年

「
ま
え
ば
を
じ
ょ
う
ず
に

み
が
こ
う
」

１
年 染
め
出
し
に
よ
る
歯
み
が
き
指
導

６
年

「
食
事
調
べ
を
し
よ
う
」

４
年
「
知
ろ
う
！

自
分
の
大
切
な
歯
」

�
歯
の
働
き
と
か
む
力

�
歯
の
み
が
き
方
と
汚
れ
の
落
ち
方
な
ど

４
年
「
育
ち
ゆ
く
体
と

私
」
②

６ 年
・
歯
肉
炎

・
歯
の
健
康

◇
第
二
大
臼
歯
（
１２
歳
臼
歯
）
を
守
ろ
う

◇
食
事
調
べ
を
し
よ
う

☆
生
活
の
リ
ズ
ム
を

取
り
戻
そ
う

歯
み
が
き
教
室

（
５
，
６
年
）

１０
月

６
年
「
伝
え
よ
う
！

か
む
こ
と
の
大
切
さ
」

�
歯
・
口
と
運
動
の
関
係

�
歯
・
口
の
健
康
・
美
容
の
関
係 な
ど

６
年
「
病
気
の
予
防
」

☆
目
を
大
切
に
し
よ
う

☆
体
を
き
た
え
よ
う

歯
ッ
ピ
ー

サ
ミ
ッ
ト

P
T
A
学
年
委
員
会

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

〈
２
年
，
４
年
，
６
年
〉

P
T
A
広
報
委
員
会

〈
P
T
A
新
聞
コ
ラ
ム
掲
載
〉

○
き
ら
め
き
学
習
（
１０
～
１２
時
間
）

１１
月

☆
風
邪
の
予
防
を
し
よ
う

歯
み
が
き
カ
レ
ン
ダ
ー

〈
冬
季
休
業
中
〉

年
活
動

内
容

３ 年

歯
・
口
の

健
康
と

む
し
歯

�
「
調
べ
よ
う
！
歯
と
口
の
け
ん
こ
う
」

・
身
近
な
人
（
家
庭
・
祖
父
母
な
ど
）
へ

む
し
歯
予
防
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

〈
課
題
発
見
力
〉

P
T
A
学
年
合
同
講
演
会

〈
食
生
活
に
つ
い
て
〉

フ
ァ
ミ
リ
ー
参
観

〈
親
子
で
歯
み
が
き
！
〉

・
染
め
出
し
液
を
使
っ
て

４ 年

�
「
知
ろ
う
！
自
分
の
大
切
な
歯
」

・
本
当
か
な
？

歯
の
働
き
を
実
験
し
て
確
認 〈
行
動
力
〉

１２
月

☆
外
で
元
気
に
遊
ぼ
う

P
T
A

〈「
歯
・
口
の
健
康
つ
く
り
」

座
談
会
〉

５ 年

歯
・
口
の

健
康
と

歯
周
病

食
生
活
と

健
康

�
「
伝
え
よ
う
！
歯
と
口
の
健
康
」

・
１
年
，
幼
稚
園
，
家
の
人
な
ど
に
，

む
し
歯
予
防
や
歯
の
大
切
さ
を
発
信

〈
伝
達
力
〉

１
月

P
T
A
広
報
委
員
会

〈
P
T
A
新
聞
コ
ラ
ム
掲
載
〉

☆
１
年
間
を
ふ
り
か
え
ろ
う

６ 年

�
「
伝
え
よ
う
！
か
む
こ
と
の
大
切
さ
」

・
歯
・
口
と
運
動
や
健
康
の
関
連
性
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
，
テ
レ
ビ
会
議
で
発
信

２
月

５
年
「
心
の
発
達
」

自
分
の
生
活
を

３
月
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8. 家庭・地域諸団体との連携

さや健康を守るための生活の仕方を訴えた。

・歯ッピーサミット

１年間の「歯・口の健康」の学習のまとめとし

て，「歯ッピーサミット」（歯・口の健康つくり発

表会）を行った。保護者や地域の方々にも参加し

ていただき，各学年の児童が，歯・口の学習で学

んだことを発表

した。また，学

校歯科医の先生

からも歯の健康

の大切さについ

て教えていただ

いた。

④掲示物等の環境整備

・掲示物の工夫

「歯・口の健

康つくり」に関

わるポスターや

各種資料を掲示

したり，歯みが

きカレンダーの

結果を掲示したりするなどして，子どもたちの健

康つくりに対する意識の高揚を図った。

・歯のキャラクター

歯・口の健康に興味

や関心を高めるため

に，歯のキャラクター

の募集を行った。応募

総数２１２名の中から５

年生児童の作品「歯み

がキング」が，大賞に決定した。このキャラク

ターは，歯・口の健康に関わる掲示物や保健便り

等で活用された。

・『大牟田小「歯・口の健康」カルタ』作成

歯・口の健康に

ついて各学年で学

んだことをもとに

して，言葉を考え

たり絵をかいたり

してカルタを作成

した。カルタ遊びを通しても歯・口の健康につい

て学び，健康なからだをつくっていくことを願っ

ている。

家庭や地域と連携しながら，保護者や地域の方々

と一体となって健康つくりに取り組むために啓発活

動などを行ってきた。

①家庭への啓発

・広報活動

学校便りや保健便

り，給食便りなどを通

して，「歯・口の健康」

の意義や学校の取り組

みへの理解を深め，家

庭と連携して実践活動

が行えるようにした。

・学校保健委員会

学校や家庭での

「歯・口の健康つ

くり」の取組みに

ついて話合い，学

校歯科医の冨永行

基先生から指導・

助言を受けた。

・親子歯みがき教室

１年生の取り組み

として，保護者に授

業に参加していただ

き，歯垢染め出し液

を使ってみがき残し

のチェックをし，正

しい歯みがきの仕方

について学習した。

②地域への啓発

歯・口の健康の大

切さについてまとめ

たパンフレットを作
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9. 取り組みを振り返って

成して地域に配布したり，ホームページにまとめ

たりテレビ会議システムで他の学校や公民館へ発

信したりした。また，地域の文化祭や健康フェア

などにも学校の取り組みや学習内容のパネルを掲

示していただいた。

◎PTAの取り組み

〈学校の活動を支援する立場から〉

・「歯・口の健康つくり」推進指定校委嘱への理解

・研究活動への支援

（アンケート調査，歯みがきカレンダーチェック等）

・子どもたちの学習活動への支援

（歯ッピーサミット参加）

・アンケート調査の協力，集計

〈家庭環境の充実を図る立場から〉

・推進委員会などでの課題抽出

（保護者として何ができるか。）

・PTA新聞でのコラム掲載

・PTA活動時のワンポイントアドバイス開催

・「歯・口の健康つくり」座談会及び食の講演会

〈今後の活動につなげる立場から〉

・ジャンボカルタの作成

子どもたちが作

成した『大牟田小

「歯・口の健康」

カルタ』を拡大し

たジャンボカルタ

を学年委員会で作

成し，親子レクリ

ェーションなどで

使用した。また，

三池カルタ記念館

にも寄贈し，他の

学校でも活用でき

るようにした。

◆成 果

�DMFT値の減少（歯科検診統計から）
注：DMFT…永久歯一人平均むし歯経験歯数

（未処置歯＋処置歯＋喪失歯）
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このグラフは，大牟田小学校児童のDMFT値の

推移を表したものである。全校児童では，平成１４年

に０．７１だったDMFT値が，平成１６年には０．２９へと

大きく減少している。さらに，６年生ではこの２年

間で，１．６４から０．６７へと減少している。

本研究においては，むし歯の被患を減少させるこ

とを直接の目標としているわけではない。しかし，

ヘルスプロモーションの考え方に立ち，「自分の健

康を自分で守る」という健康つくりの知識や態度・

習慣を育成するための学習指導や各種の取り組みの

結果として，DMFT値が減少したことは，本研究

の手だてが有効であったことを表しているといえ

る。

このことは歯・口の健康つくりを生涯にわたる健

康の維持・増進の基盤にする上からも意義深い。

�「歯・口の健康つくり」年間計画の整備
学級活動，きらめき学習（総合的な学習の時間）

などの年間指導計画を，児童の発達段階や生活実態

を踏まえて関連を図りながら作成したことによっ

て，１年生から６年生までの指導内容が一貫性をも

つとともに，指導内容の焦点化を図ることができ

た。

�主体的な態度の育成
授業づくりにおいて，体験的活動，人材活用，教

材・教具などの手だてを工夫をしたり，子どもの課

題意識に応じた問題解決的な学習展開をしたりした

ことで，より主体的に学習に取り組み，実践につな

げていくことができた。

�健康つくりへの意識の変容
歯・口を中心とした健康教育の取り組み，及び，

日常的な保健指導や諸活動の積み重ねから，自分の

健康に関心をもち，主体的に自分の生活をよりよい

ものにしていこうとする子どもたちの変容が見られ

ようになってきた。

�保護者や地域の高まり
学校からの啓発活動や親子歯みがき教室などの取

り組み，また，PTA活動でのワンポイント学習

会，講演会など多様な取り組みにより，保護者や地

域に「歯・口の健康つくり」に対する意識が高ま

り，各家庭で工夫して実践に取り組む姿が見られる

ようになってきた。

◆課 題

�個に応じた指導の継続
検診の前後や様々な行事を活用したきめ細かな保

健指導を継続し，さらに，子どもの主体的な取り組

みを促していく。

�連携を深める取り組みの継続と深化
保護者や地域の人々の人材活用をさらに進め，地

域との連携を深めるとともに，幼・小・中の連携の

あり方について究明していく。
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1. 推進の概要
～地域の実態と長期プロジェクト～

老上学区は，以前より「むし歯になる子どもたち

が多い」「治療率が悪い」という地域であった。学

区に歯科医院が一軒しかないという現実もあった

が，家庭での歯や口の健康を含めた心身の健康とい

うことに関心が低く，なかなか治療にも行ってもら

えない現状があった。

そこで，平成９年度に「学区の子どもたちは，学

区でなんとかしなければ！」と，老上学区教育振興

会の協力により，「老上学区歯科保健長期プロジェ

クト」が設立された。「つよく，やさしく，さいご

まで」を合言葉に，取り組みは進められていた。そ

の中での取り組みの一つとして，学区内の数箇所に

「つよい歯・よい歯・老上っ子」という立て看板を

設置した。設置したことにより，学区全体の関心が

高まればという願いがあった。幼稚園・小学校・中

学校での交流や情報交換を定期的に実施した。

推進事業の主題

『歯や口の健康つくりを通して，

健康な自分づくりができる老上っ子の育成』

～幼稚園・小学校・中学校・

地域の連携をとおして～

〈主題設定の理由〉

歯や口の健康つくり，ひいては心身の健康つくり

は子どもの頃からの生活習慣に起因すると考えた私

たちは，小さい頃からの健康教育の必要性を感じて

いた。「生きる力を育む」こと，自分で考え判断し

主体的に行動する力・人間関係を結ぶコミュニケー

ション能力・他人を思いやる心は，老上の子ども達

につけさせたい力である。他人を認めることの原点

は，「自分を大切にすること」であり「自分の存在

を認められること（自尊感情）」であると考える。

自分を大切にするということは，自分の命・身体，

自分自身を大切にすること，自分を知ることへとつ

ながっている。これは，まさに人権教育といえるだ

ろう。老上学区では，人権総合学習を重点に実践し

ている学区であるので，健康教育も人権教育の一つ

として大切であると考えている。生きる力をつける

基盤としての健康教育の必要性を感じている今，小

さい頃からの健康教育の充実が必要であると考えて

いる。

平成１３年度にこの「歯・口の健康つくり推進事

業」の指定を受けることになり，今まで推進してい

た「歯科保健長期プロジェクト」をより充実・推進

していくためにも幼稚園・学校と家庭・地域の連携

が大切だと考えた。そこで，老上学区の－幼稚園－

実践発表 平成１３・１４・１５年度
お い か み

老上学区児童・生徒等
歯・口の健康つくり推進事業

2

―草津市立老上中学校の実践から―

発表者 滋賀県草津市立老上中学校 養護教諭 中島弘子
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2. 中学校での取り組み

小学校－中学校という特徴をいかし，地域での一貫

した健康教育ができると考え，この主題を設定した。

老上学区歯科長期プロジェクトを受けて，平成９

年より歯科検診結果連絡カードの利用等を通して治

療率の向上や，学級指導を通して啓発活動をしてい

たが，中学入学時すでにひとり平均う歯数が４本を

こえており，単に治療率の向上だけではすまない状

況であった。そこで，中学校でも，基本的な歯に関

する指導だけではなく，歯と口を入り口に健康教育

に取り組むことにした。

ア．歯科指導

１年生と２年生は，歯科衛生士と学級担任で１学

期に１時間の学級指導を実施した，テーマは，「健

康な歯肉」で歯肉の観察をしたり歯垢染め出しテス

トをしたりした。この時間は，歯科衛生士がどの学

級にも専門家として指導にあたるため，１時間の中

でそれぞれが自分の歯の状態と合わせて学習が深め

られた。

徐々にではあ
るが減少傾向

１年生学級指導

２年生学級指導

感想，気づいたこと，課題

お話を聞いていると，自分のことが不安になって
来ました。私はきっと「この気持ちが大事なんだ」
と思いました。まずは自分を見直してみようと思い
ます。歯をきれいにする事が思ったより大切なこと
を学びました。よかったです。

歯と歯の間がとても汚れていたので
おどろいた。歯のおくの方も赤かった
のでがんばって磨こうと思った。特に
ひどかったのは，前歯の上の方だっ
た。これからは，歯をみがく時はカガ
ミを見てみがこうと思った。

とてもたくさんのプラークがあってびっくりしま
した。１日に１回はしっかり歯みがきをしないとい
けないと思いました。朝は時間が無いけど，夜には
ゆっくりと時間をかけてみがかないといけないと思
いました。
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3. 老上学区での取り組み

イ．生徒会保健委員会の取り組み

老上学区は幼稚園・小学校・中学校が隣接してい

るため，日頃から，保育実習や音楽などで交流があ

る。保健委員を決める際には，幼稚園児への歯みが

き訪問があるため，特に人気がある。委員会では全

校への呼びかけとして，歯の標語の募集をした。毎

年，９０％以上の生徒から標語が集まる。全校の標語

の中で優秀賞を決め，学校内に掲示し，啓発活動を

した。

委員会独自の事業としては，清涼飲料水の糖度検

査をし，角砂糖に換算し，健康に関心がもてるよう

展示した。

①子どもから

１）すくすく委員会と幼稚園の交流

２）中学校保健委員会との交流

３）「わっ歯っは」劇場 出前講座

標語の掲示生徒会糖度計による糖度検査

５００ml のジュース１本
飲むだけで，５０ｇも砂糖
を取っていたなんてびっ
くりしました。おいしい
ジュースもたくさんの砂
糖が入っていて，ジュー
スを飲んだ後にハミガキ
なんかしないから口の中
には糖分がたくさんある
と思います。ジュースを
飲んだ後もしっかりとハ
ミガキをしないといけな
いと思いました。

いつも目にしているジュー
スなどはたくさんの砂糖を含
んでいることに気付きまし
た。その量は，１日の砂糖摂
取量をはるかにうわまわって
いるのに驚きました。だか
ら，ジュースなど砂糖を多く
含むものを飲むときには，量
を考えて飲むようにしようと
思いました。
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4. 成果と課題

②教職員・PTAから

１）幼・小・中合同学校保健委員会

２）教職員研修会

③地域から

１）ふれあい老上まつり

２）「老上っ子」（老上学区歯科保健長期プロジェ

クト通信）

④その他

１）歯科検診結果連絡カード

２）食事アンケート

この歯・口の健康つくりに関する取り組みは，

歯・口を入り口に，健康つくり全般にかかわってい

けたと思う。学校全体としても靴箱の靴がきちんと

並んでいたり，ガラスが割れなくなったり学校全体

が落ち着いて来たように思う。教育総合推進事業の

人権教育，仲間づくりの活動もあいまって，他人を

思いやる子どもが増えたと言えそうだ。

教師についても，幼・小・中の交流が増える中

で，子どもの実態が見えやすくなった。月１回程度

開催していた幼小中事務局会議では，歯にこだわら

ず，情報交換の場としても子どもへの対応，看取り

方なども勉強する機会となった。

家庭・地域では，地域の方々が，道に立って挨拶

をして下さったおかげで，子どもたちもすすんで挨

拶できるようになり，全戸配布した「老上っ子」を

見て，「学校もがんばってるね」と声をかけてくだ

さる地域の方もあり地域へ発信する大切さも学んだ。

また，歯・口の健康つくりの取り組みをしている

ということで，保護者も，歯の黄色のカードをもら

うと，以前より治療に行く人が増えた。しかし，治

療率を上げる事だけを目的にせず，歯・口を入り口

に生活全般にわたって指導したことで，より良い健

康つくりに取り組めたと思う。

そこで，今後の課題としては，この推進事業での

取り組みを，長期プロジェクトで継続していく中

で，自分自身の心と体の健康つくりへとつなげてい

ける取り組みを続けていくことが大切だと考える。

長続きさせるためには，私たち自身が楽しんで取

り組む事が大切である。特別な知識や実行力がなく

ても幼・少・中のメンバーがお互いアイデアを出し

合い，支え合いながら事業を進められたことは大き

な財産である。今後もより一層地域や幼・小・中の

連携を深めていきたいと考える。

平成１７年３月１日中学生の幼稚園訪問 生徒委員会でかみごたえ実験
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1. はじめに

2. 本校の概要

将来豊かで充実した人生を実現するために，学童

期や思春期における生活習慣の確立が重要であり，

学校や学校医，行政など関係する機関が連携・協働

して推進するように求められている。静岡県では，

平成１２年に県民健康づくり活動として，「しずおか

健康創造２１」が策定された。平成１４年にはその理念

を実現していくために，乳幼児期から高齢期までの

各ライフステージにあわせた具体的な生活習慣改善

の目標を設定した「しずおか健康創造２１アクション

プラン」が示された。その中で「歯」については，

①一生自分の歯で食べられる人を増やす②むし歯に

なる人を減らす③歯周病になる人を減らす，と目標

を定めている。このことにより，国が提言する「健

康日本２１」の目標に合わせ「８０２０（８０歳で２０本）」

の達成を目指している。

しかしながら，近年，児童生徒を取り巻く社会環

境や生活様式は大きく変化しており，心身の健康に

さまざまな影響を与えている。特に薬物乱用，飲酒

喫煙，いじめ，不登校，性の逸脱行動など現代的課

題は山積みで，歯科保健活動としての生活習慣の改

善・確立などの保健教育まで手が回らないのが実情

である。さらに本校のような進学校では進学のため

の勉学が保健教育より優先することが多く，十分な

時間を確保することは容易ではない。そのような中

で現在行っている本校の取り組みを報告する。

本校は静岡県浜松市の南部郊外に位置し，すぐ南

に太平洋を臨み，潮風の匂いがする自然豊かな環境

この実践発表は，会誌９３号で掲載した「第６８回全国学校歯科保健研究大会」において同校が発表したものと内
容は同じですが，高等学校としての実践が素晴らしいので，本年度の「生活習慣病予防等を目指した歯・口の健
康つくり調査研究事業連絡協議会」にてご発表願いました。
９３号では図表等を省略いたしましたが，今回は全て掲載いたしましたので数少ない高等学校での展開例として
ご参照くだされば幸いです。

実践発表

本校における保健教育活動について3

―生涯，健康な笑顔で過ごす歯科保健教育―

発表者 静岡県立浜松南高等学校 養護教諭 竹村桂子

平
成
１７
年
度
生
活
習
慣
病
予
防
等
を
目
指
し
た
歯
・
口
の
健
康
つ
く
り
調
査
研
究
事
業
連
絡
協
議
会
�
実
践
発
表
�

103日本学校歯科医会会誌 94号 2005年10月



安全・健康への意識を高揚させ，心身の健康を

管理する力の育成

3. 歯科検診での取り組み

検診時の

役割分担

・歯式の記録 ⇒ 保健課職員（交代制）

・連絡調整 ⇒ 保健課職員（交代制）

・記録押印 ⇒ 女子保健委員

・記録入力 ⇒ 男子保健委員

にある。３年生は普通科１０学級，１・２年生は理数

科１学級・普通科９学級，計３０学級，１，２１６名（平

成１６年度）の生徒と，８０名の職員で構成される大規

模校である。理数科は，「工業都市浜松・科学技術

立国日本を支えていく人材の育成」を目指し，昨年

新たに設置された。ほとんどの生徒が４年制の大学

進学を希望しており，教育活動は，「最善を尽くそ

う」の校訓のもと，生徒の進路希望実現のため，進

学指導を重視して取り組んでいる。また，部活動や

学校行事等の諸活動にも力を入れ，調和の取れた人

間の育成を目指している。

本校の保健目標

～学校経営計画に基づいた平成１６年度の取り組み目標～

� 保健管理，保健教育を充実させるために，学校

保健安全計画の円滑な運営を図る。

� 健康・安全についての理解を深め，積極的に実

践できる能力を育成する。

� 環境整備活動を通して，ボランティア精神の育

成や環境問題への関心を高める。

� ストレスと上手につき合い，心豊かな学校生活

を送ることができるように，教育相談活動を充実

させる。

具体的実践目標

①定期健康診断事後指導の徹底（早期発見・早期

治療の指導，保健情報の活用）

②健康に関する正しい知識を伝え，望ましい生活

習慣の確立

（薬学講座・思春期セミナー・歯科講座の実施，

HR活動での啓蒙活動と実践，保健だよりの発

行，生徒保健委員会への指導助言）

③清掃活動の活性化（清掃時間の確保，ゴミの分

別処理，清掃点検の実施）

④安全教育指導の徹底

（HR活動での啓蒙活動と実践，安全点検の実

施，生徒環境整備委員会への指導助言）

⑤教育相談活動の充実（相談室の PR，HR担任

との情報交換，保健室との連携）

� 入学前の指導

本校では学校歯科医の渡辺先生の指導助言のも

と，入学前に全員歯科医院に受診して歯の状況を確

認するように指導している。症状のある者はそのま

ま治療継続しながら入学してくることになる。

� 検診計画の立案調整

・１年生は治療途中で入学してきた者が治療完了

する頃に検診を実施している。

・２，３年生は検診時期をずらすことで，治療状

況の確認や要注意者の再検査，指導も可能。

� 検診事前指導

・HR主任→

１週間前に実施要項を配布。歯垢染色を取

り入れた検診の受け方や歯口清掃について生

徒に指導。前日，朝晩の歯磨きの徹底と持ち

物について再度指導。

・保健課職員→

職員会議や保健課会議で検診計画を説明

し，係分担について協力依頼。

・保健委員→

検診２日前の放課後に委員会を開き，検診

の方法や委員の仕事内容を説明。各HR黒板

に歯磨きの徹底と持ち物について板書。

� 歯垢染色を取りいれた歯科検診

目的：自分の歯や口の健康課題を目で確認し，問

題点に気づかせ，治療の必要性やブラッシ

ングの有効性を理解させる。
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当日の流れ １学年３～３．５時間×３日間実施

学校歯科医渡辺先生より

「２０年ぐらい前にあまりにもむし歯の生徒が多

く，当時の校長先生と相談して歯垢染色を取り入れ

た。検診時間はかかるが「磨いているのに，磨けて

いない」歯の状況が一目瞭然！それ以降は年々指導

効果が出て良好な生徒が多くなり，手応えを感じて

いる。今後も継続していきたい」とのこと。

①生徒は保健課職員の呼び出しにより，授業担当者

の誘導で会場前に集合

②会場前で保健課職員と引率教諭が協力して出席確

認，検診票配布，プラークテスター（歯垢染色）

について説明

③生徒は１５人ずつ歯垢染め出し錠を口に入れ，かみ

砕きながら入場

④一人ずつ洗面台で一回口をゆすぎ

⑤列に並びながらお互いの色づき具合を確認した

り，歯科用語説明書や歯周病プリントなどを見な

がら順番を待ち

＊掲示物として

・CO，GOなどの用語解説書（手作り）

・歯周病を撃退しよう（浜松歯の健康センター）

・歯・口腔の健康診断パネル＜CO・GO＞（日本

学校歯科医会）

・同＜歯列・咬合の診査基準＞（日本学校歯科医会）

・同＜顎関節の診査の流れと診査法＞（日本学校

歯科医会）

・キシリトールについてのＱ＆Ａ（日本学校歯科

医会）

・STEP８０２０（浜松市歯科医師会）

・SMILE（静岡県歯科医師会）
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⑥校医の検診を受ける

（歯鏡は見やすいように径３．５cmタイプを事前

に全員分を準備）

⑦検診結果を歯科用語説明書や歯周病プリントで再

確認して退場（する者が多い）

（⑧ほとんどの者は教室に戻る前に洗面所やトレイ

で歯磨きやうがいをしていく）

渡辺先生は「よく磨いているな」「歯並びがきれ

いだ」「もっとしっかり磨けよ」など熱心に声か

け。しっかり染まっていない生徒にはやり直しを指

示したり，特に問題のある生徒にはその場で個人指

導するなど丁寧に検診。

� 事後指導

①「歯科検診結果のお知らせ」と「保健だより」を

�������HR担任より翌日全員に配布して指導。

�
ねらい ＊前日の印象が残っている間に指導する

ことで，自分の歯と口の健康実態を言

葉で確認し，治療効果を上げる

＊保健だよりを通して学年の健康課題を

確認し，改善するための行動選択を身

につける

②平成１６年度は更に「歯垢の１・２，G・GO」の

生徒に「歯肉のカラーコピー」（静岡県高等学校

教育研究会養護部会清水・庵原ブロックが作成し

たものをアレンジ）も配布して指導。

③学年の検診時期をずらすことで２，３年生の未治

療者や要注意者の追跡調査や再検査をしている。

再検査をすると「歯垢１・GO・C」の中には歯

口清掃により症状が改善している者が多い。

④未治療者や治療が長引いている者は行事や長期休

暇前に呼び再指導をしている。数人の強者にはイ

エローカード（黄紙で再勧告）→レッドカード（赤

紙で再々勧告）を渡し，継続した個別指導をして

いる。

＊＊治療率は例年８０～９０％前後＊＊

検診結果の推移 人（％）

H１６ H１５ H１４ H１３ H１２ H１１

調 査 者 数 １，２０９ １，２０３ １，２１０ １，２１１ １，２１８ １，２１５

処置完了者数 ６１７（５１．０） ６６６（５５．４） ７１９（５９．４） ７７２（６３．７） ７９０（６４．９） ８６０（７０．８）

未 処 置 者 数 １０１（８．４） ５２（４．３） ８５（７．０） １１２（９．２） １３９（１１．４） １１７（９．６）

処 置 歯 数 ２，３５０ ２，４８２ ２，９７５ ５，５１８ ４，２５７ ４，８２７

未 処 置 歯 数 １３３ ８２ １１８ １５７ １９６ １４７

平
成
１７
年
度
生
活
習
慣
病
予
防
等
を
目
指
し
た
歯
・
口
の
健
康
つ
く
り
調
査
研
究
事
業
連
絡
協
議
会
�
実
践
発
表
�

107日本学校歯科医会会誌 94号 2005年10月



4. 歯科衛生講座

� １年生の変

さて，平成１６年度は１年生に異変がおきた！

学校行事の関係と渡辺先生の指導助言により検診

を６月２４日に変更した。検診を開始してみると赤い

歯の子だらけ!!!! 聞くと，「朝忙しくて歯磨きをし

てこなかった」と答える生徒までいる始末。

合格通知を受け取ってから，入学までの日数は例

年２０日間程度で，１７％前後の生徒が治療途中で入学

してくることも例年並。しかし，平成１６年度は４月

に治療完了した者の中で，歯科検診までの間にすで

に「COではなくC」に罹患していた。また治療途

中の者が症状を持ったまま？，或いは悪化した？，

或いはまたCになった？，今になっては想像する

しかないが，真っ赤な歯になるほどの「歯垢２」の

者が多かったことがそれを物語っていると考えられ

る。

渡辺先生からも「検診時期が遅くなったことは問

題ではない。家庭教育を含めて規則正しい生活習慣

の確立ができていない生徒が入学してきたというこ

と。徹底した保健指導と継続管理が必要」と指導助

言があった。学年の職員に「本校では前代未聞の状

況であること」を報告し，早期治療をお願いしたの

は言うまでもない。例年であると「治療途中または

観察中」の者が治療放棄をすることはなかったが，

平成１６年度の１年生については経過を見ていかなけ

ればいけないと痛感した。

かねてから健康診断の結果を健康教育に活用した

学年が進むに従い，歯垢や歯肉の状態が改善されていくのが本校の大きな特徴である。

GO保有者率 G保有者率

１年時検診でCを指摘された者
１年時検診で歯垢２を指摘された者
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主 題 健康な口と笑顔

指 導 目 標

＊歯を喪失する原因のトップである歯周病を正しく理解する。

＊タバコ（喫煙）が歯周病の危険因子であることを理解し，興味本位で喫煙にはしらない

ようにする。

＊歯周病は生活習慣病であり生活を改善することで予防できる。

＊歯周病の予防としての効果的なブラッシング方法を理解する。

対 象 １年生全員

指 導 日 時 平成１６年７月１３日（火）

時 間 帯 LHR＋放課後延長

所 要 時 間 約６０分（講義３０分，実技３０分）

場 所 各教室

指 導 者
歯科衛生士各HR１名×１０HR，実技指導補助：各HR保健委員２名

（補助：歯科衛生士１名・歯科医師１名）

持 ち 物 普段使用している歯ブラシ，手鏡，タオル，ポケットティッシュ

用 意 し た

も の

＊学 校⇒パンフレット「よく耳にする歯周病って？」（静岡県歯科医師会），歯垢染色

液，やかん，バケツ，雑巾，ティッシュボックス，ピンセット，ビニール

袋，大小紙コップ，アルミカップ，歯ブラシ，綿棒，アンケート用紙

＊歯科衛生士⇒タバコの歯肉に与える影響カラーコピー，歯模型，指導用歯ブラシ，綿球，

のり，ハンカチ

資料：歯科講座

渡辺先生
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いと考えていた。３年前に総合学習の時間が創設さ

れた時，健康教育を展開できると密かに期待してい

た。しかし実際には進路関係の計画ができあがって

いて入り込む余地はなかった。保健課会議で検討

し，LHRでの健康教育が実現した。なかでも生活

習慣病にも挙げられている歯周病を正しく理解し，

予防としてのブラッシング方法を習得して，生涯「健

康な口と笑顔」で過ごすことを目的に歯科保健教育

を展開した。

①事前指導 平成１６年７月９日（金）放課後，１年

生保健委員を対象に予行練習，資材の

準備，打ち合わせ

②当 日 講師の引率と紹介は各HR担任

講座は歯科衛生士が運営，補助は各

HRの保健委員

歯科検診の余韻が残っていた時期であったこと，

資料：歯・口腔の健康状態の比較（本校と県）

DMF者率 処置完了者率

DMFT指数 G＋GO者率

DMFT指数DMF者率
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5. 学校保健委員会での取り組み

6. 生徒保健委員会活動での取り組み

7. 考 察

喫煙に興味がある年代に対するポイントを得た専門

的な内容であったこと，本校ではまれに見る「汚い

歯」を持った１年生を対象にしたことでタイミング

がよく説得力のある貴重な時間だった。

事前の打ち合わせ不足でHRによっては，保健委

員がうまく補助できなかったり，歯ブラシが不足し

て，慌てたHRもあったが，一生懸命鏡に向かって

歯磨きをしている姿は微笑ましいものだった。

学校保健法に基づき，学校・家庭・地域社会が連

携して生徒の健康保持増進・安全管理，教育的環境

の整備などの問題を検討し，推進していくための研

究協議と連絡調整を行うことを目的としている。本

校では具体的実践目標を踏まえて，報告協議，学校

医・学校歯科医の講話，生徒研究発表など，総勢６０

名で毎回２時間以上かけ運営されている。事前に学

校への要望や学校医への質問事項を含めたアンケー

トを実施して，学校医，学校歯科医，学校薬剤師に

それをもとに講話をしていただく。保護者は長時間

にもかかわらず，最新の健康情報や高校生の実態を

知る良い機会と捉えていて熱心に耳を傾けている。

各HRから２名ずつ選出された委員６０名で構成

し，委員長・副委員長を中心に生徒主体で活動して

いる。勉強や部活など毎日時間の制約がある中で，

欠席調査，水質検査，照度測定，CO２測定，来室

者統計，保健室掃除，トイレ点検，保健便りの発行

など常時活動の他に救急法講習会や性セミナーにも

参加。学校保健委員会での研究発表は大変だが継続

活動として定着している。平成１６年度の発表は生活

習慣に関することや，悩みやストレスの解消法につ

いて分析して発表した。

平成１６年度の学校祭は「歯垢染色は絶対に他の学

校ではやってないからやりたい！」という委員の一

言から話し合いを重ねた。最終的に，「保健委員会

が提案する健康把握」として身体測定，体脂肪や血

圧・肌水分測定，アルコールパッチテスト，歯垢

チェックなどを展示発表した。

①歯垢染色と歯科検診を組み合わせることで視覚に

訴え，より効果的な指導ができ習慣形成に役立っ

ている。

②歯科講座の中で専門家の指導を受け，おのおのに

合ったブラッシング法を見つけることができた。

③学校保健委員会や生徒保健委員会を通して，学校

平成１６年度学校保健委員会

・内科講話「疲れやすいって何？」

・眼科講話「ウイルス性結膜炎」

・歯科講話「基本はブラッシング」

・薬剤師講話「ノロウイルスの恐怖」

■生徒保健委員会発表「１５歳を考察」

■生徒環境整備委員会発表「校内安全点検」
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8. おわりに

と家庭，地域社会が協力連携して歯科保健の重要

性を確認している。

④地域には子どもたちのために誠実に協力してくれ

る大きな力が存在することを知ることができた。

そして，一番重要なことは

⑤学校歯科医の渡辺先生の熱心な指導は，本校での

歯科保健を推進していく上で大きな原動力になっ

ている。

毎日保健室から見えてくる生徒の健康問題の一因

に生活習慣の乱れがある。本校では正しい生活習慣

が病気の予防に関係することを意識付ける目的で，

定期健康診断の中に「生活習慣病検査」を取り入れ

ている。高コレステロール，肥満，高血圧といった

生活習慣病予備軍は年々増加傾向にある。注意を要

する者には保護者同席で，栄養士による個人指導や

集団指導を実施して，食習慣や生活習慣を改善する

ように促している。

体の入口である口腔をよい環境に保つことは，全

身的な健康につながる。そして生涯，自分らしく健

康で生きていく力の基礎となる。学校で行われる健

康診断で見いだされた課題を通して自分の体の状態

に気づき，生活習慣を改善できる能力を育てていき

たい。高等学校はそのための健康教育を行うラスト

ステージと考えている。学校，家庭，地域社会が協

力して，子どもたちが心身ともに健康な生活を送る

ための，健康観を養う大切な機会と位置付けたい。

そして，生徒が興味を持って主体的に取り組めるよ

うに，専門性の高い，正しい知識を今後も提供して

いきたいと考える。
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第３回学校歯科保健アジア会議から

学校歯科保健活動の理論と実際－日本の経験から

■基調講演 演者
日本大学名誉 教授 森本 基

はじめに

学校歯科保健アジア会議も第３回を迎えた。

今までアジア諸国の学校歯科保健状況に関する情

報が殆どなく，お互いに理解できる状況にはなかっ

た。第１回を２００１年に東京で，第２回を２００３年にタ

イのアユタヤ市で開催して，アジア諸国の状況も幾

分は手に入り，各々の国の学校歯科保健活動が解る

ようになってきた。

そこで，第３回が台湾の高雄市で２００５年４月７日

から１０日まで高雄医学大学の黄純徳教授を会長に台

湾歯科医師会，高雄歯科医師会を始め，台湾の多く

の政府機関の協賛の下に開催された。

第３回会議の基本方針は前２回と全く同じである

が，３つの基調講演に加えて，取り組みを若干変え

グループ討議を加え，これを公開で行い，総括する

方式をとった。

大会には私が基調講演をするよう命ぜられたの

で，表記のタイトルで学校歯科保健活動の理論と実

際を日本の経験を踏まえて講演内容を整理したつも

りである。

以前にアジア太平洋歯科連盟の大会で基調講演を

した経験があり，その時の講演内容の一部に日本の

学校歯科保健活動の実際を加えた。このころは既に

むし歯予防推進指定校の経験を踏まえ，教育の立場

からの歯科保健活動もかなり進められており，学級

担任を軸としての活動も充実してきていたと自信を

もって述べたつもりであった。しかし，聴衆はこれ

に対してあまり反応がなく演者として些か焦ったこ

とを覚えている。「どうしてだろうか」その結論を

得るのに結構な時間を要したのである。それは，簡

単に言うならば，口腔保健の活動内容は世界何れの

国にあっても殆ど同じであるということある。先進

工業国も途上国も，豊かな国も貧しい国も同じ内容

で活動は行われているということである。活動の質

の高さ，内容の充実度は現実にその場で観察しない

限りなかなか本当の判断が出来ないのである。数年

後に私の基調講演を現場で聴いた仲間が日本にやっ

てきてある小学校での公開授業に参加した時に始め

て学級担任が行っていた授業がこんなに高いレベル

であったのかと感心してくれたのである。

このことからも保健活動の実際を話し理解を得る

事の難しさを知っておく必要があると考えている。

タイトルにもあるように日本の経験に基づいての

講演内容を日本学校歯科医会会誌にそのまま再現す

第３回学校歯科保健アジア会議報告

第３回学校歯科保健アジア会議は２００５年４月７日から１０日まで台湾の高雄市において開

催されました。

その４日間にわたる会議の模様は，すでに広報１０８号でご報告いたしましたので，本号

ではアジアの国々に向けて伝えられた日本の学校歯科保健活動の状況について会員の皆様

へお伝えするため，同会議第２日目に行われた基調講演の演者である森本基先生が本会誌

のために新たに書き下ろしてくださった論文と，第３日目に行われたカントリーレポート

の発表者である柘植紳平先生の発表要旨を掲載いたします。
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ることの必要性もないので若干手を加えてここにま

とめ直すことの了解を得ておきたい。

WHO専門委員会の討議から

少し古い話になるが，１９８９年１１月６～１３日にわ

たってジュネーブのWHO本部で「口腔保健医療関

係者に対する教育上の重要課題―変革か衰退か―」

が開催された。２１世紀に向けての口腔保健医療関係

者としての専門職の育成のあり方について議論された。

２１世紀も２０世紀の口腔保健活動をそのまま継続す

ることが可能とは考えられず，そのままにして衰退

するか，それとも大きく変革をして取り組んでいく

べきかの選択について議論を重ねたのである。

主な討議内容は，次のようなことであった。

１）口腔保健医療に関するニーズの変化を冷静にみ

つめ，今後必要とされる人材の特徴とメンバーの

構成を検討すること。

２）将来の健康目標達成を可能とする歯科医学教育

の到達目標と教育課程および卒後に実施すべき研

修の必要項目について提言すること。

３）今後の研修および教育に対して新技術の果たす

役割をまとめること。

４）あらゆる職種の保健医療関係者間での交流を深

め，情報伝達を促進するための教育のあり方につ

いて検討すること。

５）口腔保健医療関係者に対する免許，再免許およ

び生涯研修についてのあり方を組織的に明確にす

ること。

６）現在の教育制度および教育方法についての改革

を容易にするため政府，口腔保健医療関係者の団

体や歯学教育機関で必要とされる活動を確認する

こと。

これらの事を踏まえて総ての国々が，それぞれの

国がおかれている状況に応じて地域レベルの活動を

より総合的にプライマリヘルスケアの戦略に基づい

て教育改革と同時に多面的な活動改革も進めなくて

はならないことが議論された。

このような保健活動の継続により口腔保健データ

の収集と解析を通じて地域保健の視点からモニタリ

ングが必須となってくる。このことから将来の口腔

保健医療関係者がいかにあるべきかの方向は定まっ

てくるはずである。

この取り組みの一つとしてう�を例にとって議論
が進められた。

ここに示した図１は，ジュネーブでの議論に用い

たものであるが，欧米先進国の１９世紀末から今日ま

での１２歳のう�の推移（DMFT）を時系列で示し
たものである。

この大きな流れは精錬された砂糖の消費と深く関

係したものであることが確認された上で口腔保健の

取り組みが議論された。図１に示されているように

先進工業国のう�の推移，特に，ピークを迎えた１９６０
年代から後の減少傾向への取り組みが議論の中心と

なり，そして，まだまだ低いとはいえ発展途上国の

増加傾向が非常に気になるところであり，人の問

題，制度の問題，取り組みの問題からこれから如何

に進めるべきであるかが議論された。その議論の中

で，シンガポールの取り組みが取り上げられ一つの

最も好ましい例として提示された。同時に，まだ十

分には低下は示していないが日本の状況も評価され

紹介されることとなった。今日現在の日本の状況が

示されるならば賛辞をもって認められることは間違

いない。

このような口腔保健上の取り組みを考えていく場

合に，戦略と人的構成の組み合わせが極めて重要と

なることから，図２に示すような歯科保健医療サー

ビスについて，如何にあるべきか，議論がなされた。

ここでこの内容について十分な説明をする余裕は

ないが，現在，世界各国で一般的に進められている

DMFT
１２
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６
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先進工業国における価値

図１ １２歳児の１人平均DMF歯数の推移
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のが�タイプであり，理想として将来できる限り�
タイプに制度も人材も整えていくことが極めて重要

であるとしたのである。つまり，２１世紀を迎えての

歯科保健医療に関わる人材養成と技術開発を進める

ことの緊急性が議論されたのである。

これからの学校歯科保健アジア会議においても，

以上の観点から人材養成，歯科保健戦略と戦術につ

いての議論を大いに行い改革を進め，各々の国に最

も適した方向を探ることが必要であると考えている。

学校歯科保健サービスについて

学校歯科保健サービスがアジア諸国でどのように

行われているかは過去２回の学校歯科保健アジア会

議の内容によれば，国々によって各々独自の方法を

とっており，典型的なサービスの在り方は示されて

こなかった。各々の国の教育の目標，制度や人材に

よって歯科保健活動の形が決まってきているのである。

これからの学校歯科保健サービスの在り方を再考

する上で，過去にどのような定義がなされているか

を探ってみることにした。

アメリカでは学校歯科保健について定義づけされ

ることがあまりないのであるが，ここにアメリカの

保健について，保健教育協会が，学校保健サービス

として掲げる６項目を示す。

� 児童生徒と教職員の健康状態を評価する。

� 評価を通じて発見された児童生徒，父兄等の

健康上の問題点について助言をする。

� 治療の必要な問題点の抑制等への取り組みを

勇気づける。

� 障害をもった児童生徒を確認させ教育するこ

とを助ける。

� 病気の予防や抑制を手伝う。

	 損傷や突然の病気など救急サービスを準備し

ておく。

アメリカにあっては，どちらかというと歯科保健

活動は家庭を中心とした地域での活動が重視されて

図２ 歯科保健医療サービスの変化するパターン
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おり，学校での歯科保健活動に重点をおいた活動を

していない国と見受けられる。

我が国においても昭和５０年代の始めにはまだ歯み

がきは家庭で行うもので学校で取り組むものではな

いとの考えが主流を占めていた。しかし，この時代

の児童生徒のむし歯の蔓延は大問題であり国会でも

問題視されるようになり，考え方も取り組みも大き

く変化することになった。

その時に，文部省から発行された「小学校 歯の

保健指導の手引き」には，学校における歯科保健の

目的は，次のように記されている。つまり，小学校

での保健指導は「健康な生活を営むのに必要な事柄

を体得させ，積極的に健康を保持増進できる態度や

習慣を養うものである。」としている。このことか

ら具体的な歯科保健活動の目標は次のように示され

ている。

� 歯・口腔の発達や疾病・異常など，自分の歯

や口の健康状態を理解させ，それらの健康を保

持増進できる態度や習慣を身に付ける。

� 歯のみがき方やむし歯の予防に必要な望まし

い食生活など歯や口の健康を保つのに必要な態

度や習慣を身に付ける。

としている。

学校という教育の場での取り組みとしては日本で

進めている方向が理論的であり実践的であり極めて

理解しやすく確実に把握できるように思われる。そ

の上で目標を達成するための指導内容としては，お

よそ次のような事項を挙げることができるとしている。

① 自分の歯や口の健康状態の理解

歯・口腔の健康診断に積極的に参加し，自分の歯

や口の健康状態について知り，健康の保持増進に必

要な事項を実践できるようになる。

� 歯・口腔の健康診断とその受け方

� 歯・口腔の病気や異常の有無と程度

� 歯・口腔の健康診断の後にしなければならな

いこと

② 正しい歯のみがき方とむし歯の予防に必要な食

生活

� 歯や口を清潔にする仕方について知り，常に

清潔に保つことができるようになる。

・正しい歯のみがき方

・正しいうがいの仕方

� むし歯の予防に必要な食べ物の選び方につい

て知り，歯の健康に適した食生活ができるよう

になる。

・むし歯の原因と甘味食品

・そしゃくと栄養

・おやつの種類と食べ方

が挙げられている。

そして，平成１７年に文部科学省が監修して出版さ

れた『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健

康つくり』には，学校における歯・口の健康つくり

の目標は，子どもが発達段階に応じて自分の歯・口

の健康課題を見つけ，問題解決のための方法を工

夫，実践し，評価できるようにし，生涯にわたって

健康な生活を送る基礎を培うとともに，自ら進んで

健康な社会の形成に貢献できるような資質や能力を

養うことにあるとしており，具体的には次の３つの

目標が挙げられる。

� 歯・口の健康つくりに関する学習を通して，

自らの健康課題を見つけ，それをよりよく解決

する方法を工夫，実践し，評価して，生涯にわ

たって健康の保持増進ができるような資質や能

力を育てる。

� 歯・口の健康つくりの学習を通じて，友人や

家族など他人の健康にも気をくばり，自他とも

に健康であることの重要性が理解できるように

する。

� 健康な社会つくりの重要性を認識し，歯・口

の健康つくりの活動を通じて，学校，家庭およ

び地域社会の健康の保持増進に関する活動に進

んで参加し，貢献できるようにする。

としている。

以上に示したように，学校歯科保健活動に関する

考え方，取り組み方についての記述を示してきた

が，日本における学校歯科保健活動が長い期間にわ

たる活動を経て，ここにきてやっと早期発見早期治

療の疾病志向から抜け出してヘルスプロモーション

の考え方による健康つくりを目指した健康志向の活

動に転換されたのである。
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日本における学校歯科保健活動の法的仕組み

日本における学校歯科保健活動の今日の取り組み

の方向を示したのであるが，これらの活動を支えて

いる法律の構成を示しておく必要がある。それは何

れの国にあっても教育を支える法律はあるはずであ

り，どのような仕組みになっているかが活動を考え

る時に重要になっていくからである。

この立場から考えると我が国の法制度はかなり充

実していることは確かであるので簡単であっても流

れは説明しておかなくてはならないと考えた。

我が国の学校歯科保健活動の法的仕組みは，憲法

に始まり，教育基本法，学校教育法，そして，学校

保健法によって日本の学校保健は支えられているこ

とを周知させる必要がある。

学校保健法は学校教育法第１２条を受けて１９５８年に

成立しており，その目的は，「学校における保健管

理に関して必要な事項を定め，児童，生徒，学生お

よび幼児並びに職員の健康保持増進を図り，もって

学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するこ

と」としている。

そして，学校保健安全計画に従って年間を通じて

計画的に活動が実践されるようになっている。勿

論，健康診断のあり方についても詳細に定められて

いる。講演の現場では説明の詳細は省略したがおお

図３ 学校保健の領域と内容
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よそ，その状況は理解できるよう解説をした。

学校歯科保健活動は養護教諭を初め多くの学校保

健関係者の協力によってなされているものである

が，ここでは学校保健法に定められている学校歯科

医についての特性について図で具体的に示した。

学校歯科医は地域での開業歯科医が原則であり，

公立学校の学校歯科医は，地方自治体からの指名（契

約）により誕生し，地方公務員特別職（非常勤）と

して位置付けられている。

職務については学校保健法施行規則に定められて

いるが，学校保健安全計画の立案に参与することに

始まり，９項目が記されているが詳細にはふれな

かった。

学校保健の領域と内容

日本における学校保健の領域やその内容を知った

上でどのような活動が展開されているのか知ってお

く必要がある。そこで小学校の活動を軸とした考え

方を図３に示す。

図３に示されているように，学校保健は基本的に

保健教育と保健管理とによって構成されている。

保健教育は，学校教育法に基づいた教育活動であ

り，保健学習と保健指導に大別されている。

保健学習は，生涯を通じて自らの健康を管理し，

改善していくことができるような資質や能力の基礎

を養うために指導されている。

保健指導は，健康に関する日常の具体的問題に対

応するための実践能力や態度の育成を目指している

ものである。保健指導は教科以外の特別活動等を通

じて行われるようになっている。

保健管理は，学校保健法の目的に記されているよ

うに，児童，生徒，学生および幼児並びに職員の健

康の保持増進を図り，もって学校教育の円滑な実施

とその成果の確保に資する事を目的に行われるもの

である。

講演の現場では，各々の項目について内容説明を

行ったのであるが，ここでは簡単に記すに留める。

保健学習では，大別して教科としての病気の予防

を中心として，身体の清潔，生活の仕方と健康つく

り活動，総合的な学習の時間が行われていることを

説明し，また，特別活動としての学級活動，ホーム

ルーム活動，児童会活動，学校行事等を通じて保健

指導が行われてきていることを説明した。これら活

動が昭和５３年の「小学校 歯の保健指導の手引き」

と，この実践の為の「むし歯予防推進指定校」によ

る活動が極めて大きな成果を挙げてきた。このこと

が学校における歯科保健活動が保健教育の重要性を

再確認し，学校保健活動の教育的立場をより重視す

るようになってきたのである。これらの成果に基づ

いて平成７年度から歯・口腔の健康診断のあり方に

も大きな改善がなされたのである。いよいよ疾病志

向から健康志向への転換がなされたのである。

次いで，保健管理についての解説であるが，総て

が学校保健法によって進められてきたもので質量に

ついては各々の国によって差はあるとしても，内容

は大きくは違っていない事から，ここでの主旨は教

育的学校歯科保健活動の重要性を説くに留めた。し

かし，健康診断についての法律が定められ，十分な

活動が実施されている国はアジア諸国ではほとんど

無いのが実情である。特に，アジア諸国にあって

は，学校における歯・口腔の健康診断が法律で定め

られ，実施できるような状態にできるだけ早くもっ

ていくことが重要であることを強調した。

日本における学童のう�の推移
先に，WHOでの会議の際に簡単に示した日本の

１２歳児のう�の状況は必ずしも現在に至る時代の流
れを適切には示していない。

ここで日本の古くからの資料を示し，解説を試み

た（図４，５）。

図４に示したように，日本には世界に誇る国が

行っている素晴らしい学校保健統計があり，その結

果を示した。１９１８年より始まったこの調査も，第２

次世界大戦の期間と戦後復興の一時期を除いて資料

が整っている。大きな時系列によるう�有病者の推
移が理解できる。日本は国民が消費する殆どの砂糖

は輸入に頼っており大戦中は輸入が止まり，国民一

人当り年間砂糖消費量が３００gというレベルにまで

下がった。その頃のう�有病者率は４０％程度であっ
た。このことから砂糖消費がゼロ近くになった時で
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も，う�有病者はゼロにはならないことが証明され
たのである。

また，図５に示してあるように，１９４５年以降の１

人平均のむし歯数の推移を３歳，５歳，８歳と１１歳

について，また，この間の１人平均砂糖消費量の推

移と合わせて示した。この図は，確かに乳歯う�は
必ずしも砂糖消費量と一致した変化を示してはいな

いが，永久歯は非常によく一致した傾向を示してい

る。マクロ的には永久歯の１人平均DMF歯数とは

かなり一致していることから，砂糖の摂取形態にも

よるが摂取量の抑制は図らなくてはならないという

ことができると考えている。１９６０年代の後半に至り

児童のう�有病者率が９０％を越すようになり，多く
の児童が歯科医療を十分に受けられないということ

が社会的な問題となりはじめ，国会にあって，この

増加を示している児童のむし歯とどう取り組んでい

くのかということが議論されることになった。この

時に，文部省にあってむし歯対策の検討会が設立さ

れ，議論を経て，１９７８年に文部省が「小学校 歯の

保健指導の手引き」を発行することとなった。そし

て，その年から全国的な広がりでカリキュラム研究

としての「むし歯予防推進指定校」の研究活動が始

められた。２０余年にわたる研究成果は極めて高く，

学校における歯科保健活動を根底から改善すること

となった。

学校における歯科保健活動は，より良き学校つく

りにも貢献し，当然ながら児童のう�抑制にも繋が
ることを証明することとなった。それは，管理を前

提にしたものではなく，教育活動を前提として，そ

れに，管理を繋ぐことでより大きな効果を挙げるこ

とができることを全国的な継続的な研究によって証

明する事ができたのである。ここに，日本での学校

歯科保健活動が疾病志向から脱皮して世界的に進め

られているヘルスプロモーションに基づいた健康志

向に転換することができたのである。これら一連の

現場での実践を伴った活動の成果はアジア諸国の仲

間にも十分に説得力のあるものであったはずである

と理解している。

学校歯科保健と「健康日本２１」の数値目標

日本では２１世紀における国民の健康増進に対して

数値目標を掲げ保健活動を推進すべく国としての保

健活動の展開を提案した。これは差し当たって２０１０

年までの数値目標であるが歯科領域でも生涯に亘っ

ての数値目標が示されている。特に，その中でも１２

歳児の１人平均DMF歯数は国際比較も可能な指標

であるのでここでもこれを用いて解説をおこなっ

た。

日本の児童のう�は国際的にも高いということが
常々いわれてきていた。確かに，１９８４年より公表さ

れている数値を図６に示したが，初期にあっては，

かつての欧米先進国ほどではないが平均「５」近く

であり低いとは言われない状況にあった。

それが，「むし歯予防推進指定校」の研究成果が

上がるにつれて１２歳児の１人平均DMF歯数はぐん

ぐん低下を始め，WHOが国際的に提案した２０００年

の到達目標であった「３」を２０００年に至る前に達成

したのである。その後も減少の傾向は続けられてお

図４ 小学生のう�有病率の推移
学校保健統計（文部科学省）１９１８－２００４

図５ １人平均 def 歯数及びDMF歯数と年間
１人当り砂糖消費量の推移
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り，健康日本２１が２０１０年の到達目標として設定した

「１」も，この傾向を継続する限り到達も夢ではな

いところまできていることを強調した。この事は，

学校歯科保健活動が管理を中心とした従来型ではな

く教育を中心として進めてきた成果である事を確信

しており，この事をアジア諸国の仲間に取り入れる

ことができるとして訴えたのである。

各々の国では社会経済的条件もその他の環境条件

も異なっているので同一には論ずることはできない

が口腔保健の問題は人の健康生活の基本である事を

否定する者は無く，日本で我々が行ってきた活動は

何れの国においても導入することが可能であり，重

要である事を強調したのである。しかし，個々の具

体的な取り組みについては各々の国の状況に応じて

異なってくるのは当然であり，これこそ各々の国に

おいて，それぞれの条件の下で学校保健関係者が展

開する口腔保健活動が幼児期，小学校学齢期からの

プライマリヘルスケアの実践活動そのものであるこ

とを重ね重ね強調した。

日本学校歯科医会が行う表彰活動としての評価活動

以上述べてきた日本での学校歯科保健活動の活性

化の背後には文部科学省の支援があったことは確か

であるが，実践面では中核として活動を展開した日

本学校歯科医会の存在を忘れる事はできない。

また，保健活動の実践は，活動の経過を反省し，

適切に評価されることによってますます向上を示す

ことになる。ここに日本学校歯科医会は学校歯科保

健活動の活性化を意図し，長年にわたり活動への支

援を行ってきた。その成果は多くの資料によって示

されているように極めて大きなものがある。

これらの活動の活性化をより賦活化させるために

は，積極的に評価をして意識を高めていくことが重

要である。ここで具体的な評価の活動を紹介しておく。

日本学校歯科医会が全国的な規模で行っている主

な表彰活動（評価活動）は次の３種類である。

１）全日本学校歯科保健優良校表彰

２）歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール

３）歯・口の健康啓発標語コンクール

標語に関しては，日本歯科医師会との連携で行わ

れているものであり，短い表現で適切な生活実体や

日本の文化を表すものが標語であることから，最初

から外国語での表現も難しく省略するとしてお断り

をした。

図画・ポスターコンクールについては最優秀作品

は制作した児童・生徒への栄誉として日本学校歯科

医会会誌の表紙を飾っているので，その紹介にとど

めた。国内関係者には会誌を通じて十分理解されて

いることから本稿からこれも省かせていただくこと

にする。

ここで，全日本学校歯科保健優良校表彰である

が，１９６０年より日本学校歯科医会が提唱し進めてき

た「むし歯半減運動の主旨の徹底，普及を図るため

に保健教育と保健管理とによって，学童のむし歯半

減を達成した学校ができるだけ多くなること」を期

待して進められてきたものである。

１９９９年からは，１９９４年の法律改正に伴う歯・口腔

の健康診断が大きく改正になり，特に，教育を重視

した学校歯科保健活動に変わってきたこともあっ

て，名実ともに改善が図られ「全日本学校歯科保健

優良校表彰」と表彰内容も名称も変わることとなっ

た。

その目的は次のように記されている。

文部科学省の「小学校 歯の保健指導の手引き」

の理念に基づき，改定された健康診断の内容に応じ

た活動を推進し，全国的に範とするに足る成果を上

げた学校の表彰を行い，もって歯・口の健康つくり

の目的達成を図るとともに心の健康を含めた確かな

健康観の育成を目指すことを目的とする。

図６ １２歳児の１人平均DMF歯数の推移
学校保健統計（文部科学省）
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むし歯半減の時代から確かな健康観をもって保健

管理だけではなく，保健教育を重視した歯・口の健

康つくりの活動へと進展させたのである。ヘルスプ

ロモーションの理念に基づいた健康志向へと脱皮し

たのである。

評価の内容等については，学校での専門教職員が

必ずしも十分でなくともやる気を起こせば取り組め

ることなので評価の内容等について十分な説明を加

え関心を高めることを意識した。

申請の用紙には，どのように評価されるかが示さ

れているが，各々参加校はこれを十分に理解して詳

細に記載し，提出している。

評価の基準は調査票に基づいて，次の７項目に

よっている。

１）教育目標と学校保健とのかかわりを始め保健教

育，保健管理，組織活動の状況からみたその学校

の学校保健の概要

２）学校歯科保健の目標，位置付け，学級活動，学

校行事，児童会活動，総合的学習を含み特徴ある

活動の状況等からみた学校歯科保健活動の概要

３）学校歯科保健に関連する特別活動の状況の概要

４）保健管理からみた口腔保健の状態をむし歯のな

い者，DMF歯数，CO，GOの状況等からみた歯

科保健の概況

５）個別的な歯科保健指導や健康相談等による歯科

保健活動の概要

６）教員の学校歯科保健に関する研修の状況

７）学校歯科医の健康診断，健康相談等からみた学

校歯科医の活動状況

申請書の総ての審査項目について，先ず，書類審

査が行われる。７名の審査委員が各々の項目につい

て内容を５点から１点の範囲で評価を行う。そして

総合得点の順序に並べ順位をつけ，特に，上位校に

ついては間違いがないか再度申請書を見直すことに

してる。

これら全体の評価（数量化）の結果から文部科学

大臣賞（最優秀賞）そして日本歯科医師会会長賞（特

別賞）を上位から選んでいる。特に，最上位のグ

ループについては文部科学大臣賞となるので候補校

については直接学校を訪問し，実際の活動状況を視

察して，再度確認をして，表彰申請の手続きをとる

こととなる。

ここで，最も重要なことは，最初に示されている

ように各々の学校の教育目標を確認し，この教育目

標と学校保健計画と実践に整合性が十分とれている

か，学校歯科保健活動がこれらと十分に連携がとれ

ているかが，先ず，判定の要点である。その上で，

実際の歯科保健活動の内容とその成果，それに至る

経過の詳細が如何にあるかが調べられる。

何れの小学校においても歯科保健活動の位置付け

が明確に示されており，それらが確実に実践に結び

つけられている。保健学習は勿論であるが，保健指

導も各学年に具体的に内容が示され１単位時間のも

のは�，１／２単位時間のものは�として区別も明確
に指示されている。

当然のことながら歯の汚れの検査のための染め出

しが実施されていない学校はなく，総てがこの結果

に基づいて集団指導や個別指導が計画的に行われて

いる。

う�のない者の割合は平均して３０－３５％程度であ
る。処置完了者は４０－４５％が実体であろう。COや

GOの発生頻度については，まだばらつきが大きく

分布を示しており，今後の検討課題であるかも知れ

ない。

これら評価の中で，先ず，数量化されている６年

生の１人平均DMF歯数の分布の状況を２００４年度の

実績から図７に示しておく。応募の条件にも定めら

れている６年生の１人平均DMF歯数は「２」以下

DMF歯数

図７ ６年生のDMF歯数の分布（２００４）
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となっていることを改めて記しておく。

申請校の内で最も頻度の高かったのは０．５－０．９グ

ループで３９．３％を示している。そして，０．０のグ

ループが２．４％あり，０．９以下が全体の６６．７％を占め

ているのが実体であった。この数値が現在の日本を

代表するものではないが，少なくとも学校保健の優

良校にあっては平均DMF歯数はかなり低く，健康

日本２１の到達目標の達成の可能性があることを示唆

していると考えている。

また，これら優良校の学校歯科医の年間の出勤回

数についても図８に示しておくが，大凡の出勤実体

をみておいていただきたい。

年間２０回以上という学校歯科医も５．９％いるが，

最も多いのは出勤回数６－９回のグループで４７．０％

である。これ以下の合計が６３．５％で，出勤回数の大

半を占めている。

これら出勤の内容はそれぞれ差異があるが６－９

回の内容は，一般的に，健康診断２回，保健指導，

健康相談で３－４回，学校保健委員会２回，学校行

事参加等である。

むすびとして

当日，高雄では日本学校歯科医会が主催している

図画・ポスターコンクールの最優秀作品について解

説し，会誌の表紙を飾った作品の紹介を１つ１つお

こなった。また，日本の２１世紀前半の健康の保持増

進を図るための行動を示す健康日本２１の数値目標に

ついて，特に歯科の部門について限られた時間では

あったが紹介し，目的達成のための健康増進法につ

いても若干触れた。

限られた時間の中でタイトルに示した内容の総て

を十分に述べ尽くせるものではない。そこで，不十

分ながら国際的な立場からの歯科保健の将来，日本

の現状，これからの取り組みのあり方，特に，アジ

ア諸国にとっても導入の可能性のある方向付け等な

どについて触れてきたつもりである。

特に，我が国の学校歯科保健活動が長年の積み上

げの上に実体験を基に決断した保健管理を軸とした

疾病志向からヘルスプロモーションを基礎とした健

康志向に活動を転換することになった展開を示すこ

とが最も適切であると考えたからである。我が国の

学校歯科保健活動が平成７年を期して大きく変化を

示した保健管理についての内容には今回は触れな

かった。むしろ，教育重視の方向から改革を進めた

ことが保健管理を重視する方向より転換したとはい

え，我が国の方向そのものを伝えることは適切では

ないと考えたからである。それは，我が国の学校歯

科保健活動が教育を重視した健康志向の活動である

とはいえ，我が国の現在の活動は学校歯科保健関係

者だけによる活動ではなく，各々の児童生徒の「か

かりつけ歯科医」を始め地域で開業している多くの

歯科医師との協力体制によって成り立っているの

で，この方式をまだまだ歯科医療そのものが充実し

ていないアジア諸国の現状には直ぐ馴染むものでは

ないと考えたからである。

日本の学校歯科保健の現状は年々改善され，充実

を示してきている。この改善がますます進むことが

日本の児童生徒の口腔保健の向上に寄与し，しかも，

アジア諸国にも良い影響を及ぼすことのできる先達

となりうるものと信じている。これこそ我が国の学

校歯科保健界の重要な役割でもあると考えている。

文献：省略

図８ 学校歯科医の年間出勤回数（２００４）
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第３回学校歯科保健アジア会議から

カントリーレポート 発表要旨

■カントリーレポート 発表者

日本学校歯科医会 常務理事 柘植紳平

日本の子供達のむし歯は年々減少傾向にありま

す。１２歳児のWHOの２０００年の目標は我が国におい

ては，１９９９年に達成されました。昨年は１２歳児のむ

し歯は１．９DMFTになっています。我が国では子供

達を取り巻く環境はこの１０年で大きく変化してきて

います。その中で特に大きな影響のあった３つの法

的な変化について説明します。

� 学校保健法の改正

まず，１９９５年に学校保健法が改正され，健康観が

転換しました。つまり，それまでは，学校歯科医は

子供達を病気の側から見て，ただ検診し病気を発見

し，治療を受けるように勧告するだけでした。しか

し，改正後は子供達を健康の側から見て，病気が進

行しないように指導し，健康の保持増進を計るよう

になったのです。

その変化の中でも特筆すべきはCO（Questionable

caries under observation）の導入です。一つ症例

を見せましょう。これは７歳男子の上顎の第一大臼

歯です（図１）。裂溝が徐々に黒く着色していま

す。しかし，この状態で１０年経過している症例で

す。このように観察してみると，むし歯はあまり進

行しないのです。しかし，こうした状態の歯は我が

国では以前はむし歯と判定していました。日本の歯

科医師は非常に実直で勤勉なため，むし歯の検出基

準が非常に厳しかったのです。そのため，わずかな

着色や白濁もむし歯として検出してしまっていまし

た。これが他の国に比べて我が国のDMFTが高い

原因の一つと考えられます。このグラフは我が国の

１２歳児のDMFTの推移ですが，COの導入によ

り，それまで毎年０．１DMFTずつ減少していたのが

０．２DMFTずつ減少するようになりました（図２）。

� 健康日本２１運動

我が国では２０００年から「健康日本２１」という国民

運動を展開しています。９分野の７０項目に付いて改

善目標を設定し，２０１０年にその目標を達成すべく活

動を推進しようというものです。それらの改善目標

は，生活習慣病の原因となる生活習慣の中から選ば

れています。そして，その目標を達成するために，

その法的基盤として２００３年に「健康増進法」が制定

されたのです。

この９分野の一つに「歯の健康」が取り上げら

れ，学校で子供達の健康の保持増進に取り組むべき

責任が生じました。その目標の一つは，「２０１０年に

図１

図２
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１２歳のDMFTを１．０以下にする」であります。子

供達の生涯にわたる健康な生活の基礎を作るため

に，学校で生活習慣病予防のための指導を行なわね

ばならないのです。

� 学習指導要領の改訂

我が国の学校教育は学習指導要領に基づいて行な

われています。そしてそれは約１０年に一度見直され

ます。２００２年の改訂のキーワードは「生きる力，総

合的な学習の時間，ゆとり教育」でした。「生きる

力」とは人が環境に適応してより良く生きる能力を

育むことです。つまり，自分で課題を見つけ，自分

でそれを解決する，その能力を発揮できるように教

育せねばならないのです。

１９９２年の改訂の時，我が国の教育省＊は「生きる

力」を身に付けた子供を育成する方針を掲げまし

た。しかしながら，この１０年間で，あまり効果がで

ませんでした。そこで今回の改正で，さらに効果を

出すために「総合的な学習の時間」を設定しまし

た。この時間に，歯や口を教材とした授業が行なわ

れます。子供達はCOや歯肉炎，食生活などについ

て課題を発見します。そして子供達は課題を解決す

る方法を考え実践するのです。

「ゆとり教育政策」も生きる力を育むための教育で

す。子供達は彼等の課題について充分考えるための

時間が必要なのです。そのために以前より精神的な

余裕とゆとりのある時間を設定する事が必要です。

� 実践報告

担任と歯科衛生士のTTの実際です。「つま先，

わき，かかと」と歯ブラシの部分的な名称を教えま

す。そして彼女が子供達に問いかけます。「どんな

ふうに歯ブラシを動かせば効果的にみがけます

か。」，これだけで一単位の授業が成立するのです。

また，児童会活動として，上級生が下級生に歯科

保健指導することは教育効果が顕著です。教えるた

めには自分が分かっていないといけません。上級生

は下級生に教える事で実は自分自身が学んでいるの

です。それを発展させたのが子供達の保育園訪問で

す（図３・４）。

食べ物や食生活に関する授業をおこなっていると

ころです（図５・６）。歯によい食べ物について学

んでいます。これは節分集会です（図７）。節分は

春の始まる一日前の日のことです。いろいろな機会

に食べ物や食べ方について学んでいます。

これは児童が描いた啓発用のポスターです（図８）。

歯や口に関する図画やポスターを描くだけでも，歯

科保健的な効果が認められます。

PTA活動として，歯の標語コンクールで入賞し

た標語を看板にして掲示しています。組織活動が学

校保健を側面から支えているのです。
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� ま と め

今，我が国ではむし歯は減少し軽症化してきてい

ます。管理重視だった時代は終わり，教育を重視す

る時代へと日本の学校保健は変わってきているので

す。今，日本の学校歯科医には保健教育を重視した

活動を推進するために，積極的に教育に関与するこ

とが求められているのです。

＊「文部科学省」のことであるが，外国人を対象とした

発表のため，教育省と表示した。

図６ 図７

図８
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学校長の立場から

沼田博幸

１．はじめに

本校には児童養護施設から児童全

体の３６％，一人親家庭から２６％の児

童が通学している特殊事情がありま

す。このような実態から，この児童

期に基本的な生活習慣を身に付ける

ことや他を思いやる心の育成が本校

の緊要な課題となっています。

このような現状を踏まえ，学校保

健では，教育目標「豊かな心と一人

一人の個性を伸長し自ら学ぶ力を育

成する」の具現化に向け，「心身と

もに健康な子どもの育成」を目標に

掲げ，健康で安全な生活を営むため

に，自らの健康に関心を持ち，健康

づくりの知識や習慣，態度を養うと

ともに，他人の健康をも思いやる心

を育てることを中心として取り組ん

できました。特に「歯と口の健康つ

くり」に関する取組は，心身の健康

保持への発展性が期待でき，重要な

活動として位置づけて全校で実践し

てきました。

このような折この度，日常の地道

な取組を認めていただき，名誉な受

賞を得ましたことは，この上ない大

きな喜びとなりました。今後はこの

機を糧として，歯科医師会様のご指

導ご助言を賜りながら保護者，地域

の方々との連携を図り，一層充実し

た歯科保健活動を目指し努力してい

く所存です。

２．本校の歯科保健活動の取組概要

本校学校歯科医本村正志先生の温

かい積極的なご指導の下に，松本恵

子養護教諭と連携を図って計画的に

推進し実践してきた全校的な主な取

組内容を以下に紹介させていただき

ます。

� 歯科保健管理

① 各教室内の手洗い場に大型鏡

の設置などの環境整備

② 給食後の全校歯みがきの実施

に伴い，歯みがきの時間確保の

ための日課表の改正

③ 歯みがき効果の確認のための

RDテストの実施

④ 「よくかむこと」の定着化を

図るため，給食時のビデオ撮影

によるかむ回数および流し込み

の有無の調査

� 歯科保健教育

① 歯・口の全体指導計画の作成

② 学校歯科医による「歯みがき

巡回指導」と継続的な事後指導

の実施

③ 歯科衛生士の支援により，手

鏡等を使用しての児童一人一人

への歯みがき指導・助言

④ 歯の衛生図画・ポスターコン

クールへの積極的な応募とその

指導

⑤ ビデオ撮影調査結果に基づく

給食時の望ましい食べ方の指導

⑥ 希望者を対象とする「かみか

み実験室１」（水とビスケット

で流し込み予防の理解），「かみ

かみ実験室２」（ガムを使い咀

嚼の自己評価）の企画と実施

⑦ 毎日の「歯みがき振り返り表」

への記入（自己評価）と教師の

励ましおよび評価

平成16年度

第４３回 全日本学校歯科保健
優良校表彰
文部科学大臣賞を受賞して

北海道旭川市立台場小学校
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学校歯科医の立場から

本村正志

� 組織活動

① 児童会保健委員会による「低

学年歯みがき指導」・「高学年お

楽しみ歯みがき」・「よくかむこ

とや流し込みをしない呼びか

け」（給食時）

② 学校保健委員会（学校医，学

校歯科医，学校薬剤師，学校評

議員，教職員，保護者等で構

成）を開催し，指導・助言およ

び情報の交流

③ PTA主催給食試食会での，

咀嚼，流し込み等の内容を含ん

だ栄養士による講話の開催

� 家庭や地域との連携・啓発・協力

① 保護者の理解と協力を得るた

めの保護者向け「歯みがき通信

の発行」

② 「歯みがき振り返り表」への

保護者の励ましのことばの記入

③ 参観日等における歯みがきの

取組状況報告と協力依頼

３．成果と課題

本校の歯科保健活動は，五感に訴

えたり実験で確認したり，食育面か

ら切り込んでいくなど，子どもたち

へ多方面からのアプローチを考えた

ことにより活動の意欲化を図ること

ができました。

保護者に対しても学校側から積極

的に連携を進めたことで，理解と協

力が得られ，その結果治療率も上

がってきています。

今後は本校の研究領域でもある環

境教育との関連を図りながら，学校

歯科医の指導を密にしていくととも

に，家庭，児童養護施設，地域との

連携をさらに深めて，子どもが主体

的に取り組む歯科保健活動を推進し

ていきます。

４．結びに

この度誠に名誉ある受賞を賜り，

子どもたちはよい励みとなり，誇り

を感じながら元気に学校生活を送っ

ております。また，保護者をはじめ

市民や地域の方々も，この受賞を大

変喜んでくださっています。

結びになりますが，ご多用の中，

熱心にご指導ご支援くださいました

日本学校歯科医会，北海道歯科医師

会，旭川歯科医師会等の諸先生方に

改めて心から感謝を申し上げますと

ともに，この感激を胸にさらに学校

歯科保健活動の一層の充実を目指

し，全職員が一丸となって努力して

いくことをお誓い申し上げ，お礼と

いたします。

この度は，平成１６年度第４３回全日

本学校歯科保健優良校表彰において

栄誉ある文部科学大臣賞をいただく

ことができましたことに，学校歯科

医として名誉と大きな喜びを感じて

おります。

沼田博幸校長をはじめとする教職

員の方々による日頃の保健指導，ま

たいつも児童生徒たちの健康管理に

気を配っておられる松本恵子養護教

諭の努力の結果だと思っておりま

す。そ し て，地 域 の 町 内 会，

PTA，保健委員会などの組織的な

力も後押ししてのものだとも思って

おります。また，この受賞に関して

前任の学校歯科医であった木津武久

先生の功労があったことも忘れては

ならないと思います。旭川市での受

賞は今回が初めてであり旭川市学校

保健会でも高く評価していただきま

した。誠にありがとうございました。

本校は，豊かな自然に恵まれた旭

川市郊外にある児童数約８０名の小規

模校であります。児童養護施設や一

人親家庭などから児童が通学してい

る特殊事情があるなかで教育目標と

して「『豊かな心と一人一人の個性

を伸長し自ら学ぶ力を育成する』―

児童保健委員会による「低学年歯みがき指導」
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やさしく，かしこく，たくましく

―」を目標に自らの健康に関心を持

ち，健康づくりの知識や習慣・態度

を養うとともに，他人の健康をも思

いやる心を育てることを中心として

取り組んでいます。

学校歯科保健の目標は，「『よりよ

く生きる子どもの育成』～知識を実

践化へ～」と設定し年度の目標をた

くさん設定せずに確実に実践できる

ように指導し，活動しております。

実際の活動としては給食後の歯みが

き指導，RDテストの実施と事後指

導，「よくかむこと」の定着化を目

指した給食指導，特に児童会活動で

ある「低学年への歯みがき指導」で

は，高学年の保健委員自身が学習

し，自分たちのことばで伝えるた

め，低学年の子どもたちはより親し

みをもって受けとめ，保健委員会の

活動を楽しみに行っています。

また，本校の特色の一つでもある

「かみかみ実験室」は，「かむこと」

を意識化させるため希望者対象に実

施し，ビデオ撮影による給食でのか

む回数調査，流し込みの有無の調査

を行い，児童が「かむこと」につい

て改めて考える事ができ，また個人

個人の実態を把握できるため，給食

時にも「よくかむ」ことについて指

導ができているようです。

特に「かむこと」の指導について

は，松本養護教諭が長年研究してき

ている課題でもあります。保護者へ

は，歯みがき通信を発行し，歯みが

きの振り返り表にはげましの言葉を

記入してもらい，保護者との連携を

深めているようでもあります。歯み

がき指導については，学年に沿った

指導が大切であると考えますので学

年ごとにポイントを理解させ意欲的

にみがくようにさせたいと思ってお

ります。また継続的な指導も考えて

おります。

今後の課題はいくつかあります

が，一つずつ解決し，地域の特性を

生かし，子どもたちが興味を持って

歯科保健活動を行ってくれるような

新しいことも考えていきたいと思っ

ております。

最近は地球温暖化が深刻な問題と

なっておりますが，旭川市立台場小

学校は，幸いにも自然環境が良く，

この環境の中で子どもたちが人間本

来の生活力とともに自然治癒力など

をもっと高めて，なるべく治療の行

わない「からだ」になってもらいたい

と思います。口の中に関しても初期

段階のむし歯は，最石灰化によって

治癒すると言われております。これ

には，やはりブラッシングが必須の

条件になるのではないでしょうか。

最後になりますが，DMF指数を

低くすることは大切なことに違いあ

りませんが，それだけに固執するの

ではなく，子どもたちが主体的に口

腔に興味をもっていけるような環境

作りと手伝いができればと思ってお

ります。今回の受賞に関して日本学

校歯科医会，北海道歯科医師会，旭

川歯科医師会，北海道教育庁，上川

教育局，旭川市教育委員会の方々に

は，お忙しい中，実地審査にお越し

いただきましたことを，この場をお

借りして改めて厚くお礼申し上げま

す。ありがとうございました。

学校歯科医による歯みがきチェック
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石田�典

１．はじめに

本校は，かねてから学校歯科医と

の連携を中心に歯や口の健康につい

ての特色ある歯科保健活動を重ねて

きました。その結果，平成１５年度「茨

城県よい歯の学校表彰」で「茨城県教

育委員会教育長賞」を受賞しました。

またこの度，第４３回全日本学校歯

科保健優良校表彰において「文部科

学大臣賞」という栄誉ある賞をいた

だくことができ，光栄に存じており

ます。今回の受賞では，子どもたち

の健康を考えてコツコツと行ってき

た継続的な取り組みの努力を認めて

いただき，大きな励みとなりました。

２．本校の歯科保健活動の位置付け

教育目標は「健康で心広く学習や

生活の基本を身につけ自ら学ぼうと

する児童の育成」を掲げ『生きる

力』の育成に努めている。これを受

けて歯科保健活動では，「健康な生

活への意識の高揚と主体的自己管理

能力を養う」ことをねらいとし，む

し歯の治療だけでなく，「歯・口の

健康つくり」に対する意欲を高める

ことを重点目標としている。さらに

歯・口にとどまらず，全身の健康に

よいライフスタイルの確立を目指し

た総合的で包括的な健康つくりを目

指している。

３．本校歯科保健活動の取り組み

� 日常における歯科保健活動

① 給食後の５分間全校「歯みが

きタイム」

（教師も共にみがく）

② う歯なし児童・治療終了後児

童の表彰

③ 手作り歯ブラシ保管庫の活用

④ 給食センターでの歯によい献

立の提供

（歯の衛生習慣に合わせて６月

に実施）

⑤ 保健コーナー「健康な歯・口

をつくろう」の充実

⑥ 保健室での個別的歯科保健指

導「歯肉すこやか教室」の実施

歯科健康診断結果に基づき，

GO・Gの児童を対象に，昼休

みを利用し実施している。

� 学級活動を中心とした活動

① 学級活動における歯科保健授

業の実践

保健教育年間計画に沿って実

践している。個人差や発達段階

に応じた指導を工夫し，児童が

自分の歯・口の問題を考え，発

達段階に応じた正しい歯のみが

き方を習得するよう支援してい

る。全学年とも担任と養護教諭

のTT授業を実践し，効果を

あげている。時には学校歯科医

や歯科衛生士の協力を得ている。

② 歯科に関する図画・ポスター

コンクールへの取り組み

③ 長期休業中の歯みがき習慣化

を図る

「歯みがきカレンダー」の配布

� 学校歯科医との連携

① 学校歯科健康診断の充実

定期歯科健康診断の前に，学

校歯科医と養護教諭が事前に打

ち合わせを行う。また，歯科検

診時は学校歯科医から，児童一

人一人に合わせた個別指導を実

施している。

② 学校歯科医だより「歯っする

タイム」の発行

毎月１～２枚発行し，保護者

の歯・口の健康つくりへの啓発

を行っている。

③ 口腔写真付き「歯の健康カル

テ」の作成（Ｂ４サイズ）

右側に歯科検診時，歯科衛生

士が撮影した口腔写真を貼り，

養護教諭からのコメント，自分

の感想，保護者からの一言を記

入し，左側に学校歯科医からの

指導事項を記載する。幼稚園か

ら小学校６学年までの継続した

記録になり，児童の財産となっ

ている。

� 児童会活動（保健委員会）

① 「よい歯の集会」の実施

紙芝居や劇を行い全校児童の

歯・口の健康つくりへの関心を

高めた。

② 「歯についてのアンケート」

の実施

歯についての習慣や意識を調

べて，委員会活動に生かす目的

で実施した。

③ 健康手帳での「清潔調べ」の

実施

毎月第１月曜日に行い，ハン

カチ・ちり紙・爪等の検査の他

に「朝の歯みがき」があり，基本

茨城県麻生町立大和第一小学校
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山口將日

的生活習慣の形成を促している。

④ 歯ブラシ開き具合点検の実施

毎月第３水曜日に行い，歯ブ

ラシ保管庫のコップの中に，

レッドカード（すぐ交換），イ

エローカード（そろそろ交換）

を入れ適切な歯ブラシを使用す

るよう促している。

⑤ その他の活動

集会活動は４月以外に，１０月

「目の愛護デー集会」１月「か

ぜ予防集会」を実施している。

３学期は，お茶うがい抜き打ち

調査を行い，お茶うがいの実践

を促している。また，シャボ

ネットの補充，流しの点検等も

行っている。

� 家庭及び地域との連携

① 学校保健委員会（拡大型）

１学期の授業参観日に合わせ

て実施しているため，参加保護

者は９０％に上る。内容は報告と

協議２５分，研修会での講演６０分

である。今年度は学校医「性行

為感染症について」２０分，学校

歯科医「たばこの害」「いつ削

るか～健康な歯を守り育てる保

護者の知識～」のテーマで講演

していただいた。

３．結びにかえて

学校は生涯にわたる健康つくりの

基礎を培うところであり，健康への

動機付けの役割を担っています。一

人一人が主体的に取り組みながら生

涯の健康に繋がるように，よりよい

生活習慣を形成していけるように支

援し続けて参ります。しかし学校だ

けでは限界があります。大切なこと

は家庭の意識の高揚を図り，学校歯

科医や地域との協力体制のもとに継

続していくことであると考えます。

学校歯科医の山口將日先生には，

労を惜しまない献身的な態度での温

かいご指導をいただき，心から感謝

申し上げます。

文部科学大臣賞という名誉ある賞

をいただいたこの期に，さらなる学

校教育の充実のため努力いたすこと

をお誓い申し上げ，結びといたします。

１．学校歯科保健のあり方

今回栄誉ある賞を受賞させて頂き

ましたが，私の場合，日本ヘルスケ

ア歯科研究会の優れた先生方の取り

組み（注１）にならって学校歯科保健を

変えてきました。つまり，こうすれ

ば結果が出るというゴールは既にわ

かっていたことになります。御参考

までに下記に私の「学校歯科保健の

あり方について」まとめますが，こ

のご報告では，そのゴールに到る上

で苦労したこと，試行錯誤したこ

と，気づいたことなどをお話し，今

思えば，どのようにすれば，一番近

道だったかという視点でまとめてみ

たいと思います。

学校歯科保健のあり方について

（短期目標）

むし歯と歯周病の成り立ち・予防

について教育し，カリエスフリーの

子供を育成する。

（長期目標）

歯科保健を通して，子供の健康感

を高め，問題解決できる子供を育成

する。

家庭・学校・歯科医師の役割

→次ページ参照

（注１）日本へルスケア研究会会誌

１９９９年 Ｐ２８『地域に根ざした歯科

医療を模索する』

浪越健男先生

Ｐ３２『村木沢小学校におけ

る学校歯科保健の取り組み』

斎藤直之先生

Ｐ４３『私の学校歯科保健活動』

佐々木正晃先生

２０００年 Ｐ３４『学校歯科保健活動に

よるう�罹患率の改善』

五十嵐正大先生

２．当地域の特色

私は，地元で２幼稚園（１つは私

立），４小学校，１中学校の学校歯

科医を担当しています。そして，子

供たちは公立幼稚園を卒園し，４つ

の小学校に分かれ１つの中学校に

戻ってくるため，幼稚園から中学校

卒業まで１０年間，私が子供たちを受

け持てる環境になっています。

小学校はどこも１００人弱の小規模

校です。地域の環境は水田や蓮田に

囲まれた自然豊かで，人口の流入も

少ない穏やかな風土の農村地帯で

す。３世代，４世代同居が多く（祖

父母がお菓子をあげてしまい，乳歯

列のカリエスは非常に多く感じてい

ます。），PTA活動においても大変

協力的なところです。

３．学んだこと

ここでは，学校歯科保健活動をす

る上でこうすれば近道だなと，実体

験の中で学んだ幾つかをご紹介させ

て頂きたいと思います。

�まず，健康診断環境を変えること
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からはじめましょう。

検診時に口腔内写真をとり，検

診ファイルを作成する。検診ファ

イルの冒頭には，検診の理念をの

せ，新しい学校歯科保健活動の開

始を宣言する。

�カリオロジーにおける早期充填か

ら予防への変化をCOを通して，

検診のコメントや事後措置の中に

反映させ，情報伝達する

�教職員・児童・保護者向けの情報

提供は，おたよりや，学校保健委

員会，授業参観日，スポーツ大会

の日などを利用する。いきなり授

業時間をもらえる訳はないので学

校行事のある日に１０分でも講演時

間をもらい話しにいく。

�養護教諭とは，事前に何回も話し

合う。これが，学校全体として取

り組んで頂く第一歩。時間はかか

るが面倒がらない。

�養護教諭と太いパイプができた

ら，保健主事，教頭，校長先生な

どと少しずつ輪を広げる努力をす

ること。公立校は数年サイクルで

先生の入れ替わりがあり，一度蓄

積したノウハウが，学校にきちん

と蓄積される土壌づくりをする。

�その際，どんどん「賞」に応募し

てもらうこと。校長先生はじめ，

各先生にとって，賞をとること

は，キャリアを積むことにもな

る。一度「賞」をとると，「どこ

からそんな賞見つけたの？」とい

う位，学校もやる気になる。

�ただ，あまりあせらずやること。

診療所を変えるには，「院長の決

断」・「リーダーシップ」があれ

ば，あとは何とかなるが，学校に

おいては，歯科医師がいかにやる

気でも，学校自体（校長先生）が

やる気にならないと思うように進

まないことがある。

また，学校歯科保健において，

学校歯科医はカリエスフリーや

DMFT，Ｇの割合の減少などに

目がいくが，それでは，学校は動

きにくい。学校全体で取り組んで

もらうためにも，われわれ自らが

学校歯科保健を以下のように位置

づけることが必要だと思う。

「口腔の健康を通して，自分の

体・いのちの大切さに気づき自己

管理していける児童を育てる『い

のちの学習』の１教材として歯科

保健を位置づける」，くしくも日

本学校歯科医会会長に，「むし歯

が減っただけではロマンがない。

それを通して子供の健康感が高ま

るような指導をしてください。」

と実地審査のとき，ご講評頂いた

のを思い出します。
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櫻井謙一

４．成 果 ―担当校受賞歴―

�大和第３小学校

Ｈ１３年度：茨城県歯科保健賞

Ｈ１４年度：茨城県教育委員会および

茨城県教育弘済会主催

「教育に関する研究」

論文最優秀賞

Ｈ１５年度：茨城県学校保健・学校

安全研究大会

「よい歯の学校」

茨城県教育委員会教育

長賞

�大和第２小学校
Ｈ１５年度：茨城県学校保健・学校

安全研究大会

「よい歯の学校」

茨城県歯科医師会長賞

�大和第１小学校
Ｈ１５年度：茨城県学校保健・学校

安全研究大会

「よい歯の学校」

茨城県教育委員会教育

長賞

Ｈ１６年度：全日本学校歯科保健優

良校表彰最優秀賞

（文部科学大臣賞）

�太田小学校

Ｈ１６年度：茨城県学校保健・学校

安全研究大会

「よい歯の学校」

茨城県教育委員会教育

長賞

�麻生第一中学校

Ｈ１６年度：茨城県学校保健・学校

安全研究大会

「よい歯の学校」

茨城県教育委員会教育

長賞

１．はじめに

本校では，『光り輝く歯づくり』

を目指して，開校以来２８年間学校保

健活動に取り組んでいます。このた

びは名誉ある文部科学大臣賞（最優

秀賞）をいただき，大変光栄に存じ

ます。

現在，児童数は６２３名で，学校歯

科医の先生方の継続した熱意ある指

導助言のもと，歯みがきの基本を理

解させ，歯の健康に対する意識化，

習慣化を図っております。

保護者の方々も大変協力的で，親

子歯みがきには多くの皆さんが都合

をつけて参加していただき，「参加

してよかった」という感想をいただ

いています。

２．本校の歯科保健活動の取り組み

本校では，学校歯科医の先生方の

指導を全面に受け，学校・家庭・地

域が一体となり学校歯科保健の目標

をもとに職員が一丸となって努力し

ています。職員研修においては，教

師全員が健康診断票の読み方を学

び，個々の児童の口の中の様子を把

握し，保護者との連絡を密にしてい

ます。保護者への啓発は，保健だよ

り「すくすく」の発行や低学年にお

ける親子ふれ合い歯みがきの実施，

歯に関するポスター・習字・標語づ

くりへの協力，就学時健康診断時に

おける歯の指導，学校保健委員会の

議題から学ぶ等を行っています。

� 本校の特色ある歯科保健活動

① 一日一言の語りかけ

担任による歯の健康のために

なる言葉を，一日一言ずつ毎日

児童へ語りかけ。

② 親子歯みがき

歯科衛生士の指導のもと

に，１・２年生の児童を対象

に，親子で正しいブラッシング

の仕方の習得。

③ 「光り輝く歯」コンテスト

６年生の各クラス５名ずつ選

出し，児童の口腔内の写真を掲

示し，全職員と全児童が投票す

るコンテストを実施。

④ 「むし歯ゼロ」の表彰

う歯が無く，治療した歯の無

い児童の表彰を全校朝会で実

施。」

⑤ 運動会の参加賞として，全児

童・全職員に歯ブラシを配布。

� 学級活動における歯科保健活動

児童の実態等を考慮して１年から

６年までの発達段階を系統立てた内

容となるように配慮しています。

① 指導の実際

学級活動の時間を利用して，

歯科保健に関する活動を，担任

または担任と養護教諭のティー

ムティーチングで行っていま

埼玉県羽生市立羽生南小学校
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す。その中のブラッシング指導

では，個々の児童がデンタルミ

ラーを用いて，口腔内の様子を

観察します。また，カラーテス

ター使用後の結果等，正しいブ

ラッシングの仕方や指導内容・

感想を記入する「がんばりカー

ド」の活用も図っています。

� 学校行事における歯科保健活動

① 歯科衛生士による歯みがき指導

全学年全クラスを対象とし

て，保健センターの歯科衛生士

さん指導のもと，養護教諭と担

任による正しい歯のみがき方と

その大切さや歯によいおやつ，

歯肉炎，顎関節症等について，学

年に応じた指導を行っています。
シ

② マンスリーヘル歯ーチェック

毎月第２週目の木曜日の朝の

活動時間に，担任が児童の口腔

内を観察し，歯みがきができて

いるか検査をします。ヘル歯ー

チェック後，よくみがけていな

い児童を対象とした「キラキラ

教室」（個別指導）を昼休みに

保健室で実施して，養護教諭，

保健主事，担任の先生により個

に応じたブラッシング指導を

行っています。

③ み がCO（こ ー）！ふ せGO

（ごー）！タイムの実施

歯科健康診断の結果を受け，

CO，GOの児童に対して定期

的に個別指導を行い，経過を観

察し改善を図っています。

� 児童会活動

児童保健委員会（本校では，健康

委員会）は，５・６年児童の１５名で

組織され，月１回（第１火曜日）の

定例活動と毎日（曜日毎担当クラス）

の日常活動に取り組んでいます。

① 保健パトロールやポスターづ

くり

主な仕事は，石けん・水道の

蛇口の衛生管理等やポスター作

成等。

② 歯科保健の活動として

�歯のカルタづくり

�歯みがきカレンダーの作成

�光り輝く歯コンテストの補助

�むし歯予防の標語・ポス

ター・習字の作成と掲示

�健康な歯づくりの校内放送

�歯の大切さをテーマにした紙

芝居の作成と読み聞かせ。

�学校保健委員会への参加

� 家庭・地域との連携

① 学校保健委員会（年３回実施）

「子どもの生活と歯」や「歯

の健康と食生活」をテーマに，

学校歯科医や栄養士の先生方を

指導者に迎え，咀嚼についての

講話等を実施。

② 親子ふれあい歯みがき

歯科衛生士，養護教諭，担任

によるブラッシングの個別指導

の実施。

③ 給食センターとの連携

「歯を丈夫にする」献立を受

け，咀嚼に関する調査。

④ 古代米（学校側で準備）と白

米（給食センター）とのかみご

たえの違い調査。

３．結びにかえて

学校教育においては，生涯を通し

て心豊かに安全な生活を送るための

健康教育を充実させることが大切で

す。今後も，継続的なブラッシング

指導と個別指導の徹底を図るととも

に，咀嚼の大切さなど食べる機能の

発達を促す指導や保護者に対する食

への指導をさらに充実させていきた

いと思います。

「継続は力なり」という言葉があ

ります。これまでの本校の歯科保健

活動の基本理念をしっかりと受け継

ぎ，さらなる学校教育の充実のため

に努力したいと考えています。
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学校歯科医の立場から

増田憲司
角田裕史

この度，羽生市立羽生南小学校

が，全日本学校歯科保健優良校表彰

において，文部科学大臣賞（最優秀

賞）を受賞したとのことで，学校歯

科医として大きな喜びを感じており

ます。

振り返りますと，２８年前，羽生市

立羽生小学校が分割され，羽生北小

学校と羽生南小学校が創立された

際，羽生南小学校学校歯科医に，同

窓でもある大先輩の角田裕先生と，

私，増田憲司が就任しました。

それより少し以前，私が父と一緒

に仕事をはじめた当時昭和４３年頃

は，父の担当していた小学校，幼稚

園，保育園の歯科健康診断に父のか

わりに行きますと，乳歯はほとんど

齲歯だらけでした。歯科医師も少な

く，乳歯の治療まで手がまわらない

状態でした。父がつぶやくには，「戦

時中や戦後のもののない時代は，齲

歯をもっている児童は，５０人中３～

４人しかいなかったんだがなあ。」

と話していました。

これに比べて当時の齲歯の多いの

は，砂糖の消費量が最高になってい

るせいと思い，大学の口腔衛生の教

室に残って研究をしていた友人に聞

いてみたところ，「子どもと保護者

の指導を同時にしていかなければ齲

歯は減らない。」とのことでした。

また，そのことを羽生歯科医師会

の先輩諸氏に相談したところ，意識

付けにフッ素塗布をしてみようとの

意見の一致をみたので，羽生市教育

委員会にはたらき掛けました。そこ

で，１０人分の材具を教育委員会と歯

科医師会が半分ずつ出し合い，羽生

市の小学校１年生を対象に，まず年

に２回やってみました。現在で

は，２年生まで実施しています。

そして，実施効果が出てきたのを

みて，幼稚園，保育園でもやってほし

いとの要望があり，就学前２年，現在

は３年まで，年１回６月に実施して

います。これも２０年前から羽生歯科

医師会の年中行事となっています。

羽生市内の小中学校は，１５年度埼

玉県学校歯科保健コンクールにおい

て，１４校中１３校が表彰されるという

甲乙つけがたい程になっています。

これは，学校歯科医，学校薬剤師，

保健センターの歯科衛生士さんのい

ろいろなアドバイスを，校長先生以

下保健主事，養護教諭，教員，保護

者や地域の皆様が一体となって実践

し頑張った結果だと考えています。

近在の高校の先生に聞きますと，

「シルバーのルージュやマニキュア

をしているような生徒が，昼休みに

歯をみがいているのは，殆ど羽生市

出身の生徒。」だそうです。

終わりに，子どもの健康に夢中に

なって取り組んでいた，故人となら

れた角田裕先生に表彰の報告を聞か

せたかったと思い，残念でなりませ

ん。現在は，ご子息の角田裕史先生に

学校歯科医を継いでもらっています。
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学校長の立場から

天野文子

１．はじめに

本校は，学校歯科医の働きかけや

ご指導のもと，２０数年あまり，歯や

口の健康についての特色のある歯科

保健活動を重ねてまいりました。そ

の結果，平成１２年度には，静岡県学

校歯科保健優良校という大変光栄な

る賞を賜り，一つの事を継続して実

践することの大切さを再認識致しま

した。

そして，平成１６年度は本校創立４５

周年という節目の年にあたります。

このような年に，第４３回全日本学校

歯科保健優良校表彰において，文部

科学大臣賞をいただくことができ，

この上ない喜びであります。本校に

おける歯科保健活動は，学校保健教

育目標「誠実でたくましい富士の

子」の具現化を目指し，知徳体の調

和のとれた人間性と感性豊かな児童

の育成に努めています。目指す子ど

も像の中で「たくましい子」をさら

に学校保健目標で具体化し，活動に

取り組んで参りました。今回の受賞

を励みに，家庭・地域・学校歯科医

をはじめとする学校医との連携を大

切にし，更なる学校歯科保健活動の

推進に努力してまいります。

２．本校の歯科保健活動の取り組み

学校保健目標である，自分のから

だがわかり健康管理のできる子・自

分や他人のからだや心，命を大切に

する子を受け，歯科保健教育におい

ても，（知）歯と口の健康に関心を

持ち，自分の口・歯の実態や様子に

気づき知る子（徳）歯と口の健康づ

くりについて，自分の実態をとらえ

た上で，問題意識を持ち考える子

（体）自分の歯と口の健康を守ろう

という意識をもって，歯と口の健康

づくりに関して自ら実践する子と目

標を定めています。

具体的な目標として，「食を通し

て，口と歯の健康づくりに対する実

践力を培う」を掲げ，食育も重点に

置きながら，良い歯でしっかり食

べ，心も体も健康であることをめざ

しています。

３．本校の歯科保健に対する取り組

みの実際

� 専門知識を生かした指導

① 学校歯科医による指導

・教職員研修

歯・口の健康には望ましい食

生活が大切であること等を内容

に盛り込んだ講話。

・歯科検診の実施 （年２回）

・１年生親と子の歯みがき教室の

実施

・１年生保護者への講話

保護者が児童の口の中の実態

を知り，家庭で生かすことので

きる食事のマナーや食のあり方

について考える場とした。

・学校歯科医と担任によるTT

授業実践（隔年）

第３学年「じょうずにおやつ

を食べよう」

ジュースの中に含まれている

砂糖の量を糖度計で調べた。

おやつの時間を決めておくこ

とが大切であることを理解した。

第５学年「よくかんで食べよう」

だ液のチェックを行った。

やわらかいものとかたいもの

を食べた時の口の中の状態の違

いを学習した。

② 学校栄養士による指導

・給食時の栄養指導

年間計画に基づき，成長期に

ある子どもたちに必要な栄養に

関する正しい知識を学ぶ場とした。

１年生 ～いろいろな食べもの

を知ろう

２年生 ～おやつからむし歯を

予防しよう

３年生 ～カルシウムのすごい

パワー

４年生 ～食べものから歯の健

康を考えよう

５年生 ～よくかんで食べよう

６年生 ～歯の健康と食生活に

ついて考えよう

養護学級～おやつからむし歯を

予防しよう

③ 養護教諭による指導

学校歯科医よりアドバイスを

頂いた内容を，各学年の指導内

容に盛り込み，自分の体に関心

を持ち大切にしようとする気持

ちを持つことができる指導を実施。

１年生 ～ぶくぶくうがいを

じょうずにしよう

２年生 ～第一大臼歯をじょう

ずにみがこう

３年生 ～自分の歯並びにあった

歯みがきを覚えよう」

静岡県御殿場市立御殿場南小学校
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勝又 修

４年生 ～自分の歯並びにあっ

た歯みがきを覚えよ

う

５年生 ～おやつのとり方を考

えよう

６年生 ～歯肉炎にはなりたく

ない

� 食に関する指導

口の中を含め，健康な生活を支え

る基盤を，食を通して培うことがで

きるよう，「すべての子どもが毎日

朝食を食べる」という目標を定め達

成するために，地域関係機関と連携

をとり，平成１５年度より実践を始め

た。この目標は，御殿場市の食生活

重点目標でもある。

� 学級で行われる活動

・給食後の歯みがき実施。

・毎月１日を健康安全の日と定

め，家庭で口の中のチェックを

実施。担任が見届けをする。

� 児童会活動

・歯みがきテープの作成

・おやつのとり方等の，紙芝居を

作成

� 地域・保護者への啓発活動

・各種おたよりを活用した啓発活動

保護者に子どもたちが学校で

指導学んだ内容を理解してもら

い，家庭と学校が共通理解のも

とで，子どもたちを育てること

ができるよう心がけた。

・カラーテスターによる歯の汚れ

のチェックを実施。（年２回）

４．結びにかえて

健康で生涯を過ごすことは人とし

てこの上ない喜びであり，また目標

です。自分のためばかりではなく，

人のためにも明るく健康であること

は大きな幸せです。

その健康の礎は家庭にあるのです

が，学校が家庭へ啓発することに

よってより高い，よりすばらしい健

康な身体作りのための知識，実践力

を高めていくことができます。そし

て健康をはじめ生涯学習に至るま

で，自己管理能力を育てていくこと

が生きる力をもった自立した人を育

てることになると思っています。

まずその最も大切な「食するこ

と」，そして「食べるには，何より

もかむ歯が大切であること」を認識

し，どのような食べものが身体のた

めによいのか，良い食習慣を身につ

けることが，これからも児童の心と

身体の健康にとって大きな教育的課

題ではないかと考えています。

文部科学大臣賞という栄誉ある賞

をいただきましたことは，長年にわ

たり労を惜しまない温かな御指導を

下さった学校歯科医の勝又修先生を

はじめ，学校歯科保健活動の推進を

支えて下さっておられる多くの関係

者の皆様に心から感謝申し上げます。

この度，全日本歯科保健優良校表

彰において，文部科学大臣賞受賞と

いう光栄に属し，担当の学校歯科医

として驚きと共に大きな喜びを感じ

ております。

これも一重に，長年にわたる学校

長，養護教諭，教職員，PTAの皆

様のご努力と連携の賜物であり，平

成１２年度の静岡県学校歯科保健優良

校，さらに続いてのこの栄誉は私た

ちにとりまして今後大きな励みと

なって支えてくれると思います。

本校は生徒数９００名以上の大規模

校で，御殿場市の中心に位置し，周

囲に歯科医院も多いことから，かか

りつけ歯科医での治療，予防の充実

も図れる恵まれた環境にあります。

また，保護者の歯科保健に対する

関心も高く，御殿場市内の他校の

DMFTも他市に比較し低い数値を

示していることも遠因につながると
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思われます。

本校における歯科保健活動は，年

２回の検診，年２回の学校保健委員

会，１年生親子歯みがき指導，母親

教室，栄養士による食育授業が今ま

で継続して実施されてきました。

歯みがき指導は，大規模校である

が故の集団指導の難しさもあり，１

年生親子のみを対象として歯科医師

２名歯科衛生士６名で PTAの協力

を得ておこなっております。

審査の席上，日本大学の伊藤先生

より指導の継続をとのご指摘を頂き

今後の検討課題となりました。そし

て今年度より新たに，教職員への研

修，３年生，５年生への保健授業が

加わりました。

これは３年前より学校運営組織に

「健康指導部」が設置され，計画→

指導→実践→評価がなされており，

長年の要望でありました教職員研

修，保健授業がカリキュラムの忙し

い中，天野校長先生のご判断で取り

入れられたことによります。

養護教諭はじめ先生方に，歯科に

ついての理解をさらに深めて頂く事

は授業中や給食時に極めて有意義な

ことであり，そして保健授業におい

ては，素人の私達の講義を受け入

れ，咀嚼や唾液等，体の仕組みや生

理面について目を輝かせて聞いてく

れる児童たちとの場を作って頂いた

事に深く感謝しております。

野々上養護教諭が本校の小学生，

隣接した中学生に対して間食の内

容，時間帯についてアンケートをと

りました。その結果，在校生，卒業

生の生活から食の好みまで一端が垣

間見え，う�に対する予防として，

歯みがき，フッ素等は対処療法でし

かなく，［食］が主であるとの感を

強くしております。

また，静岡県歯科医師会の統計調

査から，生徒のう�有病者率は減少

していない事，そして処置完了者率

が低学年において特に低いことが指

摘されています。検診をしただけで

は何の予防にもならず，効果も出ま

せん。検診時に問題があれば担任か

ら保護者に伝わるようにはしており

ますが，検診を生かす工夫が必要な

ようです。不正咬合，歯肉炎，顎関

節の諸問題も含め，今後これらの内

容を検討して，保健委員会，教職員

研修，保健授業の場で伝えていきた

いと思っています。

御殿場南小学校生の重点目標は気

づき，考え，行動するとあります。

聞き分けのある小学校６年間に如

何に「歯の大切さ」を教え，「しっ

かり噛んで食べよう」という食習慣

を伝えられるか。継続的な歯科保健

教育活動をしていくことは，自発的

な健康管理の大きな基盤になると思

われます。

１１月の歯科保健研究大会におい

て，座長を努められた，西野先生のご

講演は特に印象に残りました。子供

には自らが自らを成長させようとす

る力があり，その力で自分を発達さ

せていくとのことです。様々な家庭

環境があり家庭任せにはできない昨

今，学校での「食育」が重要であると

のお話は色々と考えさせられました。

一番早く，そして多く現れる生活

習慣病がう�であり，その予防は後

発の疾患を抑え，全身の健康を守る

ことにつながる。その環境作りは子

供を取り巻く保護者，教師，栄養

士，歯科医師等様々な方々との協力

で始めて成り立ちます。

今後とも，連携を大切にして，学

校保健に携わっていきたいと考えて

います。

最後になりますが今回の受賞に対

して日本学校歯科医会会長初め理事

の先生方，静岡県歯科医師会の青島

理事，静岡県教育委員会，御殿場市

教育委員会の方々には，実地審査に

お忙しい中お越しくださいましたこ

とを厚く御礼申し上げます。
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学校長の立場から

岡村 保

１．はじめに

この度，本校が，第４３回全日本学

校歯科保健優良校表彰にて文部科学

大臣賞を受賞できましたことは，大

変嬉しく，これも子どもたちをはじ

め本当に多くの方々のお陰でいただ

いたものと感謝いたします。

本校は，創立１３２年を迎え，伝統

を大切にした特色ある取り組みを推

進しています。それは，命の大切さ

に気づき，命輝く日々の取り組みで

あり，具体的には，歯科保健を中心

にした保健教育，交通安全子ども自

転車大会参加への取り組みを通した

安全教育，愛林植樹など地域の自然

に親しみ大切にする取り組みなどで

す。とりわけ，歯科保健を中心にし

た保健教育の取り組みは，今から２５

年前の昭和５６年，PTAの組織の中

に保健推進委員会が設置され，子ど

もたちの日常生活や健康上困ってい

ることなどを保護者と教職員がとも

に話し合い実践することから活発に

なってきました。その中からこれま

でに，健康カルタ，毎日の食事に役

立つ献立表，歯周病掛図，歯みがき

点検ボード，牛乳パックを使っての

歯の模型，むし歯予防劇，紙芝居，

糖度調査など数多くの実践が生まれ

てきました。本校の実践の特色は，

こうした保護者と教職員と子どもた

ちと，そして地域の方々の協力を得

た地道な日々の実践であり，このこ

とを評価してくださったことは大き

な喜びであります。

２．本校の歯科保健活動の取り組み

本校の学校歯科保健は，学校教育

目標「ふるさとを愛し，学びを楽し

む豊かな心を持ち自らを磨き続ける

児童の育成」を受け，次のような子

どもの育成を目指しています。それ

は，「自分の歯や口の健康について

関心を持ち，主体的に学ぼうとする

子ども」であり，「学んだことを生

活の場で生かし健康なライフスタイ

を実践しようとする子ども」であり，

「自ら生涯にわたって健康を守り，

向上しようとすることができる能力

や態度を身につけた子ども」です。

こうした子どもの育成をめざして

地域，家庭，学校がともに連携・融

合し合いながら取り組んでいますこ

とを次に紹介します。

�毎日の給食後に歯みがきの歌を放

送し，また，歯みがき点検ボード

を活用して歯みがきの徹底と習慣

化を図っています。子どもたちが

主体的に取り組むように，歯みが

きの歌の詞を健康委員会が考え，

歌い，録音したり，子ども一人ひ

とりが自分で歯みがきを点検でき

るように点検ボードを活用したり

しています。

子どもたちも歯みがきの歌を覚

えて，毎日歯をみがいています。

�子どもたちの保健意識を高め実践

につなげていくために，各学年で

の学級活動で発達段階に応じて教

材内容を考え，また，養護教諭と担

任でのTTやゲストティチャー

を招いての学習など指導方法も工

夫しながら実践しています。

・１年 上手な歯のみがき方

・２年 歯を大切にする食べ物

・３年 美しい歯並び

・４年 丈夫な歯を作る食べ物

・５年 清涼飲料水の糖分

・６年 歯肉の病気 など

・１年生の授業では絵本「むし歯

くんだいきらい」をペープサー

トで提示し歯に関心を持たせ，

むし歯と健康な歯について考え

ました。その後，むし歯になら

ないために歯をどのようにみが

いたらいいか，歯の上手なみが

き方について実際にみがきなが

ら学んでいきました。

・５年生の授業では，子どもたち

がふだん飲んでいる１８種類の

ジュースを用意して，その中に

どれくらい砂糖が入っているか

を糖度計を使って調べました。

学習後，次のような感想を書い

てくれました。「調べてわかっ

たことは，お茶類は砂糖が入っ

ていなかったけれど，炭酸類は

いっぱい砂糖が入っていまし

た。………今度どこかへ出かけ

る時は水筒の中にお茶を入れて

いくように気をつけたいと思い

ます。」

学習したことが，子どもたち

のふだんの生活に生かされてい

ます。

�年に２回（６月・２月）歯垢清掃

度テストを実施し，歯みがき状況

を自分で目で確認し，自分の歯に

合ったみがき方を身につける取り

組みをしています。家の方にも

滋賀県甲賀市立大原小学校
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知っていただくために，祖父母参

観日に歯科衛生士さんに来ていた

だき，歯肉炎についての話や効果

的なブラッシング指導をしていた

だくこともあります。

�児童健康委員会でも様々な活動を

して，全校児童に歯の健康につい

て意識を高める取り組みをしてい

ます。毎年６月の全校集会では，

「歯の集会」を実施し，委員会で

内容を考え，劇やクイズ，歌など

を通して，むし歯予防や歯の健康

や食事の大切さについて，みんな

に呼びかけています。その他に

は，幼稚園を訪問し，園児に歯の

健康についての紙芝居をしたり，

「歯の日・葉っぱの日」の呼びか

けビデオを製作したりしていま

す。子どもたちも積極的に委員会

活動に取り組み，大変熱心です。

�保健室では，子どもたちが来室し

やすく，心やからだが安らぐよう

にBGMを流すなど雰囲気作りに

努めています。また，来室した子

どもたちに歯の健康や自分のから

だに関心を持ち，いつでも歯みが

きテストやブラッシング指導がで

きるように準備しています。さら

に，保健だよりの発行や毎月８日

の日の「歯の日・葉っぱの日」に

特集号を出したり，健康づくりの

啓発に努めています。

子どもたちも気楽に保健室に来

ては，自分のことやいろいろな出

来事について養護教諭に話をし

て，心のオアシスとなっています。

�本校には，PTA組織に学校保健

推進委員会があり，保護者の方の

積極的なアイデアでこれまで数多

くの実践を積んできました。毎

年，最初にその年度のテーマを決

め，テーマに沿って様々な活動を

推進しています。平成１６年度は「野

菜を食べておなかすっきり笑顔い

きいきベジタブルブラッシング」

というテーマで，特に食生活と歯

の健康について，からだによい健

康メニュー作りや野菜をたくさん

食べよう運動の推進などに取り組

みました。また，機関誌「げん

きっ子」や「歯の日・葉っぱの

日」のステッカーを作成し全家庭

に配布しました。保護者の方が作

り演じる紙芝居は，子どもたちに

も好評で人気があります。

�年２回，学校保健委員会を関係者

が集まり開催しています。歯の健

康食生活をテーマに学校歯科医の

先生の講話やRDテスト，咬合力

テストの体験，保健師さんによる

歯のグループ学習など体験参加型

の内容を取り入れ実施しています。

�学校歯科医の西田先生の御協力を

得て年に２回歯科検診を実施し，

全学年のCO，GOの経過観察と

指導を行っています。継続した取

り組みで少しずつですが改善が見

られるようになってきました。

�地域，関係機関との連携として，

親子健康教室や保護者への啓発の

ための講演会，保健センターの相

談活動，給食センターの協力支援

の給食会など学校とともに協働し

ながら推進している事業，取り組

み・実践があります。

３．おわりに

「継続は力なり」と言われます

が，長年，取り組みを継続してきた

ことが，子どもたちの意識に歯の健

康の大切さや関心を高めているよう

に思います。また，学校側からのア

プローチだけでなく，むしろ本校は

PTA保護者からのアプローチをと

もにしてきたこと，さらに地域・関

係機関も加わって歯やからだの健康

について取り組んできたことが，成

果に表れてきたように思います。

今後は，この受賞を契機に，これ

までの取り組みを大切にしながら

も，健康への意識の高まりが実際の

行動につながるよう，より実践力を

子どもたちにつける取り組みを充実

していきたいと考えています。子ど

もたちが歯や口，食の学びを通し

上手な歯のみがき方の授業
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西田武泰

て，命を大切にし，自分を見つめ，

気づき，考え，行動していけるよう

な「生きる力」をつけてくれればと

思います。

今後とも学校歯科医の西田先生を

はじめ本校の歯科保健活動の推進を

支えてくださっている多くの関係者

の皆様の御支援御協力を得ながらよ

り充実した取り組みを推進していき

たいと考えておりますのでどうぞよ

ろしくお願いいたします。

この度，甲賀市立（実地審査の時点

では甲賀郡甲賀町立。表彰時は町村

合併にて甲賀市立）大原小学校が第

４３回全日本学校歯科保健優良校表彰

に於いて栄誉ある文部科学大臣賞を

受賞されました。担当学校歯科医と

してもこの上ない喜びでございます。

大原小学校はここ４年連続して滋

賀県良い歯の学校表彰を受賞し，ま

た，平成１３年には全日本学校歯科保

健優良校表彰特別賞を受賞いたしま

した。このことは一重に学校長を始

めとし，養護教諭・教職員一同・甲

賀町教育委員会・甲賀町保健セン

ター・大原小学校 PTA等，学校を

取り巻く地域全体の協力の賜と確信

いたしております。

私がこの小学校と関わりを持った

のは大学卒業直後の昭和４３年でし

た。当時，学校歯科医をしていた父

に従い，学童健康診断を共に実施い

たしました。

当時は戦後２３年，豊かな時代とな

り糖分過多のお菓子が氾濫していま

したので，いわゆる「みそっ歯」の

児童が非常に多く，う歯罹患者率

９９．９％の感があり，う歯ゼロの学童

は２～３年に１人程度しか見つから

なかったと記憶しております。

それから１０数年後，う歯罹患者率

は８０％前後となりました。この間養

護教諭はもとより，教職員一同歯科

保健の重要性を認識し，う歯半減に

傾注して来られました。この頃，父

は他界し，私が大原小学校の学校歯

科医を担当するようになりました。

その２～３年後より，今回の受賞

の礎となる特筆すべきことがいくつ

かありました。

まず第１に大原小学校の PTA組

織の中に「保健推進委員会」なるも

のを立ち上げ，各クラス１名ずつ参

画し，学童の保健推進に学校・学校保

健委員会と共に取り組むとの目的で

した。毎年その年のテーマを決め，

それに向かって PTA組織全体が努

力するというものであります。この

組織ができて２０数年になりますが，

そのうち１０数回「歯科保健」をテー

マに取り上げていただきました。

このことにより地域全体の歯科保

健に対する関心が高まったと思われ

ます。

第２に甲賀町教育委員会の歯科保

健に対する理解度です。ある年の甲

賀町学校保健会（１中学校・３小学

校）の席上「学校歯科検診時のライ

トが裸電球で熱いばかりで暗くて検

診しづらい。専用の無影灯があるの

で購入してほしい。ただし，年度途

中でもあり，また，一基１０万円程度

と高価な物なので，次年度以降４年

がかりで順次購入していただきた

い。」と申し上げましたところ，な

んと，その年度に４基購入し各校に

配備していただきました。その後

も，学校新築・改築時に洗口場設置

を申し上げ，４校共完備されました。

今一つは甲賀町保健センターの取

り組みです。歯科保健とフッ化物応

用は切り離せないものと考え，その

時代に即したフッ素塗布法・フッ素

イオン導入法を提言し，実施してま

いりました。

そして１０数年前に「フッ素洗口法」

が全国的に広がりつつある時，我が

甲賀町も「フッ素洗口法」を導入し

てはと提言いたしました。もちろん，

学校で集団で行う週１回法を勧めま

したが，ちょうど週休２日制が導入

されるのと重なり，学校でのカリ

糖度調査の授業
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学校長の立場から

黒田誠二

キュラム調整が困難となり，やむな

く歯科医師の指導の下，自宅で行う

週５回法で行うこととなりました。

希望者の把握，ミラノールの購

入・分配・容器の準備等一切を甲賀

町保健センターが行ってくれまし

た。対象者が学童，すなわち文部科

学省管轄の取り組みを厚生労働省管

轄が行ったわけです。

縦割りの行政の中で町民を一つと

考えた素晴らしい取り組みと感心し

た次第です。

最後に学校長・養護教諭・保健主

事はもちろん，教職員一丸となり，

特に「歯科保健」に関する指定校を

受けているわけでもないのに，熱心

に取り組んでいただいておりますこ

とに対し敬意を表します。

また前述のように地域ぐるみで歯

科保健への関心も高まり，「歯科保

健伝統校」に成らんとする機運が出

てきた感がいたします。

公衆衛生活動はデータで表し，成

果を見るのに数字を比較することが

多いと思います。数値を「０．１」上

げるのに何年もかかり，油断すると

すぐにリバウンド，まさしく「坂道

を登るが如し」と常々申し上げてま

いりました。

今回の受賞におごることなく，「歯

科保健伝統校」といわれるよう，今一

度手綱を引き締め，微力ながら頑張

る覚悟を新たにいたした次第です。

１．はじめに

この度，第４３回全日本学校歯科保

健優良校表彰において，文部科学大

臣賞という栄誉ある賞をいただくこ

とができ，たいへん光栄に存じてお

ります。

本校は児童数２９４名であり，教育

目標は「自ら学び，考え，正しく判

断できる，心豊かでたくましい子ど

もを育てる」を掲げ，目標達成のた

めに，学校経営の重点を「生きる力

をはぐくむ教育活動を推進する。」

とし，めざす子ども像を『たくまし

い子』『進んで学ぶ子』『友だちを大

切にする子』と設定し，日々の教育

活動に取り組んでいます。

２．本校の歯科保健活動の位置づけ

特に学校保健については，すべて

の教育活動の基盤にあるのは『健康』

であるということを，教職員はもち

ろんのこと，児童，保護者にもいろ

いろな機会を通して指導しました。

しかし，まだまだ学力のほうに目

が行きがちな保護者が本校に多数存

在する実態をふまえ，生活習慣の身

についている児童が学力も良いとい

う大阪市の実態調査を示し，啓発を

しています。また，「口は健康への

パスポート」「口はその人の履歴書」

という表現をよく用います。歯科保

健を徹底していけば，すべての学校

保健に通じることも，教職員・保護

者に対し具体的に例を示し指導しま

した。さらに，新たな実践をするの

ではなく，今まで取り組んできた本

校の実践を見直し徹底していけばよ

いということについても共通理解を

図りました。

３．本校の歯科保健活動の実際

本校では，学級担任と保健主事・

養護教諭・学校栄養職員・学校歯科

医・歯科衛生士が直接，授業に参画

し，専門的立場から発達段階に応じ

たきめ細かい指導や支援を行ってい

ます。特に長年継続して実践してき

た歯みがき指導はもとより，最近は

歯・口の健康と食教育との関連を重

視し，生活習慣やそしゃく等に着目

した歯科保健活動を展開しています。

� 歯科保健に関する教育・管理

① 学校保健安全計画

「自分の歯に合ったみがき方

ができるようにする」「よくか

んで食べる」という具体的目標

を明記し，実践しています。

② 第２・４・６学年の定点を押

さえた指導

２年生 １本染め出し×２回

（学級指導）を実施しています。

４年生 フッ化物塗布と事前指

導（学校行事）を実施しています。

６年生 「歯・口の健康教室」

（体育科保健学習）を実施して

います。

大阪市教育委員会，大阪市学

校歯科医会などの尽力により大

阪市全域で進められ，授業に参

加することをはじめ，指導の充

実を図っています。

大阪府大阪市立南大江小学校



平
成
１６
年
度
第
４３
回
全
日
本
学
校
歯
科
保
健
優
良
校
表
彰
�
文
部
科
学
大
臣
賞
を
受
賞
し
て

143日本学校歯科医会会誌 94号 2005年10月

学校歯科医の立場から

大東道治

③ 歯垢染め出しテスト，そしゃ

く能率テスト

１２月から２月末にかけての厳

寒期に，あえて歯垢染め出しや

給食週間，そしゃく能率テスト

日を設定しました。洗い場に立

つのも寒く，水が冷たい季節に

気持ちに打ち勝って歯みがきや

うがいができたことを確認しま

した。特に２年生では，自分で

１２月の染め出し時と比較して

チェックしている者が多く，今

後に期待できる結果となりました。

④ 全児童おやつ調べRDテスト

の実施

歯垢染め出しの自己カードや

生活習慣の見直しカードを見て

も，歯・口の健康に対する実践

意欲の向上がみられ，全体及び

各自の集計結果を家庭に通知す

ることで，家庭での活動の実践

と定着が促されました。特に，

そしゃく能率が前年度と比較

し，高まり，おやつの内容も改

善されました（写真）。

� 児童健康委員会・給食委員会の

活動

児童会活動の１年間の反省の中

に「活動を通してたくさんのこと

を学習できてよかった」という意

見が多くありました。

児童が主体となって歯・口の健

康をアピールしたことで，他の児

童の興味・関心が高まり，さらに実

践に向けての意欲が促されました。

� 学校保健委員会の充実

「生活習慣病」に関わる歯・口

の健康について，年２回開催して

います。全保護者にも参加を呼び

かけ，RDやそしゃく能率テスト

を体験していただきました。その

結果，学校保健全般に対して関心

が高まりました。

� 家庭・地域の連携と活動

PTA主催の給食試食会・親子

クッキング・給食交流会を実施し

たり，「保健だより」「栄養だよ

り」「給食カレンダー」による啓

発を行ったので，保護者から協力

が得られ，家庭でも活動を実践す

る児童が増えました。

４．結びにかえて

本校では，長年継続して歯の健康

に向けて取り組んできた結果，児

童・保護者の関心も高まり，歯に関

することは（歯みがき，治療率，DMF

歯数，咀嚼），当然よくなりました。

しかしながら，それにもまして，

生活リズム・全身の健康・食生活全

般にわたって，目を見張るほど改善

されてきたことが成果といえます。

今後，学校歯科保健活動を全校体

制で推進していきたいと考えています。

最後に歯科保健活動を継続して行

くためには，中心的役割の先生の育

成を重要課題としてとらえ，実践成

果が消えないように取り組んでまい

りたいと考えています。

この度，全日本学校歯科保健優良

校表彰において文部科学大臣賞を大

阪市立南大江小学校が受賞するとい

う栄誉に，学校歯科医と致しまして

関係各位の皆様方に感謝申しあげます。

このことは，校長先生・養護の先

生・栄養士の先生をはじめ教職員の

方々の児童に対する日頃からの保健

教育への情熱の賜物と思います。そ

して，本校は大阪市立の小学校とし

ては，最長齡として昨年創立１３０周

年の節目の年を迎え，ご父兄の皆様

の児童に対するあつい思いが記念式

典でも満ち溢れていました。これも

一重に地域住民の方々の支えで，こ

の上町台地を中心とする「なにわの

都」の地で色々な面での成果が成し

得たと思っております。

私が，大阪歯科大学小児歯科学講

座の教授に就任し，その代表として

本校を担当させていただいて１１年に

なりますが，それ以前は，先代稗田

豊治教授が昭和４３年に大阪歯科大学

小児歯科学講座の教授に就任された

時，補綴学の小森教授から譲り受け

られたと聞いています。永年大阪歯

科大学の医局員による検診だけに止

まらない保健教育の結果がここに実

を結んだと思っています。

特に，永年継続実践してきた給食

後の「ハミガキ」が児童自身が積極

的に遂行しえたことです。歯みがき

後「気持ちいい，すがすがしい，歯

がなめらかになった」と感動してい

る児童全員の姿はハミガキ運動が定

着してきた結果だと感服していま

す。「言うは易，行うは難」の諺に

もあるように些細な継続が素晴らし

い結果をもたらしたと思います。

少子高齢化，小児虐待，育児拒否

などが社会現象になっている現在，

小学校の先生をはじめ地域の方々，

医療関係者などが，児童への対応に

苦慮なさっている現在，南大江小学

校では町ぐるみで児童に対し「我が

子」に接する気持ちで話しかけ運動

を行ったり，学校周辺を親子地域住

民と共同で清掃しておられます。口

腔内を一つの町と考え個々の歯を
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色々な建物とみたてると，個々を清

掃することで町全体，即ち口腔全体

が美しくなります。一軒でもゴミを

始末しないと１本でも放置したむし

歯があると他の歯にまで感染するよ

うに，地域の人達と児童の協力でゴ

ミの無い町に日頃から努力されてい

るこの心がこのような立派な受賞へ

と導いたのだと思っています。

そして，なによりなのは，総合学

習の課題に健康，福祉，環境を取入

れ，歯科保健の教育に関心を持たれ

２年生児には１本染め出し指導，４

年生児にはフッ素塗布，５年生児に

は歯肉炎について講議し，６年生児

では「歯・口の健康教室」・「８０２０運

動」などに取り組んで頂いているこ

とです。また，平成１４年度には

「歯・口の健康に関するポスターコ

ンクール」において全国最優秀賞を

受賞しました。これらは，児童の実

践意欲が花さいたものと感激致して

おります。

私事になりますが，現在有限責任

法人日本小児歯科学会の会長・理事

長を務めさせて頂いておりますの

で，学校歯科医会の歯科保健活動に

大いに協賛し敬服致しております。

今後も互いに協力しご指導賜わりま

すよう小児歯科学会の一会員として

お願い申し上げます。

全日本学校歯科保健優良校表彰の

現地審査では，日本学校歯科医会会

長を始め東京より日本学校歯科医会

の多数の先生方と大阪市学校歯科医

会会長を始め多数の先生方に，早朝

８時より子供たちを始め校長先生・

教職員に対して直々に保健教育をご

指導いただき感激いたしました。

最後になりましたが，今回の受賞

にさいしまして，大阪市教育委員

会，大阪府歯科医師会，大阪府学校

歯科医会，大阪市学校歯科医会の皆

様方の多大なるご指導ご鞭撻をいた

だきましたことを厚く御礼申し上げ

感謝の言葉とさせて頂きます。

１．はじめに

本校は，香川県と徳島県境に広が

る阿讃山脈の北側山裾に広がる人口

４，６９０人の無歯科医町である仲南町

にある全校児童数１０４名の小規模校

です。仲南町は，平成１３年度から香

川県の委嘱を受け，「８０２０の里づく

り」事業を４年間にわたって展開し

ており，本校においても，この取り

組みに合わせて，歯の健康づくりに

積極的に取り組んでまいりました。

このたび，第４３回全日本学校歯科

保健優良校表彰において，文部科学

大臣表彰という最優秀賞をいただく

ことができ，本校児童・保護者・教

職員はもとより仲南町地域住民全体

の大きな喜びとなっております。今

回の受賞は，むし歯罹患率が平成１３

年に全国平均と同率になり，その

後，連続して全国平均を下回り平成

１５年には，７１．７％になっているこ

と，６年生児童のDMFが平成１５年

以降，１．００以下となっていること，

学校・家庭・地域が互いに連携し合

い，それぞれの立場で子ども達の健

康づくりのために地道に取り組んで

香川県仲南町立仲南東小学校
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きた実践等が認められた結果だと

思っています。

今後も，家庭・地域社会との連携

を密にし，意識の高揚を図るととも

に，県内の学校歯科保健活動の推進

にいささかなりとも寄与していきた

いと考えています。

２．これまでの研究

本校は，平成１２年度から２年間，

文部科学省指定の「食生活に関する

教育実践事業モデル校」として，食

生活に関わる校内外の活動を通し

て，「健康な体づくりに関心を持

ち，食生活の在り方を考える子」の

育成をめざして研究を推進してきま

した。また，それと同時に，仲間づ

くりや心の教育・社会性の涵養を図

ることにも力を入れてきました。

この研究の成果の１つとして，食

に対する意識を高めることで一人一

人の子ども達の日常の生活リズムの

自己管理能力が育つことや，現在の

自分の体の状況そのものに目を向け

なければならない重要性も分かって

まいりました。

このような時に，仲南町が「８０才

になるまで２０本の自分の歯を」の願

いのもと，「８０２０の里づくり」事業

を展開することとなりました。本校

においてもこれまでの歯科保健活動

を充実・体系化させ，よい歯でよく

噛んで食べることが心身の健康づく

りにつながると考え，また，よりよ

い健康観を身に付け積極的に健康生

活を実践する自己管理能力を育て，

地域への情報発信基地となれるよ

う，歯の健康教育に取り組むことに

なりました。

３．本校歯科保健活動の実際

� 歯みがき習慣の定着に向けて

① 全校縦割り班による歯みがき

「歯っぴータイム」の実践

・全校生を６～７人のグループ

に分け，６年生を中心に３分

間砂時計を使って手鏡を見な

がら歯をみがいている。

② 保健主事による毎日７～８名

ずつの歯みがき点検と歯みがき

名人の認定（年３回）

③ 生活点検「すこやかチェック」

・毎月１週間６項目について児

童が自己評価する。

� 歯や口の健康と食生活の指導

① 学習参観の学級活動に保護者

も参加

・学習過程に実習や体感する場

を必ず設定し，保護者も含め

て歯の大切さを理解し保護技

能を修得する機会としている。

② 栄養士の専門性を生かすTT

の学習指導

③ 個人記録「すくすくファイル」

・体に関する学習を振り返り，

再確認できる資料として活用

できるようにしている。

・歯みがき点検結果や口腔写

真，歯みがきカレンダーを綴

じている。

④ 歯科衛生士によるブラッシン

グ指導

⑤ 給食前の食に関する５分間指導

⑥ 栄養士の学校訪問指導

⑦ 「給食カミカミデー」の実践

（毎月１回）

・しっかり噛まないと嚥下でき

ない特別献立を設定している。

PTA学習参観 歯科衛生士さんのブラッシング指導
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� 家庭と協力して進める歯の健康

づくり

① カラーテスト使用の親子歯み

がき点検（年１回）

② 学校保健委員会（年２回）

・全保護者と児童を対象に実施

・昨年度は，「めざせ８０２０！白い

歯でしっかり噛んで」という

テーマで，歯科衛生士による講

演を行った。

・保護者の質問に学校歯科医が直

接答える時間の設定をしている。

・毎回，保護者の６割が参加して

いる。

③ PTA会員研修

・県歯科医師会役員を講師に招

いて，研修した。

④ 歯の治療の早期通院支援

⑤ 給食試食会で保護者と栄養士

の懇談会（年１回）

� 児童健康委員会の働きかけ

・健康委員会の児童が全校生の健

康つくりのリーダーとなれるよ

う自主的活動を推進している。

① ８０２０集会の企画・運営

② 歯ブラシ点検の実施（年２回）

③ 歯や口の健康標語の募集

④ 日常活動として，

・掲示板の資料作成

・手洗い石けんの補充

４．おわりに

これまで小規模校の特徴を生かし

て，保健主事の発案による全校縦割

り班での歯みがき活動や口腔写真，

歯みがき点検など，一人一人の歯や

口に合ったきめの細かい継続的な指

導を心がけてきました。それによ

り，自分の歯や口の健康状態への関

心が一層高まってきました。また，

ランチルームでの縦割り班歯みがき

を始めてから３分間の歯みがきが定

着し，みがき残しの場所も減ってき

ました。

歯の治療においても，毎回１００％

の児童が治療を完了できるなど，学

校・家庭・地域が一体となって歯の

健康づくりを進めようという機運が

高まっています。

これからも，今回の受賞に恥じな

い実践を全教職員が心を合わせて継

続推進し「８０２０の里づくり」に寄与

し，生涯学習社会にふさわしい，健

康の自己管理能力を身につけた児童

を育成することをめざして邁進して

いきたいと思っております。

最後になりましたが，仲南東小学

校の学校歯科医である塩田尚史先生

の５５年余にわたる献身的なご指導に

感謝しつつ結びといたします。

私は昭和２０年１０月に復員し，１１月

末に現在地に歯科医院を開業しました。

昭和２２年春にそれまで一部の年輩

の歯科医が受け持っていた学校歯科

医の再編成が始まり，私は最年少で

ある為，当時の僻地であった現在の

仲南町立七箇小学校の学校歯科医を

委嘱されました。

七箇村は JR土讃線の小駅で琴平

町よりは下りの一駅目ですが，当時

は午前・午後二便しか通っておら

ず，駅から小学校までは遠いのでス

クーターで行くことになり，軽四輪

学校歯科医による講話 一年生の学活指導
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学校長の立場から

伊良皆マサ子

の免許を取りました。

検診して驚いた事には，当時の七

箇村は無医地区で，歯科診療に通院

する為には琴平町まで JRで出て来

なくてはならず，一日仕事であり，

地域住民の口の中は全く放置され，

極めて不良な状態でした。

当然小学生の口の中も要治療歯，

要抜去歯が放置された状態で，当

然，歯列も甚だしく不正でした。

学校歯科医である以上，これでは

とても口腔衛生の指導どころではな

いと痛感し，学校長に，先ず要抜去

歯だけでも処置したいので，学校内

で簡単な簡易診療台を準備してくれ

れば，私が出張して出来る範囲の処

置をしたいので考慮してほしいと意

見を述べました。

当時は国民皆保健の時代に移って

いました。場所は，当時新築された

公民館の一室を借用し，保健医療機

関の指定を受ければ，生徒に簡単な

処置ができると判断して，学校長を

通じて意見を具申した処，当時の村

長より折角，診療室を準備する以

上，地域の一般住民の処置も行って

くれないかと依頼され，それは困

る，出来ないと断るわけには行か

ず，その結果，私を向こう十年間，

大変な苦労に引きづりこんでしまっ

たわけです。

本拠地は自宅の診療室に，そして

生徒も含め一般の住民の治療も来れ

ば，十日か二週間に一回というわけ

には行かず，週一回が二回となり，

最後は一日置きに七箇公民館の診療

室を生徒並びに一般の住民の歯科診

療に開放し，私をのめり込ませてし

まったのです。

交通の便の悪い処で，バスは午

前・午後一便か二便しか通っておら

ず，軽自動車の免許をとり，スクー

ターから軽四輪となり，最後には普

通自動車で診療所まで出張診療を

行ってまいりました。

様々な思い出が，頭の中を去来し

ますが人間的にも精神的にも私を成

長させてくれた十年間として，生涯

の思い出として私の人生の中に息づ

いております。

公民館に於ける出張診療は十年間

で中止になりましたが，学校歯科医

としての私の仕事は，まだまだ継続

中です。

１．はじめに

第４３回全日本学校歯科保健優良校

表彰において，最優秀賞・文部科学

大臣賞をいただくことができたこと

をたいへん光栄に思っています。

本校は児童数６５０人で指定研究校

になったこともなく，施設設備も恵

まれているとはいえませんが，日常

的に行っている養護教諭を中心に学

校歯科医の協力を得ながら，学校・

家庭・地域が連携した地道な取り組

みを認めていただき，大きな励みに

なりました。

歯科保健活動は，教育目標「元気な

体で豊かな心をもち自ら学ぶ意欲を

もつ子の育成」を受け，具現化をめざ

して頑張っています。生活習慣の乱

れは学校教育にもよからぬ影響を与

えていますが，歯科保健の活動が定

着することは，児童の望ましい生活

習慣が実践できる児童の育成につな

がるものだと考えて行っています。

２．本校の歯科保健活動の取り組み

「自分の健康は自分で守る」こと

を目標に主体的に健康づくりに取り

組む児童をめざして，学校歯科医の

協力を得ながら次のような工夫や努

力を続けています。

� 教育活動全体に位置付けた指導

指導内容系統表，年間指導計画

に基づき，歯科保健指導を組織的

に実践している。

① 日課表に歯みがきタイム５分

間設定

② よい歯の表彰（う歯なし・治

療終了児童）

③ 歯に関するよい図画・ポス

ター・標語の表彰

� 学級担任による歯科保健指導

各担任と養護教諭のTT を計画

し，学年別指導計画に応じて実施。

歯垢染め出し検査後

① 「みがいている」と「みがけ

ている」の違い

② 自分の歯並びにあったみがき

方の工夫

③ 歯みがき後，舌でなめ回して

汚れの確認

④ 歯ブラシの大きさや毛先の状

沖縄県豊見城市立座安小学校
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学校歯科医の立場から

高良吉信

況確認等，自分の課題を発見

し，解決する力を育てている。

・全児童から健康啓発作品募

集，県医師会やデンタルフエ

アへの出品と参加呼びかけ

� 学校歯科医・歯科衛生士による

指導

１年生は６月に第一大臼歯を中

心とした親子歯みがき指導，５年

生は９月に顎・歯・歯肉について

のアンケートを基に，講話と自分

の歯並びにあったブラッシング指

導を実施。

学校歯科医の高良先生や歯科衛

生士のお話にはやさしい語りと丁

寧さがあり，子どもたちにもわか

りやすく熱心に取り組むことがで

きました。

� 児童保健委員会活動

歯ブラシ点検（月１回）と歯み

がき点検，全校むし歯予防集会で

の発表，校内放送でクイズ・標

語・作文の発表，歯ブラシ保管庫

の消毒等を通し意識を高めた。

「歯によい食べもの」等の啓発の

掲示物の作成。

歯みがき点検で，よかった学級

の様子をビデオで撮影し，校内放

送で紹介。

� 学校保健委員会の開催

（年３回）

児童の健康課題に密着した協議

を実施。

� 家庭・地域との連携及び啓発活動

① 養護教諭による「保健だより」

…健康教育に関するアンケート

や広報活動，情報提供。

② 親子歯みがき指導…歯科医に

よる第一大臼歯の大切さ・まだ

柔らかくてむし歯になりやすい

ことなどわかりやすく説明。

③ PTA広報誌…積極的な広報

活動は素晴らしく歯科保健のこ

とでもたくさん取り上げてもら

い大きく貢献してもらいました。

３．おわりに

心豊かに生きる人間の育成をめざ

す学校教育において，特に，児童に

とって歯・口の健康づくりを一層充

実することの大切さを肝に銘じて学

校経営にあたりたいと思います。

歯・口の健康づくりの継続のため，

今回の受賞を記念し，全校児童によ

る歯に関する標語コンクールを行っ

たところ，「座安っ子 いつもきれ

いで じょうぶな歯」が最優秀賞と

なり児童玄関前に板に書き込まれ掲

げられることになりました。

本校の学校歯科保健教育の基盤づ

くりと充実に，献身的に指導頂きま

した学校歯科医の先生方をはじめ，

多くの関係者の皆様のご尽力に心か

ら敬意と感謝を申し上げます。

私の担当校の豊見城市立座安小学

校が，全日本学校歯科保健優良校表

彰で，文部科学大臣賞を受賞すると

いう栄誉に，学校歯科医として何物

にも代え難い喜びを噛みしめており

ます。

これも，学校長をはじめとする教

職員一体となった熱意あるこどもた

ちへの健康教育が評価されたもので

あると認識しております。

とくに，養護教諭である砂川佐和

子先生は，日々のお忙しい保健活動

のなかで，こどもたちへの愛情に満

ちた指導を根気良く続けてこられま

した。

歯科においては，一時の派手なア

ピールよりも毎日の地道な指導が最

も良い結果を生むことを，地域の

方々が良く理解されて，PTAを含

むすべての人々がこどもたちの歯の

健康について関心を持ってきまし
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た。その成果が，平成１６年度の歯科

検診の結果にも表れています。

まず，う�歯なしの生徒が，平成

６年度で１％であったのが，平成１６

年度では１５％にまで上がっていま

す。また，処置完了者は，平成６年

度では２３％であったのに対し，平成

１６年度では４５％にまで上がっていま

す。この２点の急速な改善が，こど

もたちの全身の健康にも大きく寄与

していると思います。

わが座安小学校では，教育目標が

「自ら学び活動する子」としてお

り，歯科においても自分たちができ

る範囲でそれぞれ努力しています。

さらに，平成１６年度は，「自分の健

康は自分で守る」を目標に，主体的

に健康的な生活を実践できる児童の

育成をめざしました。１年生では「６

さい臼歯をみがこう」との題で親子

歯みがき指導を行い，第一大臼歯の

重要性を理解させます。２年生では

「歯ブラシの毛先をつかってみがこ

う」との題で第一大臼歯その他の正

しいみがき方ができるようにしま

す。３年生では「正しい歯のみがき

方」との題でむし歯の原因を知り，

みがき残しの多いところに歯ブラシ

の毛先を当てて汚れをきれいに落と

すことができるようにします。４年

生では「じょうぶな歯」との題でよ

く噛むことの大切さ，むし歯の原因

を知り，食後，口の中をきれいにす

るわけを理解させます。５年生では

「むし歯のすすみ方」との題で歯の

しくみから永久歯のむし歯の進行に

ついて理解させ，早期治療の大切さ

に気づかせます。６年生では「歯肉

の病気とその予防」との題で，歯肉

の病気は日常の歯みがきと深い関係

があることを理解させます。そし

て，正しいみがき方で予防できるこ

とに気づかせ，実践させます。

日常活動として実践されている給

食後の歯みがきは，給食の後片付け

と同時に１５分間設定されています。

水道設備の不備はまだあるようです

が，こどもたちは特に気にすること

もなく楽しそうに歯みがきを行って

います。あまった時間には，自作の

ビデオテープを放映しています。ビ

デオを見ることによって，みがき方

の手順や方法がわかるようになって

います。また，掲示物も豊富で，校

内のいたるところでそれを見ること

ができます。

このような学校側の熱心な取り組

みに，学校歯科医である私も少なか

らぬ影響を受け，歯科に関する授業

にも参加させていただいています。

こどもたちの澄んだ笑顔を見ている

と，逆に自分の方が教えられること

が多いのに気づかされます。この笑

顔を学校生徒や地域の方々すべての

笑顔にかえられるよう，新たな気持

ちで口腔保健活動に取り組んでいこ

うと思っています。

最後に，今回の受賞に際して，沖

縄県歯科医師会，沖縄県教育庁には

多大なるご指導をいただきましたこ

とに厚く感謝申し上げます。
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●今年度４月に発足した松島新会長の執行部による最初の会誌９４号をお届けしま

す。松島会長は広報紙１０９号のインタビュー「日学歯の新しい顔」にもありますよ

うに開かれた日学歯，分かりやすい，透明性のある会務運営を目指しておられま

す。このことからも広報委員会の責務はますます重くなってくるものと思われま

す。今期から当委員会は会誌，広報紙を担当する第一委員会とホームページを担当

する第二委員会とにより構成されることになり，ますます充実し，その責務を充分

に担える委員会となりました。

この９４号は様々な角度から学校歯科保健活動をとらえられるように努めました。

１番目の特集である「座談会『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり

が目指すもの」の中には，我々学校歯科医が子どもたちの自律とどのように密接に

関わってゆくべきか，再確認させられる発言が数多くあり，身の引き締まる思いが

致します。また２番目の特集として，学識の先生そして種種の立場の方々からの論

文を掲載致しました。お忙しいなか，快く執筆をお引き受け下さり心より御礼を申

し上げます。開かれた日学歯を目指す意味からも，今号には茨城県歯科医師会の小

鹿典雄先生そして神奈川県相模原歯科医師会，学校保健委員会の論文を掲載しまし

た。このように，加盟団体そして会員の先生方からの情報，論文を掲載していきた

いと思っておりますので，どしどし投稿して下さることをお願い致します。

前期まで野溝常務理事が担当されていた当委員会と同様に学識の先生方，各加盟

団体，会員の先生方そして学校関係者皆様のますますのご協力，ご鞭撻をお願い致

します。 （相澤 恒）

●今年の夏は残暑が厳しかったせいか例年以上に暑く感じたのは私だけでしょう

か？その夏も過ぎ，季節はもう紅葉も終わりごろ？新しく委員会構成がされて早く

も，１年のうちの２／３が過ぎようとしております。任期初めの１年は誠にあっとい

う間に過ぎるものだと痛感している毎日です。あと４ヶ月もすると早々と我々任期

の折り返し地点。そう考えるとのんびりとはしていられない感もあります。

松島新執行部が誕生して最初の会誌発行にあたり，今までの会誌の内容の見直

し，表紙レイアウトの見直しが検討されました。研究発表や論文が中心だった内容

からできるだけ会員の興味あるもの，読みやすいものを中心にするように変更いた

しました。そこで第一弾として特集に座談会形式のものを取り入れることにいたし

ました。またさらに，皆様方はあまりお気づきにならなかったかと存じますが表紙

レイアウトも検討し，できるだけ会誌内容が表紙をみるだけでわかるような，かつ

斬新！なデザインに変更を加えております。今後また会員の皆様方からのご意見等

を伺いながら検討していきたいと存じます。 （佐橋永吉）
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●平成７年の学校歯科健康診断票の改訂から１０年たちましたが，未だCO・GOの

検出がなされていないところもあります。CO・GOの意義が理解されていれば，

子どもたち自らの力で健全な歯と歯肉を持つことのできる大人へ成長することに，

学校歯科医の立場から貢献できるのにと思うと残念です。診療室における歯科医療

経済的な予防，健康教育に熱心でも，子どもたちの歯・口の健康を通した心と体の

健康つくりという「人をつくる教育」には関心がもてないということでしょうか。

しかしこれは学校歯科医を含めた学校歯科保健関係者を啓発する事業への検証が十

分に行われず，以後に活かしきれなかったためともいえます。振り返り，どこに問

題点があるのか，調べることが必要です。丁度，今号から過去の「全日本学校歯科

保健優良校表彰文部科学（旧文部）大臣賞受賞校」のその後の歯科保健活動実態に

ついて連載が始まりました。受賞効果，その後の問題点等を洗い出すことでこれか

らの保健活動に活かすことが目的ということで，時を得たまたとない好企画である

と思います。より掘り下げた内容での報告を期待しています。 （大塚一仁）

●広報は，年４回，会誌は学術号と大会号の年２回発行となっております。このこ

とは，今までと同様です。この９４号は学術号となっております。

日学歯に必要なこと，会員にとって有意義なこと，社会に日学歯・学校歯科医が

どう取り組まなければならないか…考えることは，多くあると思います。その中

で，出来ることから，出来そうなことから，問題提起し，議論し，実行すること

が，大切と思います。今年度の委員会でも相澤常務・佐橋理事を始め，委員になら

れた先生方による多くの意見交換により今年度第１号の会誌をお届けします。

優良校表彰となった学校の記事ばかりでなく，その後表彰校がどのように変わっ

て来ているか，その様子も必要ではないかとの意見が出てきて，この会誌の中で，

その記事も入れるようになりました。

日学歯がここ数年特に変わってきていると実感します。昨年の静岡の大会での「食

育」・歯肉，生活習慣，健康行動の評価法のセルフチェックカードやレーダー

チャート評価法（会誌９３号のＰ３９～４７）など客観的に判断評価が出来る，大会での

発表があり日学歯の役割の大きさを感じます。

今年度の大会も，より有意義な大会となり，その記事を，会誌９５号を通じ皆様に

届けられるのが，楽しみです。 （佐貫 直通）
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３．幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき H．３年発行 ￥１，０００

４．大きく変わる学校歯科保健 H．５年発行 ￥ １００

５．障害のある児童生徒に対する学校歯科保健 H．１１年発行 ￥１，０００

６．歯・口腔の健康診断パネル①②③④（CO・GOパネル） H．８年発行 ￥ １００

７．歯・口腔の健康診断パネル⑤（顎関節の診査の流れと診査法） H．９年発行 ￥ １００

８．歯・口腔の健康診断パネル⑥（歯列・咬合の診査基準） H．１０年発行 ￥ １００

９．CD－ROM「学校歯科健診におけるCO・GOについて」 H．１３年発行 ￥１，５００

（HYBRID CD－ROM for Windows and Machintosh）

１０．学校歯科保健Q&A①（歯垢染色剤について） H．１４年発行 ￥ １００

１１．学校歯科保健Q&A②（キシリトールについて） H．１４年発行 ￥ １００

１２．学校歯科保健Q&A③④（フッ化物・シーラントについて） H．１６年発行 ￥ １５０

１３．学校歯科医のためのスポーツ歯科医学 H．１５年発行 ￥ ５００

１４．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点－CO・GOを中心に－ H．１４年発行 ￥ ２００

１５．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点 H．１４年発行 ￥ ３５０

－よりよい顎・口腔機能の育成を目指して－

１６．歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル H．１６年発行 ￥ １５０

１７．学校における学校歯科医のためのフッ化物応用ガイドブック H．１７年発行 ￥ ３００

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行

１８．学校歯科保健参考資料－「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり－
（割引対象外） H．１７年発行 ￥ ３５０

＊「学校歯科医の活動指針」は現在改訂中です。今しばらくお待ちください。

以上の日本学校歯科医会取り扱い書籍につきましては，会員及び加盟団体の皆様が一括購入され，同一箇所

に納品する場合のみ，「１８．学校歯科保健参考資料－「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり－」

を除いて各刊行物毎に次のように割り引きいたします（ご購入の合計冊数ではありません）。

５０冊～９９冊＝１割引（送料別）。１００冊～１９９冊＝２割引（送料無料）。２００冊以上＝２割５分引（１０円未満の

端数切り捨て。送料無料）

その他

○ ８０２０運動は学校歯科保健から！ 無 料

（日本学校歯科医会の活動内容などを記載したカラー PRパンフレット。無料で配布いたしております）

＊海外向けの英文パンフレットも用意しています（無料）。


